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                                １０：００開議  

 

○ 加藤清助委員長 

 ただいまより都市・環境常任委員会、予算常任委員会都市・環境分科会を開会させてい

ただきます。 

 冒頭にですけれども、今回の委員会中に所管事務調査を実施するかどうかということで、

委員の皆さんからご提案がありましたら、午後再開のときに確認をさせていただきますの

で、それまでに今回の委員会での所管事務調査、もしご希望がありましたらお考えくださ

い。 

 その次に、休会中の所管事務調査についてですけれども、審査順序にもありますように、

その他事項で確認をさせていただきます。休会中の所管事務調査についてのご提案、ご希

望がありましたら、その旨またその他事項で確認をさせていただきます。 

 それから、審査に当たりまして、本日審査する議案の説明については、追加議案を除い

て２月９日に実施をさせていただきました議案聴取会において、委員の皆さんから追加資

料の請求がございましたので、その説明をしていただいた後、全般にわたっての質疑に移

ることとしたいと思います。 

 それから、最後に、今回は審査順序の３ページに記載がございますように、当委員会で

意見書発議案についての付託がされております。その意見書の発議案の審査日程につきま

しては、発議者である森 智広議員に出席いただくために、日程的には３月２日の午後１

時からその意見書発議案についての審査を行いたいと思いますので、ご承知おきください

ますようにお願いいたします。 

 なお、この同意見書発議の案については産業生活常任委員会の所管事務調査を行う中で

議論をされてきた内容でありまして、その所管事務調査の中で理事者から提出されました

資料についても参考のために皆さんのタブレットに送付をさせていただいておりますので、

この意見書発議案の審査を行うまでにご一読いただいたらよろしいのではないかと思いま

すので、お伝えをさせていただきます。 

 

    議案第58号 平成28年度四日市市一般会計予算 

     第１条 歳入歳出予算 

        第４款 衛生費 
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         第１項 保健衛生費（関係部分） 

        第６款 農林水産業費 

         第３項 農地費（関係部分） 

    議案第64号 平成28年度四日市市農業集落排水事業特別会計予算 

    議案第67号 平成28年度四日市市水道事業会計予算 

    議案第69号 平成28年度四日市市下水道事業会計予算 

 

○ 加藤清助委員長 

 それでは、ただいまより、議案第58号平成28年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳

出予算、第４款衛生費、第１項保健衛生費関係部分、第６款農林水産業費、第３項農地費

関係部分、議案第64号平成28年度四日市市農業集落排水事業特別会計予算、議案第67号平

成28年度四日市市水道事業会計予算、議案第69号平成28年度四日市市下水道事業会計予算

を審査議題といたします。 

 冒頭に、上下水道局事業管理者よりご挨拶ございましたらどうぞ。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 事業管理者の倭でございます。よろしくお願いをいたします。 

 本日は都市・環境分科会、上下水道局関係分ということで、今委員長のほうからもござ

いましたように、平成28年度予算、局の関係分で４議案、それから、平成27年度の一般会

計の補正予算ということで１件でございますけれども、ご審議……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 お座りください。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 済みません。よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 それから、報告案件ということで配水本管の布設替え工事事故の賠償問題について、こ

れもお時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、この後、追加資料につきまして担当のほうから説明させていただきますので、

ご審議のほうよろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

 

○ 内田経営企画課長 

 経営企画課長の内田です。よろしくお願いいたします。 

 都市・環境常任委員会関係資料につきましては、１、予算常任委員会都市・環境分科会

追加資料と、２、都市・環境常任委員会報告資料でございます。タブレットのほうにつき

ましては、上下水道局①と上下水道局②に資料のほう分割してございます。上下水道局①

のほうをお願いいたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 タブレットのほうに入っていますので、ご準備をいただけたらと思います。よろしいで

しょうか。 

 じゃ、続けてください。 

 

○ 内田経営企画課長 

 都市・環境常任委員会関係資料の鏡の次に予算常任委員会都市・環境分科会追加資料の

鏡がございます。この追加資料に基づきましてご説明させていただきます。追加資料の鏡

の次にございます目次をお願いいたします。 

 追加資料11点につきましては、１、第２期水道施設整備計画の概要から11の企業債明細

書（平成26年度末）でございます。順にご説明のほうをさせていただきます。 

 資料１ページをお願いいたします。 

 １、第２期水道施設整備計画の概要につきまして、本計画は、四日市市水道ビジョンを

マスタープランとして、平成22年度から30年度までの基幹施設の耐震化や経年管及び経年

施設の更新等、施設整備の実施計画でございます。 

 なお、平成20年に新たに厚生労働省から水道の耐震化計画等策定指針が示されたことに

伴いまして、さらなる強靱化に向け、平成25年に管路の耐震化と老朽化対策を組み合わせ

ました管路整備計画を策定し、本計画に反映いたしました。また、水管橋２橋、朝明川水

管橋と鈴鹿川派川水管橋につきまして、緊急的に対応が必要となりましことから前倒しを

いたしまして本計画に位置づけをいたしました。 

 事業概要につきましては表のとおりでございます。計画量と平成28年度末の進捗率を記
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載してございます。 

 資料１といたしまして、第２期水道施設整備計画を２ページに添付してございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 ２、生活排水処理施設整備計画（アクションプログラム）の概要につきまして、本計画

は公共用水域の水質保全と生活環境の向上を図るため、生活排水処理施設を整備するため

の基本構想で、策定に当たりましては、地域特性を踏まえた経済性、効率性の観点から処

理方法を設定してございます。本計画は整備手法を定め、中期目標、長期目標、最終目標

における整備水準を示すもので、整備計画は表のとおりでございます。生活排水処理施設

整備計画につきましては４ページに添付してございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３、四日市市下水道総合地震対策事業計画の概要につきまして、本計画は平成25年度か

ら29年度の５カ年計画で、国土交通省の交付金事業を活用して耐震化を行うための計画で

ございます。 

 地震対策におけます基本的な考え方といたしましては、地震時において下水道が有すべ

き機能確保や２次災害防止のため、防災上、特に重要とされる管路や耐震性の向上を図る

べき施設等について耐震補強等を計画的に実施するものでございます。 

 １、管路施設といたしましては、地震時の避難路及び災害支援活動、救急活動、復旧、

復興活動を確保する観点から、第１次緊急輸送路下に埋設してあります耐震性能が不足す

る管路に対し、緊急的、優先的に耐震化を実施し、流下機能の確保及び２次災害防止を図

るもので、対策といたしましては記載のとおりでございます。 

 ２のポンプ場・処理場といたしまして、（１）汚水施設では、未処理下水の流出により

公共用水域を汚染しないように最低限の処理機能を確保するため、汚水中継ポンプ場は揚

水施設、処理場は揚水、消毒、放流に係る施設の耐震化対策を優先的に実施いたします。 

 （２）雨水ポンプ場では、被災後の降雨時における浸水防除の観点から、揚水機能を確

保するためポンプ棟の耐震診断を実施いたしまして、重要施設から優先的に耐震化を図り

ます。 

 （３）津波浸水が想定される施設に対しまして、津波浸水による機械・電気設備の機能

停止を防止する観点から、耐震化対策とあわせまして防水性の調査及び調査結果に基づく

防水化を講じます。対策といたしましては記載のとおりでございます。 

 ６ページに四日市市下水道総合地震対策事業計画と平成28年度実施事業一覧を添付して
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ございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ４、楠地区雨水排水対策事業といたしまして、当事業は旧楠町と四日市市の合併におけ

る楠地区の雨水排水対策として新市建設計画に位置づけられたもので、雨水ポンプ場の築

造と地域に降った雨水をポンプ場に導く雨水幹線の整備事業でございます。 

 南川・南五味塚排水区では、新五味塚ポンプ場といたしまして供用開始を平成30年４月

に、事業費といたしましては58億4500万円でございます。また、南五味塚雨水１号幹線と

いたしましては、事業費は10億2300万円でございます。南川・南五味塚排水区の事業費の

合計といたしましては68億6800万円でございます。 

 また、東町吉崎南排水分区では、吉崎ポンプ場といたしましての供用開始は平成32年４

月、事業費は90億5000万円でございます。東町・吉崎南雨水幹線といたしましての事業費

は24億3800万円でございます。東町吉崎南排水分区の事業費は114億8800万円でございま

す。両排水分区を合わせました総事業費といたしましては183億5600万円でございます。 

 また、今後のスケジュールにつきまして、南五味塚ポンプ場、吉崎ポンプ場に雨水を導

く雨水幹線の整備はおおむね完了してございます。現在ポンプ場の築造工事を行っており

まして、平成28年度は新南五味塚ポンプ場では建築工事と排水ポンプなどの電気機械工事

に着手いたします。吉崎ポンプ場では建築工事と放流渠の工事に着手いたします。 

 なお、現在施工中の下部土木工事におきまして、生コンクリートの水和熱によります温

度ひび割れ解析の結果、対策工法が必要となりまして、各ポンプ場とも数カ月工期を延伸

することになりますが、他の工事との調整によりまして、供用開始時期に変更はございま

せん。 

 ７ページの右側に位置図を、８ページに楠地区雨水排水対策事業計画のスケジュールを

添付してございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ５、雨水対策の優先度の考え方につきまして、平成24年台風17号におきまして、中心市

街地を初め、既整備区域の浸水被害が多数発生したことを受けまして、平成25年度に既整

備区域を含めました浸水対策の整備優先度の考え方につきまして内部検討を行いました。

今後はこの基準を基にしつつ、土地利用の状況の変化や整備状況など、浸水の原因や整備

効果を考慮いたしまして雨水対策を進めてまいります。ＡからＥの区分につきまして、基

準表は記載のとおりでございます。 
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 10ページをお願いいたします。 

 ６、公営企業の広域化につきまして、人口減少等によります水需要の減少とそれに伴う

給水収益の減少、水道事業に携わる職員数の減少など水道を取り巻く環境が厳しくなる中

で、水道サービスの低下を招かないように、将来にわたって健全な事業運営を持続するた

め、事業統合等による水道広域化により事業基盤の強化を図っていくことが有効な一つの

手法であると言われております。 

 これまでの水道の広域化は主といたしまして水需要の不均衡の解消や施設整備の水準の

平準化などを目的に行われておりましたが、厚生労働省から平成25年３月に示されました

新水道ビジョンでは、恒久的な事業運営に向けた経営基盤や技術基盤の強化という観点か

ら、地域の実情に応じて事業統合や経営の一体化だけでなく、管理の一体化等の多様な形

態による広域化、新たな概念の広域化が提唱されております。 

 新たな概念の広域化のイメージは図のとおりでございますが、形態といたしましては、

事業統合、経営の一体化、管理の一体化、施設の共同化に分類されてございます。 

 事業統合には垂直統合と水平統合というのがございます。垂直統合とは、水道用水供給

事業、いわゆる企業庁と、それと、受水団体である水道事業、市町が統合して末端まで給

水する方法でございます。水平統合とは、複数の水道事業、いわゆる市町が事業を一つに

統合する方法でございます。経営の一体化は、県営水道のように同一の経営主体が複数の

水道事業等を経営する方法でございます。管理の一体化につきましては、単独あるいは複

数の水道事業、いわゆる市町が技術基盤が強固な市町へ管理を委託する方法や、複数の水

道事業、いわゆる市町が別途に一元的に管理を行う組織、一部事務組合や民間法人への業

務を共同委託する方法でございます。また、受水団体からの委託によって企業庁等が一元

的に管理を行う方法でございます。施設の共同化は、取水場、浄水場、配水池等の共同施

設を建設、保有する方法でございます。また、緊急時のために共同で連絡管を整備する方

法、災害時等の相互応援協定等を締結する連携方法でございます。管理の一体化、施設の

共同化を合わせました業務の共同化を含めました多様な形態となってございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 国が示します広域化の類似別の効果につきましては表のとおりでございます。形態とい

たしまして、３パターンといたしまして企業庁等、いわゆる市町の統合・連携の垂直型と

複数の市町による統合・連携の水平型、また、垂直型、水平型に共通いたします弱者救済

型の三つに分類し、メリット、デメリットが示されてございます。内容につきましては記
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載のとおりでございます。 

 今後、経営環境が厳しさを増すことが確実であり、経営基盤の強化やその手法について、

事業統合や施設の共有化等が考えられますが、北勢地区におきまして四日市市だけが水質

管理業務、管路の維持補修業務を直接行っておりますほか、各市町の水源構成が県営水道

のみ、自己水のみ、またはその両方となっているなど、各市町は異なる状況にございます。

現在北勢地域の受水に関する調整、災害協力を目的といたしまして、北勢市町５市５町で

北勢広域水道事業促進協議会を構成してございます。今後はこの協議会を活用しながら他

事業体の動向などを情報収集いたしまして、引き続き研究を重ねてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 12ページをお願いいたします。 

 事業統合や広域連携、いわゆる業務の共同化が行われました参考事例につきましては記

載のとおりでございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 ７、単独随意契約業務委託予定一覧につきまして、予算常任委員会資料より単独随意契

約によるものを抽出してございます。単独随意契約の理由につきましては、表の右側に記

載のとおりでございます。表の右から２列目に随意契約によることができる場合の根拠法

令、地方公営企業法施行令第21条の14第１項に掲げます号数につきまして、１号該当は契

約金額が50万円未満のもの、２号該当は性質または目的が競争入札に適さないもの、３号

該当は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する組織、シルバー人材センターの

ものでございます。なお、２号該当の性質または目的が競争入札に適さないもので、契約

金額が50万円未満のものにつきましては１号該当として整理してございます。 

 水道事業会計につきましては13ページから15ページで47件で、予算額合計は３億4984万

7000円でございます。また、下水道事業会計につきましては16ページから18ページで37件

で、予算額合計は４億474万9000円でございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 ８、公募型プロポーザル方式による業務委託の一覧につきまして、平成28年度からプロ

ポーザル方式による業務委託は２件でございます。四日市市上下水道局お客様センター業

務委託の委託期間は平成28年度から32年度の５カ年で、28年度予算額は２億3507万3000円

でございます。業務内容及びプロポーザル方式による契約する目的につきましては記載の

とおりでございます。水源管理センターほか運転管理業務委託の委託期間は平成28年度か



 - 8 - 

ら32年度の５カ年で、28年度の予算額は8356万5000円でございます。業務内容及びプロポ

ーザル方式により契約する目的につきましては記載のとおりでございます。 

 恐れ入りますが、タブレットのほうの上下水道局②をお願いいたします。 

 19ページをお願いいたします。 

 ９、事務用機器等運用経費の債務負担行為の内訳につきまして、水道事業は企業会計シ

ステム関係２件、車リース関係４件で、各リースの債務負担行為限度額は記載のとおりで

ございます。事務用機器等運用経費の合計は2033万8000円でございます。下水道事業会計

につきまして、システム関係２件、車リース関係２件でございます。各リースの債務負担

行為限度額は記載のとおりで、事務用機器等運用経費の合計は3131万4000円でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 10、特殊勤務手当につきまして、水道事業の特殊勤務手当の種類は外勤作業手当で、下

水道事業の特殊勤務手当の種類は汚水処理作業手当第１種と第２種でございます。また、

水道事業、下水道事業共通の特殊勤務手当の種類は滞納整理業務手当、用地交渉手当、災

害危険作業出勤手当でございます。勤務内容及び手当額につきましては記載のとおりでご

ざいます。特殊勤務手当につきましては、全て日額で定めておりまして、勤務に従事した

時間が同日におきまして４時間未満の場合は支給対象としてございませんが、水道事業に

おけます外勤作業手当につきましては、４時間未満でありましても支給の対象としてござ

います。 

 21ページをお願いいたします。 

 11、企業債明細書（平成26年度末）につきまして、企業債の種類、発行年月日、発行総

額、利率等は記載のとおりで、備考欄に借入先を記載してございます。水道事業会計は21

ページから23ページで、下水道事業会計は24ページから33ページでございます。 

 簡単でございますが、追加資料の説明につきましては以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 追加資料についての説明はお聞き及びのとおりでございます。これより先ほどの説明を

含めて付託議案全般にわたって委員の皆さんからご質疑をお受けしたいと思います。いか

がでしょうか。 

 資料請求された委員の皆さん、準備いただいて説明いただいた資料でよろしかったでし
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ょうか。 

 

○ 村山繁生委員 

 追加資料の一番最後の企業債のことで、私、お願いしたいと思います。これって利率な

んですけれども、これは途中ではもう一切変えられないものなんですかね。借り替えると

いう。 

 

○ 内田経営企画課長 

 その利率につきましては、そのときに借り入れをしました、その利率のほうで償還の期

限まで利率の変更はございません。固定金利方式をとってございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 全てがそうなんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 全てがそうかということですが。 

 

○ 内田経営企画課長 

 全てそうでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 わかりました。 

 これから借りる場合も合計の金額を上回らない程度に借りていくという考えでいいんで

すか。 

 

○ 内田経営企画課長 

 企業債残高を抑制するために残高の範囲内での借り入れという方針でございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 結構です。 
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 それともう一つ、済みません、雨水対策のところで――これは私が聞いたのと違うんで

すけれども――浜田通り貯留管をことしやってもらうんですね。それの阿瀬知川への駐留

管と思うんですけれども、貯留管をしてもらうんですけれども、その阿瀬知川のポンプ場

のほうのはかなり古いんだと聞いたんですけれども、その更新とか、そんなのは予定には

なっていないんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どこのポンプ場。 

 

○ 村山繁生委員 

 阿瀬知ポンプ場。 

 

○ 加藤清助委員長 

 阿瀬知川ポンプ場が古くなっているのではないか、その改修なりの計画についてのご質

問ですが。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 阿瀬知川の下流に朝日町ポンプ場というのがございます。こちらはかなり古くなってお

りまして、それは建物を取り壊しましてポンプの入れ替えを現在やりまして、一応の更新

は終わっております。ただ、抜本的な駆体とか、これは後ほどのほうにまだ残っています

けれども、とりあえず終わっています。 

 それと、阿瀬知川のほか、先ほど言われた阿瀬知ポンプ場、ご指摘のがございます、こ

れは合流ポンプ場でございまして、汚水と雨水、両方流れてきています。これもかなり古

いものですので、今後、更新を、ほかのポンプ場を含めまして計画的に実施していく計画

を立てなきゃいけないという、そういう段階です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 計画はまだということや。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 
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 はい、ございません。 

 

○ 村山繁生委員 

 具体的な計画にはなっていない。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 まだございません。 

 

○ 村山繁生委員 

 いずれそういう計画にしていこうというだけのことですね、今現在は。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 はい、そうです。 

 

○ 村山繁生委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 続けてご質疑のある方。 

 

○ 平野貴之委員 

 当初予算資料の194ページの高度浄水処理施設整備事業についてちょっとお伺いしたい

んですが、こちらマンガン濃度の低減化をということでこちらの事業をされるということ

なんですが、それで、２番の内容の（３）のところに処理施設と書いてあるんですが、聞

いたところによると、こちらのこういう施設、この方式が結構比較的広い土地を使ってい

るタイプのもので、今はもうちょっとコンパクトにできるような処理方法があるというふ

うに聞いたんですが、その辺はいかがなんですか。 

 

○ 堀木施設課長 

 施設課長の堀木でございます。お願いいたします。 
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 マンガンにつきましては、大体今やり方というのがマンガン砂を用いたろ過方式といい

まして、マンガン砂にその水を通しまして、それでマンガンを除去するというタイプのも

のでございます。 

 先ほどおっしゃいましたように、こちらのほうも今精査をいたしまして、その能力見合

いで、どれだけろ過装置をつけるかということでコンパクト化をなるべく進めてはおりま

す。ただ、もっと高いやつですと、高機能マンガンという砂を使いますと、もう少し速く

はなるんですが、それだともう少しコンパクトにはできますが、ただ、非常に金額がかか

ってしまうという、それから、メンテナンス費もかかってまいりますので、そういった観

点から、現在なるべくコンパクト化をした中で、圧縮した中でということで計画をいたし

てございます。 

 以上でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 現状のはそうするとコンパクト型じゃないの、平野委員が言う。 

 

○ 堀木施設課長 

 済みません、現状ではコンパクトという形ではなってございませんので。 

 

○ 平野貴之委員 

 ありがとうございます。 

 ランニングコストもかかるということなんですが、こちらのタイプやと人件費とかそう

いうものはかかるんですか、そのコンパクトなものよりも。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ランニングコストについての比較はいかがでしょう。 

 

○ 堀木施設課長 

 ランニングコストにつきましては、一般的なマンガン砂を用いますので、人件費もそれ

ほどかかってくるというようなものでございませんので、上から水をずーっと落としてい

るような、そういうイメージの機械でございますので、そのようなものでございます。 
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○ 平野貴之委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

○ 加藤清助委員長 

 関連で。 

 

○ 豊田政典委員 

 これはうちの会派から出た意見で質問しているんですけれども、平野委員が言われた方

法、手法については、マンガン砂ろ過設備というやり方自体が時代遅れではないかという

意見が出たんです。もっと全く違うような浄水方法があるんではないかと、そのほうがコ

ンパクトでもあるし、あるいは経費比較はどうなんだろうと、そんな議論なんですけど、

どうですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 技術水準について。 

 

○ 堀木施設課長 

 失礼します。 

 確かにコンパクト化というと、膜を使ったようなやり方でありますとか、それから、樹

脂的なものを使ったやり方でコンパクトというのはあるんですけれども、先ほど申し上げ

ましたように、非常にイニシャルコストのほうについても高くなってしまうということと、

それから、ランニングコスト、膜の入れ替えであったり、ろ材の入れ替えという形になる

んですけど、これも高くなってしまうというところから、昔からある一般的な方法で今の

マンガンの濃度に対応できるという形の中で選択をいたしておりますので、コスト比較と

いう部分につきましても、そのような形で安いほうを選択いたしてございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 今の答えをもう一度確認すると、イニシャルコストは確実に新しい方式のほうが高いと、

今回のほうが安い。ランニングコストについてもこのやり方のほうが安い、それは間違い
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ないですか。 

 

○ 堀木施設課長 

 一般的にはマンガン砂、昔からのやつでございますので、そんなに特殊なものではござ

いませんので、そちらのほうが安くなるというふうに考えてございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 もう一つ、194ページの資料を見てよくわからないんですけど、左の表で四角で朝明１、

２、３号井というのは、右下にあるような0.05mg以下なので、基準内ではないかと思うん

ですけど、これもろ過する必要があるのかないのか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 必要性について。 

 

○ 堀木施設課長 

 おっしゃるとおり朝明１、２、３号井につきましては、水道の水質基準が１リットル当

たりマンガン濃度0.05mgという形になってございまして、１号、２号、３号の平均といた

しまして0.01から0.03mgということで、確かに基準値よりは低いんでございますけれども、

朝明４号井が現在休止をいたしまして、これが0.30mgという約６倍程度の高さの濃度にな

ってございます。水源確保という観点から、この４号井の移動、動かしたいということも

ございまして、そういった意味でいきますと、全体的な数字としては上がってまいります

ので、それでマンガンの除去というような形で考えてございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 今の説明は、朝明４号井を動かすことによって、１、２、３号井の濃度も影響を受けて

上がってくるのでということですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 １から３号井と休止しておる４号井を一緒にろ過するの。 
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○ 堀木施設課長 

 そうです。１、２、３号井、全て今混ぜて送っている形になります。これで４号井を動

かすことにおいて受水費のほうをちょっと下げたいというところもございまして、自己水

源の確保という観点から４号井も一緒に混ぜて送る関係上でございまして、それで、マン

ガン装置をつけるということでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 そんなにこだわらないですけど、素人なのでよくわかりませんが、４号井部分だけ先に

ろ過して混ぜたらあかんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 やり方について。 

 

○ 堀木施設課長 

 済みません。こちらの朝明水系につきましては、全体的に高いという傾向がございます。

ほかの水源エリアに比べると高いという傾向がございまして、４号井だけという形では非

常にコストも高くなってしまうところもございますもんですから、そういった関係上で、

水源上、取り扱い上は混ぜてからという形になってございますので、そこでお送りさせて

いただくという形になってございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 朝明１号井から４号井だけマンガン濃度が高いからこの事業をやっておるの。 

 

○ 堀木施設課長 

 ほかの地区のところに比べますと、この朝明の地区はマンガン濃度が高うございます。

ですので、ちょっと上昇傾向もあるんですけれども、そういったところから今後マンガン

の除去を行っていかないと将来濁水を起こしてしまうというような危険性がございますも

んですから、そうした観点からもこのマンガンの装置をつけたいということで考えてござ

います。 
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○ 加藤清助委員長 

 ほかの水源はついてないということね。 

 

○ 堀木施設課長 

 ほかはつけてございません。 

 

○ 加藤清助委員長 

 今、休止しておる４号井は何で休止しておるの。 

 

○ 堀木施設課長 

 やっぱりマンガン濃度が特に高いというところから止めてございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どれぐらい止まっておった。高くなったで止まっておるの。高いままやと。 

 

○ 堀木施設課長 

 済みません、平成19年から現在休止をいたしてございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ご質疑、続けてどうぞ。 

 

○ 三平一良委員 

 きょう資料もらったやつで、公募型プロポーザル方式による業務委託の四日市市上下水

道局お客様センター業務委託、これ、委託する理由として、専門的な知識、技術や特殊資

機材を必要とし、対応するのは困難であるというのではなくて、委託するほうが経済的で

あるから委託をするというふうになっておるんですが、参加者２者あって、これ、１年に

して三、四千万円、高いほうが受けておるのやけど、経済的であるという理由であるのに、

契約金額が高いところが受けたという、その辺の理由を教えてください。 

 

○ 飯田お客様センター所長 
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 お客様センターの飯田でございます。よろしくお願いします。 

 今回の契約につきましては公募型プロポーザル方式ということで業者を選定させていた

だいております。その中で価格の提案を受けまして、それについても評価の対象にさせて

いただいているというところで、ほかの業務の執行体制であるとか、個別の私どもの提示

している資料内容に対する取り組みの考え方とかといったところが全体的に評価の対象と

いうことでさせていただいておりますので、価格が例えば100点満点に換算しますと15％

ぐらいの配点だったと思いますが、その中で価格の優位というふうなところを指標化しま

して評価の対象に加えさせていただいております。 

 今回実施させていただきましたプロポーザルの中では、確かに今、三平委員がおっしゃ

られましたように、価格については、今回契約対象者にならなかったほうが安かったとい

う部分はございますが、ほかの全般的な業務の執行体制であるとか個別の業務の考え方、

取り組み方、人員の配置等といったところの評価のほうが、そこが今回の契約相手方にな

ったほうが評価的には高い評価を得たということで、総合的に評価の合計をしまして決定

させていただいたという経緯でございます。 

 

○ 三平一良委員 

 いや、それは納得できやんねんけど、選定されたのはどなたかということと、選定の点

数、各項目の、それ一回出してよ。 

 それから、委託した理由が経済的であるからという理由でやっておるわけやろう。その

辺を主において、専門的なものは要らんということで委託をしておるのやから、経済的理

由を上げておる以上はそれに従わんとあかんのと違うの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ちょっと待ってね。今、三平委員から選定について誰が選定したのか、選定委員会があ

ると思うけど、それと、評価点の経過がわかるものを請求されたのですね。それ、ご準備

はすぐできますか。誰か指示して。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 管理部長中尾でございます。 

 先ほど三平委員からご請求のありました評価点、総合点、それと、これは価格について
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もということですね。価格は15％の評価でございますが、２者応募がございまして、その

価格をお出しさせていただきます。 

 先ほど三平委員から２番、いわゆる委託する理由は経済的であるのになぜ高いほうがと

いうふうにおっしゃいましたが、委託する理由のほうの２番としては、これは直営でやる

よりも経済的という意味での２番でございます。それで、２者の応募がございましたが、

いわゆる非価格部分も含めて総合点で上回ったというのが選定の理由でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 三平一良委員 

 その資料を見せてもらってから。どなたが選定するの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 選定については。資料準備を指示していただいて、選定は誰がするのか。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 あわせて、これ、選定審査委員会のほうで選定してございますので、そのメンバーもお

出しさせていただきます。 

 

○ 三平一良委員 

 だから、多少の違いであれば、経済的というところもわかるのやけども、何％もかけ離

れて高いというのは問題があると思うんやね。その辺の決めはないわけですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 審査基準について問われております。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 公募の資料の中で選定の基準というのも公表してございます。その中で各選定委員さん、

厳選に選定、評価した結果、こんな結果になりました。いわゆる実施体制とか実績等も含

めて１者が、いわゆる価格で言う高いほうがすぐれていたということで、これにつきまし

ては価格も提示させていただいた上で説明をさせていただきたいと思います。 
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○ 加藤清助委員長 

 じゃ、後ほど請求された資料が出たら、また三平委員、再開していただいて。 

 

○ 三平一良委員 

 だから、僕、何％も離れておると、その辺の規定をつくっておかなあかんのかなと思う

んですよ。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 済みません。とにかく本当にダンピングというとおかしいですけれども、安ければとに

かくいいというのはだめですので、一応最低価格的なものは定めて、70％を最低限度とい

う形で定めておりまして、その上回る価格の中で競争されて、ただ、価格の部分につきま

しては15％評価、これは指定管理者の評価の配点、これを参考にしたものでございまして、

これで評価した結果、やはり非価格の部分、かなり片方のほうがすぐれていたということ

で、結果的に総合点でこの業者、価格では高いんですけれども、そちらのほうが選定され

たということでございます。 

 

○ 三平一良委員 

 後でまた聞きますけれども、結局もう一者のほうも入札の資格はあるわけや、きちんと。

その辺はあって応募されておるんで、価格の差というものが非常に高い場合はもう一度再

考する必要があるのかなというふうな思いで質問をさせていただいております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、後ほど出たら再開ということで一旦留保させていただいて、質疑は。 

 他の委員の皆さん。 

 

○ 豊田政典委員 

 いろいろ資料を準備いただきましてありがとうございました。まだ完全に精査はできて

おりませんが、今、契約のところ、委託のところで出ているので、そこから行きますけど、

随意契約の表をいただきました。これは一つ目の13ページというやつ、その中でいろいろ
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業務によって理由が違うんですけど、地方公営企業法施行令の２号に該当する中で、水道

事業会計の上のほうから見ていくと、その対象設備や機器の製作者、メーカーであるとか、

設置者であるとか、システムの開発者であるとか、そこしか保守点検はできないんだよみ

たいなパターンが結構多いんですが、そうすると、機器自体の納入時点であるとかシステ

ム開発の時点、その時点で将来的に当然発生するであろう保守点検の金額についても組み

込んだ上での契約というか、入札というか、そういうことをやっているのかどうか、それ

ぞれによって違うのかもしれませんが、全般的にはどうなんでしょう。 

 開発時、設置時は安かったけど、保守料を考えるとそうでもなかったねみたいなことに

なっていないのかどうかというところを確認させてください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 随意契約での出発点での契約は、その後の保守点検等も加味した随契になっているのか

どうかというお尋ねかと思いますが、一番最初の契約時点で。その背景はどう捉えて随契

されているか。 

 

○ 堀木施設課長 

 機器の関係、一番初めの契約に関しましては競争入札という形をとりまして行ってござ

います。それで、その保守点検の費用を含めているかということではございますけれども、

その時点ではそこまで含めてはございません。発生してくる内容によっても変わってまい

りますし、また、特許関係が絡んできておる品物も入ってくる場合もございますので、そ

ういったところで、保守全般についてがいるかという形ではございません。 

 

○ 豊田政典委員 

 全体的に随分随意契約が多いなという思いを持つんですけれども、当然発生するであろ

う保守点検業務委託というのは想定できるわけで、やっぱり出発点、システム開発であっ

たり機器購入、設置、その時点で将来の保守点検の委託金額も加味すべきだという議論、

前々からあると思うんです。ですから、一番最初の時点の入札方法というのをさらに研究

していただく必要があるのかなと思いますが、いかがですか。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 最初の入札契約についての見解を問われておりますが、見解があればお答えください。

どなたが。 

 

○ 堀木施設課長 

 なかなかパターンによって難しいところもあるんですけれども、その点に関しては今後

の研究という形とさせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ということで、続けられますか。 

 

○ 豊田政典委員 

 なければ。 

 

○ 川村幸康委員 

 研究というのはどういうこと、余りわからんのだけど。 

 

○ 堀木施設課長 

 ある程度こういう故障が出てくるという、故障頻度のものであったりとか、そうしたも

のについて、じゃ、これはどれぐらいかかるんだろうかというところについてどういうふ

うに見ていくかということのその辺の研究をさせていただこうかなというふうに考えてお

りますが。 

 

○ 川村幸康委員 

 研究するというよりも、例えば委託が悪いと私は思っていないんやけど、どこかで当然

もらえると思ってなったり、もう研究せんでもそこへ任せておけばええやろうとなるのが

一番あかんわけやろう。だから、相見積とるのか、常に四日市市の上下水道局とやるとき

にでも、そこの委託する会社さんが緊張感があるかないかというのは必要なことやろうで、

それと同時に、やっぱりこれは競争入札させたほうがええなというものの目の配り方かな

と思うんやわ。どっちも甘えるでさ、楽やと、委託だとずぶずぶになる。ずぶずぶって悪
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い関係じゃなくて、もうお互いが信頼し合ってなると、この役所高どまりでええぞみたい

な話もなれば、いやいや、時々時代の相場ってあるで、その相場によっては、これは少し

ぴりっとさせたほうがええんと違うかというところをどの程度きちっと仕組み的にやれる

かというんやわな。 

 極端なことをいうと、私の家業でいうと、10年続いておっても、年２回は相見積がある

な、競争相手が。結果10年とっておるけど、やっぱり相見積で大体五、六社から半年に１

遍、１年は契約してくれるのやけど、半年に１遍とってくれて、それは生活圏もあるで、

その後は必ず、悪いけど川村さんのところはあかんでもう次のところへ行きますわという

話があるで、やっぱりどちらもが努力するよね、そういうのは。 

 だから、そこらの仕組みをきちっともっと、今の特に専門的な知識、技術にあぐらかい

てもろうておっても困るやろうし、委託したほうが経済的というのもわかる理由やけど、

そこをもうちょっと丁寧にやるということがないとあかんかなと思うと、私らこの委員会

で多分審査するのも、結果こういうことで委託しておるというのを信用しておるので、そ

れはそれとするけど、実際にはそのもう一個後ろに日々の業務のときにこんなことしてお

るというのはしておるとは思うけど、それが長過ぎたらあかんで、やっぱり委託契約結ん

で３年なり５年とか、さっきの三平委員の言うておるやつでも、５年ぐらいの債務負担を

組んでやっておっても、その中においても、もう次はないかもわからんよというのを、下

手すると条項の中に、入札やとスライド制ってあるやんか、相場やら、この間のごみの焼

却場でも値段が変わりましたやんか。それと同じようなことも。民間ならそれは即座にや

るんやわな。そこらが役所やでというのはスピード感が余りにもないとあかんで、やっぱ

り相見積をとるということは絶対やろうし、とってもいつも緊張感が保てるようなことに

しておくことをせんと、税金でやっておるやつやで、そこら逆に律しやなあかんというと

ころやろうな。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 質疑はよろしいですか。 

 

○ 川村幸康委員 

 何か、設定、本当はやっていますというならそんでええんやし。 
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○ 加藤清助委員長 

 川村委員がおっしゃられたのは、随意契約がたくさんあって、水道事業だけでも４億円

近くあるんやけど、そういうのは日ごろ違う業者さんもおるわけで、そういうところから

当然セールスだとか、うちこんだけでやりますよとかというのはあるわね、そりゃ。そう

いうのでずっと随意契約になっておるやつに見直しをかけたりするということが局の中で

あるのかどうかということだと思いますが。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 総務課長の芝田でございます。 

 こちらのほう、資料として本日、１者単独随意契約の資料を出させていただきました。 

 私ども、当然１者単独随契のあり方につきましては議会のほうからもご指摘を頂戴して

おりますし、監査の中でもご指摘のほうをいただいておるという状況もございます。 

 そういった中で、私ども各所属が予算要求をする前に、必ず１者単独随契のあり方につ

いては基本的に見直しをかけております。そういった中で現状は、例えば１者単独随契に

なっているけれども、これが本当に１者しかできないのか、例えば随意契約だと見積もり

合わせという方法をとれないかという形で毎年度見直しをかけておりまして、そういった

見直しをする中で、例えば新年度平成28年度につきましては１者単独随契から随契の見積

もり合わせをするという見直しを行ったというふうな契約もございます。現状としては私

ども、年度ごとに見直しをかけて随意契約の議論をしているという状況でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ということですが。 

 

○ 川村幸康委員 

 ここに書いてある地方公営企業法のこういう根拠法令があって、これに基づいてやって

いますということで、こういうことなんやろうけど、今、芝田さんが言うたようなことを

もう少し私らにも日々の中でどうやっておるかというのをもっときちっと見えるといいん

やろうなと思っておるのと、情報はやっぱり出したほうがええやろうな。芝田さんの次の

担当者になると、悪いやつが来て、全然仕事をせんと、見直しもせんとずるずるとなると
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いうおそれもあると、前の担当者がしておるとやっぱりずっとするで、そういうのはこう

いう委員会の場所で報告をするということをしたほうのが私はいいのかなと思うので、特

に１社単独随意契約というのはなかなかどっちも甘えるやろうで。どっちも甘えるのや、

これ。うちでもそうやわ。このソフトハラミのこれはここしかないでというと、そこでし

かとらなあかんやろう。そうすると、高いと言われてもそれしかないんやで、とらなしゃ

あないやん。高いなと思うけど、言えやんのやな。どこかでやっぱりそれは、余り高いと、

これじゃなくて変えるはというぐらいのことはせんとあれやけど、そういうやり方という

のは常にそれをやらんとあかんで、そこらを仕組み的にうまくつくっていくということを

してほしいなという思いと、話ちょっと変わってしまうとあれだけど、この間からいい悪

い、これ、インターネットで放送しておるのやな。まあ、ええか。 

 藤田議員の一般質問があったやん、市立四日市病院の件やけど、あれって俺わからんだ

んやけれども、公営企業となると、ちょっとこっちの本庁とはまた違う、市立四日市病院

とのやりとりを見ておって、倭さんも聞いておったと思うんやけど、公営企業というのは

意外に、ああやってなると、とどのつまり、あんなことになってくると、市長も知らんし、

誰も知らんと、医局だけでああやってやっていってしまっても、議会報告が要らんだかど

うかは別にして、あれは、示談になっておるしなと思うと、非常に一方では税金や議会の

委員会でもそういうことのコントロールのきかんところの部分でやりながらでもええし、

一方では何かあると議会にも承認をもろうていますしというところの両方とがあるんやな

と思うたもんで、公営企業というのがなかなか、昔の第三セクターみたいな感じで半官半

民でええところと悪いところがあるんやろうけど、どういう物の見方したらええんやろう。

だから、こういう契約内容でも、何かあると議会に報告しますというフレーズのところと、

その辺の言いたいことわかると思うで、この間の議会を聞いておって、公営企業に対する。

ちょっと教えてほしいなと思って。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 済みません。豊田委員さん、それから、川村委員さんからご指摘いただいた点で、総括

に私のほうからと思いまして、１点、たしかに一番以前から問題になって、まず、委託の

関係ですけれども、当然導入コストと、その後の運営管理コストというふうなところで、

後がふえればトータルでという話は以前からある問題ですので、当然担当課長のほうも研

究ということで答弁をさせていただいたところでございます。 
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 確かに業務内容でちゃんとその後の運営管理の経費、がちがちにというか、きちっと確

定するようなところがあれば、一つそこでトータルで幾らというふうなところで、先ほど

除マンガンの関係もございましたけれども、あれについても当然導入の工事費、それから

後の管理運営費を見る中で、トータルで年間幾らというふうなところで比較して、一番安

いというふうなところで、効果も含めて検証する中であの手法を局としては選択をさせて

いただいたところですけれども、どこまでできるかわかりませんけれども、一つ維持管理

コストを見る中で、一つ相手さんの選定というふうなところは本当に研究させていただい

て、ただ、業務によりまして、どこまでできるかわかりませんけれども、できるものはや

っていきたいなというふうなところで思ってございますので、まず、ご理解いただきたい

というのが１点です。 

 それから、企業会計、独特の法的なところ、現実ございます。きょう報告をさせていた

だくところ、これも今回報告という形をとらせていただきました。これ、一般会計では当

然地方自治法の議決事件というふうなところで議会の承認をいただいてということですけ

れども、企業会計、どうしても迅速な対応とか、ある意味商売やってございますもので、

その都度、その都度即座に対応していくというふうなところで、例えばきょうの賠償問題

については地方公営企業法で地方自治法の適用除外というふうなところも現実ございます。 

 そういったところで、本来ですと、この件についても一般会計ですと議決をいただく内

容になってございますけれども、そこまでの規定がないというふうなところでございます

けど、こういったものは局としては報告をさせていただいて、内容をご確認いただいた上

で、このケースですと賠償で裁判、提訴をさせていただきたいというふうなところがござ

います。 

 基本的な規定といいますか根拠法令が違うというところで、当然取り扱いなり手続が違

ってまいりますけれども、こういう、どちらかというとあのときも負の報告はというふう

なことでございましたけれども、ここら辺を意識しながら報告をさせていただいて、ある

意味ご理解いただきながら進めさせていただきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 川村委員、よろしいか。 

 この単独随意契約の年度一覧表を出してもらっていて、大体随契って毎年毎年やるやつ
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でしょう。例えば水道事業で47件表で出て、予算額と根拠法と理由が書いてあるんやけど、

そうしたら、平成28年度の予算の47件、３億4900万円は去年やその前と比べて随契やけど

金額が上がった、下がったとか、増減的にはどうなのかなとふと思ったんやけど、そうい

うのは示されやんもんで、ただ随契で金額が幾らって、そこら辺の随契でも金額は年度に

よって変更、単独随契でもあるわけでしょう。例えば概要的に新規があれば別やけど、47

件３億5000万円ぐらいは、前年度や前々年度等の随契トータル額と比べてほぼ横ばいなん

か、やや労務単価でふえておるのか、減っておるのかというあたりはどう分析されている

んですか。トータルでは見ていないの、１件ずつの随契はするけど。企業経営やろう。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 済みません、その辺の分析の資料はございませんので、今ちょっと手持ちに……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 １件ごとはあるのはあるの。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 １件ごとはありまして、当然監査の資料等でもございまして。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうだよね。ということだそうです。 

 

○ 川村幸康委員 

 委員長が言ったで、最後のところは言わんとこうと思った。 

 結局民間企業やと操作分析手法とかとよく言うけど、１個のトータルで２億円なり３億

円の売り上げがあったりしても、その相手の支払いでまたそれを細かく見て、細かく見て、

仕入れなら仕入れのところでも、部門別に見たりなんかして細かい分析していくんやわな。

そうすると、これ無駄やったらどうかというのは見えやすいもんで、そこらだけはやっぱ

り常にそういう習慣にしておかんと、多分なかなか、企業会計やで特に言うんやと、市場

原理を入れたほうがええんやろうなと思って、競争原理で。高いところのやつはとらんし、

安いところのやつはとるし、安過ぎてもおかしかったらまたそこも滅んでいくし、市場か
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ら追い出されるで、ある意味市場原理をもう少しきちっと入れていかんと、金出す側が市

場原理がなかったら、相手側は見るでね、コスト意識ないんやなと思って。そうしたら、

どんどんとその業界も悪くするでさ。だから、もうちょっと市場原理を入れてお金を使う

ということを企業会計なら本庁よりももう一つ考えてやらんと、なかなか今度の広域の経

営のことの答弁も書いてあるけど、難しいのかなという気がしたでな。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 今ご指摘いただいた点、ごもっともだと思います。こちらもそういう意識でおりますけ

れども、予算のときは１件１件査定しながらというところがございますけれども、当然そ

の仕様の見直しとか、そういうところも必要になってまいりますので、改めて今後につい

ても今の意見を参考にさせていただいて、１件１件十分精査をさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 極端に金だけという場合じゃないというのもこの理由づけになっておるのもようわかる

でさ、それは。それはそれで説明するということがあると、どちらもいい状態でおれるで、

そこはやっぱり考えてやってもらったらいいかなと思って、もう一個ついでに聞いてもい

い。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どうしよう。 

 

○ 川村幸康委員 

 休憩。 

 

○ 加藤清助委員長 

 休憩に入りましょうか。 

 

○ 川村幸康委員 
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 はい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 別件ですか。 

 

○ 川村幸康委員 

 さっきのマンガンのところ、さっき言っていたやつ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どうしよう、三平委員の資料が来たもんで、再開のとき、三平委員のやつ、させていた

だいて、その後、川村委員のマンガンのところということで、じゃ、11時10分まで休憩と

させていただきます。 

 

                                １１：０３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：１２再開  

 

○ 加藤清助委員長 

 それじゃ、おそろいですので再開をさせていただきます。 

 資料が配られましたので、三平委員の質疑を再開させていただきます。 

 どうぞ。 

 

○ 三平一良委員 

 資料をいただきました。 

 

○ 加藤清助委員長 

 資料の説明、させますか。 

 

○ 三平一良委員 

 ちょっとしてもらおうか。 
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○ 飯田お客様センター所長 

 それでは、お手元に配付させていただきました資料のほうを説明させていただきます。 

 資料は全部で５点あるかと思います。まず最初に、四日市市上下水道局お客様サービス

等営業業務委託事業者選定審査委員会審査結果というＡ４縦版の資料をご用意させていた

だいております。この中には先ほど三平委員からご請求いただきました審査委員がどんな

メンバーであったのかということで、項目の３番というところで、委員長以下合計６名、

いずれも局内の職員でございますが、この６名で審査をさせていただいたということを載

せさせていただいております。 

 それから、Ａ４の横版になりますが、四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委

託公募型プロポーザル方式参加者審査得点総括表というＡ４の横版の資料がお手元にいっ

ているかと思います。こちらがプロポーザルに参加しました２者の各審査による得点につ

きまして、各評価項目について何点あったのかという明細を記載させていただいたもので

ございます。 

 審査員が６名おりますもので、１人の持ち分が100点ということで、各評価項目ごとに

配点を例えば10点とか５点とかあるわけなんですが、表の中ではそれに６名の審査員がそ

れぞれ何点つけたかという合計点数で記載をさせていただいておりまして、一番最初にそ

れを人数で割りました平均点ということで少し網かけがかかっておるかと思いますが、得

点が記載されております。 

 それから、また済みません、縦横が変わりまして申しわけございません。提案価格に対

する審査結果という表がお手元にいっておるかと思います。価格についてのお尋ねを頂戴

しております。価格については募集要項のほうで５年間の委託金額についての上限価格と

いうのを公表しております。これ、消費税抜きで恐縮ですが、11億2777万円ということで

ございますが、応募条件の中では、まず安かろう、悪かろうではまずいということで、こ

の価格の70％を下回ったら、価格については失格という扱いにさせていただいておりまし

た。応募してきました事業者につきましてはそれぞれ記載の金額ということで、いずれも

この70％の下限を下回っていないということをまず確認した上で、評価の点をつけていっ

たというところでございます。 

 この評価のつけ方につきましては――済みません、資料が飛んで恐縮ですが――価格の

点も含めまして、また別の資料になりますが、縦版の資料で四日市市上下水道局お客様サ
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ービス等営業業務委託公募型プロポーザル方式による事業者選定基準という資料がお手元

に行っておろうかと思います。それぞれ選定基準――これもあらかじめ公表したものでご

ざいますが――①番の会社内容に関する事項から最後の経済性、提案価格に至るまで15項

目について配点をしまして、それぞれについて提案書及びプレゼン内容といったことで評

価をしたというところでございます。 

 話を少し戻しますが、提案価格の評価につきましては、先ほど申しました上限価格の

70％以内の提案価格の中で最も低い提案価格というのを、これを満点配置ということで、

それと、各事業提案者との提案価格の割合を出しておきまして、それに得点を掛けたとい

うことで、今回２者参加でございましたので、安い方がここの配点15点に対して得点が15

点と、高かったほうがそれよりも低い得点というような形になっております。 

 お配りさせていただきました資料について、概略ですが、以上のような内容でございま

す。 

 

○ 三平一良委員 

 資料をいただきまして、これを見ていると審査員も内部の方ばかりということで、疑う

わけやないですけど、職制の中でやっておったら、恐らく上司の意見が採用されるのかな

というところで、ここでやっている指定管理者は外部評価をしておるわけですね。そんな

ものをしてもらったほうのがええのかなというふうに思います。 

 それと、金額も２億3000万円ばかり違うわけで、これ、額を聞くと僕も愕然とするのや

けれども、こういうふうに評価されたということでは認めざるを得ないのかなというふう

に思いますけれども、今後この価格の差があった場合は何かするというふうなことを考え

ていただきたいなというふうに思いますけど、いかがですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 価格差についての対応について、三平委員から検討するようなことはできないのかとい

うようなお尋ねかと思いますが。価格差。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 管理部長中尾でございます。 

 この審査委員会、ちょっと今言いにくいですけど、私が委員長を務めさせていただきま
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した。私以下６名で審査を、厳正な審査を行ったわけでございます。いわゆるプロポーザ

ル方式で、委員としては、通常プロポーザルは内部のそういう幹部職員等によって審査さ

れることが多うございまして、今回もそれに従って行いました。 

 価格につきましては15％の評価、お客様サービスという重要な点でございますので、金

額だけでなくて、それ以外の実行性とか、それから実績とか、それから対応とか危機管理、

そういうのも含めまして総合的に評価したのがこれでございます。ですから、たまたまと

いいますか、価格がこれだけ、言うたら片方が平均で15点、満点になります、安いほうが。

片や11.8点、ここで3.2点の差でございます。それで非価格の部分で、いわゆる提案の部

分で差がついたものでございまして、結果としてこのような結果となっていることでご理

解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 三平一良委員 

 それで、審査委員というのはこれからも内部でやっていくというふうなお考えですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 審査委員会について。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 現在、プロポーザルにつきましては、市のほうでプロポーザル方式の実施に関するガイ

ドラインというのをまとめておりまして、基本的に各部局がガイドラインに沿って運用を

しているという状況にございます。その中で、ガイドラインにつきまして、審査委員会に

つきましては審査委員会の委員長が所管課の部の部長とすると、委員につきましては、委

員長を含み５人以上で構成し、所管部長、所管課長を含む関係職員に加え、その他複数の

管理職または管理職が指名した職員をもって組織すると、そういうふうな規定がございま

して、今回私ども上下水道局といたしましては、このガイドラインに従って審査委員会の

委員につきましては内部の職員で基本的に行ったという形でございます。 

 今後につきましては、このあたり市としての統一的な考え方もございますので、そのあ

たりは十分市のほうとも協議していく必要があろうかというふうに思います。 
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○ 三平一良委員 

 指定管理者選定の際は外部の方が審査をしているということもありますので、その辺を

考えていただきたいと思っています。市民感情として２億3000万円も離れておるとどうし

てだろうというふうな疑問が湧きますので、その辺も今後対応を考えていただきたいと思

っていますので、これで終わります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 意見で。 

 

○ 三平一良委員 

 はい。 

 

○ 川村幸康委員 

 今の三平委員のやつ、１から15で、特に業務委託に関する事項と経済性という、経済性

のところの影響力が少なかったということなんやろうけど、これもあらかじめ決めてある

基準に合わせてこうやってなったらこういう結果になったというんやけど、逆に言うと、

最低も70％で下は切ってあって、逆の方程式でいくと、こっちが勝てるということになる

んかなと見ておって思った、基本的に。１から14やけど、そんなに差のつくものかは、考

え方やろうし、特に会社概要及び財務状況と、それこそ実績、この辺が来ると安心はある

で、なるなあという気はするんやけど、さっきも言ったように競争を起こそうと思うと、

この辺のところをどう見るかによって随分と変わるやろうで、少し競争が入れる余地を残

しておかんと、この配点とこの公式やと競争の余地はなかなかないのかなと思うんやわ。 

 それこそ1000万円の資本と20億円の資本の会社があったら、勝負ありになってしまうと、

初めは1000万円やったけど、ずっとやっておって20億円になったというところと、出発点

が違うわけやで、実績もとって大きくなっていくというところがあると、どうやってやっ

て新しい芽のところも入れてやるかということを少しは考えやんと。行政的にはようわか

るんやわ。安全、安心でミスが少ないということになれば、当然過去の実績と財務状況が

ええところが有利と見るわな。有利と見るのが正しいかどうかというのを見やんと、次の

芽を生かさんで、今度ここしか育てやんだら、逆に上下水道局が食われることになるわけ

やで、だから、やっぱり常にそこは頭に入れやんと、お金の損得もあるのやけど、どうい
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う選び方が正しいかと考えやんと、どうしてもミスるで、これは。 

 余り大きいところにすると、今度大きいところがこけていくわ。俺らの業界でいうと、

なかなか大手が今こけ出したのと一緒で、中小から下が勝ち出したのと一緒で、その繰り

返しやでさ。だから、下を少しは育てるという目を入れていかんと、極端なことをいうと、

仕事を二つに割ったるとか、ブロックに分けて。ただ、一つのほうが統合できやすいんや

ろうけれども、一遍実績をつくらせてみるとか、そういう考え方もあってもええんと違う

かなとは思うけど、俺は。 

 だから、もう少し、今三平委員が開きがあったら見直せという話もあるけど、これ、も

との育てるという考え方のところを少し出していかんと、最初のうちに。この業務のこれ

を選ぶということだけでいくと、多分こういうことに何度やってもなると思うんやわな。

大きいところは大きいところの論理があるやろうし、財務状況がええところはそこの強み

を今までの過去の実績で生かしてくるやろうし、それに対して、ないけれども意欲があっ

て、いい芽が育つんやなと思うと、それをどうやってやって大きく育ててやるかというこ

とをしておいたほうのがいいのかなと私は思うことが時々市役所の仕事の中では多いで、

そういう考え方を持ったほうがいいのと違うかなと思って。特に企業会計というんやった

ら、そういうことをしておいたほうのが上下水道局のためにもなるなという気はするけど

ね。受けてもらう委託先があるということもありがたいと思うと、なかったら困るわけや

で、上下水道局の職員とやらないかんわけやで、人を雇って。委託先があるというのはあ

りがたいことなんやけど、委託先を上手に育てておくということもしておかんとあかんと

思う。もう答弁はいいです。 

 

○ 加藤清助委員長 

 これ、２億円ほど高いほうの事業者を選定したわけですよね。この３ページ、４ページ

にそれぞれの業務の考え方について配点で細かく書いてあって、これがこの点数の差にあ

らわれているんですけど、もちろんプロポーザルなもんでここにもずっとあるように、各

項目に当該業務に関して効率的、効果的な執行につながる提案があるかどうかという項目

があるんやけど、この６人ぐらいの選定で審査に当たられた皆さん方が、価格は高いけれ

ども、そういう提案があるというふうな点数評価をされているわけやで、従来にないよう

なこういう新しい業務提案があったというような事例があれば、二、三紹介してもらうと

よりわかりやすいんやわね。点数だけ見ておっても余り何がよくなるとかいいんやという
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のが見えてこんもんで、今までこういう部分の業務がこう提案されて執行していけるよう

になるとか改善されるというような、その分価格が上回っておるんやという関係でも見る

ことはできると思うんですけど、全然変わらんのやったら、何で高いほうのやとなってし

まいますもんね。そこやと思うんですけどね。当然専門の局のほうで審査されたんやで、

こういう業務改善につながる提案があったとかという事例を二、三紹介してもらうと納得

できるということになるんじゃないかと、裏返していうとそういうことじゃないかと思い

ますが。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 今回契約相手方になりました応募者の提案の中で、幾つか委員長がおっしゃられるよう

に業務改善であるとか、今までの業務を見直してこうだというような提案がございました。 

 その中でちょっと幾つかご紹介だけさせていただきますと、例えば水道を使っていた方

がそこをお使いにならなくなると、局のほうで止めに行くわけなんですけれども、そこに

目印の札をつけてくるというようなことがございます。それがやっぱり材質とか水道によ

っては何年も止まったままというような場合もありますので、目印のいわゆるエフと言う

ておるやつですが、荷札みたいなやつなんですけれども、それが長い間にはぼろぼろにな

ってくるもんで、もうちょっと材質のいいものに変えたらどうかとか、内容についてはこ

ういう記載に変えたらどうかとかといったような提案、それから、これはちょっと余りあ

れなんですが、どうしても水道料金を納めていただかない方については、これはやむを得

ず停水ということもさせていただきます。近年未収金対策というようなことでも議会のほ

うからもいろいろご意見を頂戴して取り組んでいるところなんですが、どうしても私ども

も業務自体が四日市、件数、地域も広うございますので、北と南に分けて交互に検針をす

るという２カ月サイクルということで業務のスケジューリングをいろいろ組み立てをして

おります。そうすると、例えばお支払いがちょっと滞りがちになってからそういった対応

に至るまでに時間を要するものですから、額がかさんでくると、そんなようなところで、

例えばそこの中間手続なんかの見直しをかけてサイクルを整備したらどうですかとか、あ

るいは検針の現場に、窓口事務もやっている方なんかも同行、あるいは管理職も行って、

業務の理解を重ねながら業務もしてくるといったような提案が、ちょっと思いつく限りで

恐縮ですけれども、あったように思います。 

 これは両者について言えることなんですが、ご提案をいただいた内容がそのまま全て今
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採用できるかというと、それはそうではございません。ちょっと難しいなという部分もあ

りますけれども、全般的に先ほど管理部長も申し上げましたとおり、受託相手に決定した

ほうが、そういった業務の確実性とか内容についての考え方というのがしっかりしている

のかなと。それと、どっちかというとちょっと地に足の着いた提案が多かったのかなとい

うふうな印象は持っております。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ということだそうです。 

 この件でね。 

 

○ 豊田政典委員 

 公募型プロポーザルの方式をとって参加者が２者だったというのは随分少ないように思

うんですけど、文字面だけ見てそんなに専門性を必要としない業務も中にはあるのかなと

思うんですけれども、全国的に受託できるような団体、会社というのはそんなに少ないで

すか。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 全国的に水道事業の受託といった領域の業界のお話になってしまうんですが、全国規模

で北海道から九州まで幅広く仕事を受託してやってみえる業者さんというのは、私が知っ

ている限りでは今回契約相手方になったところと、あと、近隣ですとたしか津市だったと

思うんですけれども、津市の事業を受託している業者さんとか、あるいは愛知県のほうで

もあったと思います。愛知県のほうの水道を受託している事業をやっているところだった

と思いますが、二、三社ぐらいは名前が頭の中にはあります。 

 あとは地域とかエリアというんですか、例えば関西地方で主に商売をやっているとか、

九州のほうでやっているとか関東のほうでやっている、地域地域で事業展開をしてみえる

業者さんというのが結構インターネットなんかで今回業務をするに当たりまして調べた中

では多かったのかなという印象でございます。 

 

○ 豊田政典委員 
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 プロポーザルに参加する時点で何らかの条件を設定していて、それで、そういう条件を

クリアできた団体、業者しか参加できない、そんなふうな仕組みになっているんですかね。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 今回私どもの案件につきましては、参加資格といったようなものを設定しまして、それ

をあらかじめ公表させていただくという形をとっています。細かいところはちょっと省略

させていただきますが、私どもの得意なところでいきますと、全国どこでも構わないんで

すが、既にそういう水道事業の受託実績が過去５年間ぐらいの間にあるところというとこ

ろです。 

 ただ、それからもう一つは、業務の責任者、受託事業者の業務責任者というのを経験年

数にも条件をつけまして、きちっと配置ができることというようなところが公募上の条件

になっております。 

 それから、これは以前ちょっと豊田委員のほうからご質問いただいた点とも関連します

が、私どもの委託業務の中では給水審査業務の補助といった部分の業務の領域もあります。

ここのところでは水道法に定める工事主任技術者の資格を持った者が指導しながらやりな

さいといったところも仕様の中では決めておりますので、そういった水道技術者を確保で

きる業者さんといったようなところが条件的には必要になってくるかと思います。 

 

○ 豊田政典委員 

 いろいろ答えていただきましたが、先ほども議論あったように、なるべく競争性を確保

するためにいろんなＪＶのような形のグループを新規に立ち上げたグループも参加できる

ような間口を広げる必要もあると思うんです。２者ではなかなか競争性とは言いがたいの

で、例えば言われた中で受託実績５年というような縛りが果たして必要なのかどうか、そ

ういうことも検討する必要があると思うし、一度検討していただきたいということを申し

上げつつ、決算のときに第一環境について幾つか質問したときに、最初の契約時はなかな

か不慣れで、私が聞いてきたような問題点もあったんじゃないかみたいな話でしたけど、

参考のために現在の契約時は何者が参加したのかというのを教えてください。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 済みません、お尋ねをちょっと確認させていただきたいのですが、今までの契約をやっ
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たときの参加業者ということでよろしいですね。 

 今の契約が平成24年度に契約の事務をやりましたが、そのときの応募者も２者でござい

ました。 

 

○ 豊田政典委員 

 今言ったことを一度検討いただくのと、あと、点数をざっと見ていくと、総合点81.7で

すけれども、項目によっては⑩とか⑬とか７割ぐらいのところがありますよね。こういっ

たところはそれでいいのか。提案あったとおりでよしとするのではなくて、契約するので

あれば、足りない30％のところをもう少し改善を話し合うとか、そういうことは可能なん

ですか。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 これ、実はお手元の資料にもありますように、昨年の11月にプレゼンテーションをやっ

て契約相手方を第一優先交渉者と決めているわけなんですが、その後、第一優先交渉者と

中身を詰めまして、昨年暮れに契約をさせていただいております。その過程においては、

当然豊田委員がご指摘いただいたように提案内容、プレゼンでのものも含めてとか提案書

の内容につきまして、本当にそれが必要なのか、もっといいやり方がないのかというよう

なところの協議というのもさせていただきまして、それを踏まえた上で契約をさせていた

だいているというところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それじゃ、川村委員のお尋ねのマンガン関連の。 

 

○ 川村幸康委員 

 今も聞いておろうと思うたんやけど、競争、前も２者やったやろう。やっぱり育たんの

やで、局側が弱い立場なん。弱い立場というのは悪いけど、なかなかこんなやってくれる

のはおいしい事業やないと思っておるのか、どっちなん。前も２者やったんかな、もうち
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ょっとあったんかなと思ったで。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 前回の参加業者さんとは違います。今回、先ほど豊田委員の初めにもございましたが、

大分条件をちょっとハードルを下げた形で、いわゆる５万人以上というか市の実績、それ

と、技術者の配置は当然必要ですので、あと、ＪＶでの参加も認めました。この四日市市

水道サービスグループというのはＪＶでの参加でございます。前回平成24年度にやった業

者とはまた違う業者さんが参加していただいて、先ほど川村委員さんからもお話がありま

したけど、参加いただくのは本当にありがたいと、公募に応じていただいてありがたいと、

そんなつもりで審査した結果、こんな結果になったということでございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 次の芽を枯らさんように、そういうのをもう一遍育てるような工夫を少ししていってほ

しいなというふうに思いました。ライオンばっかりになると、シマウマがこけるとまた困

るし、ライオンが強くなり過ぎても困るでさ、上手にやらんとそれはあかんのかなと思う

で。特に市場原理というか、入札するときの土壌がどうしてもないんやと、そこにしかな

いでな。どうしてもえらいで、逆にそこのところを健全化するということも少し考えて普

段からやったほうがいいのかなという感じがしました。 

 マンガンのところに行くんやけど、マンガンって私、何年か前やったかな、すごいお金

の装置を入れへんだ、前。それとはまた違うの。三、四年前にも何かしらあったし、前も

あったよね。それとはまた違うの、これ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 経過について。 

 

○ 堀木施設課長 

 前はＵＶ、紫外線滅菌装置のお話であったかと思います。これはクリプトという細菌の

対策のために取りつけさせていただいた施設でございます。 

 以上です。 
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○ 川村幸康委員 

 そうすると、その前にも何かいろんな市内の各所に水道の何かを検査するやつも入れた

やろう。それから、あと、朝明川の水源はもう20年ぐらい前からマンガンか鉄分が多くて、

三滝川水系でよくないとか、よくないというのはあれやけど、マンガンが課題やというこ

とをずっと言うておるわけやんか。 

 局の選択として、朝明川の活用はそりゃ考えてこうなるんやろうけど、コスト高に。逆

に言うたら、ほかで安上がりな自己水源の獲得の場所というのはないわけなん、ほかで。

だから、ここの自己水源のほかに、だから、朝明谷というのはなかなか鉄分が多いわけや

ろ、マンガンって。だから、その分だけ飲み水に適しておらんのと言ったら、適していま

せんと何十年か前に聞いたとき言うておったわな。そやけど、そこを使わざるを得んのか、

ある程度そういったことの投資が必要でないところの自己水源というのはないんかなと思

って。 

 こんなんずっと宿命的にしていかないかん投資なのか、朝明川水系を。とらなあかんと

思ってとっておるのか、とらんでもええんか。何年かに一遍大きな投資やでさ、これ。ど

うなのかなと思って。クリチ何とかって舌のかみそうな機械も高かったやんか。小さいの

にさ、見に行ったよ、あれ、管内視察でな。あれでもちょっとのやつがえらい高いなと俺

は思ったけど、しゃあないなと思って、わからんでさ、俺らも。そやで、あそこどうして

も使わないかんものなのかどうか、局の考え方として。 

 

○ 加藤清助委員長 

 水源として。 

 

○ 矢田技術部長 

 技術部の矢田でございます。 

 まず、朝明川水系のものについては朝明水源地に集約をしまして、朝明配水池のほうへ

送ると。市内北部のほうへ給水をしておるということでございます。その朝明配水池のほ

うには、先ほど来ございます井戸の水源プラス木曽川用水系のものを入れておるというこ

とでございます。 

 今回のこういう事業といいますのは、結局仮に朝明川、これ、同じ朝明川でも小牧系の

ほうについては非常に良好でございます。ただ、朝明水系になりますと非常に――今ここ
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にも資料にも出ておりますが――マンガン濃度が高くなっていると。特に朝明４号井につ

いては平成19年ぐらいから急にどんと上がったというような経緯もございます。 

 じゃ、ほかに代替水源はないのかということになりますと、なかなか井戸というのは簡

単に水利権とかそんなこともございますし、どこを掘ってもいいのかというわけにもまい

りませんし、また、朝明の水源地へ送るということになれば、その流域等々でやっていく

と、確保する以外に方法はないと。遠いところから管を引っ張って送るということはなか

なか経費的にも難しいということがございます。 

 ですので、まずは自己水源の確保というのが水道料金に――自己水が大体63％ぐらいで

すか――自己水で賄っておるというところが変わってしまいますと非常に料金的にも厳し

くなるというようなことがございます。ですので、そういった観点から自己水については

何としても確保していかなければならないということから、今回そのような形、今後朝明

１号井から３号井についても、朝明４号井のような形でいつ何どきマンガン濃度がぽんと

上がるというような危険性もないとは言えません。特に朝明水源系につきましては、ほか

の水源系と全く質が異なっておりまして、ほかのところはほとんど検出最低ぐらいのとこ

ろのような数字で経緯をずっとしております。ただ、朝明水源地系の井戸に関しては、こ

のような形で数字が出ておるというようなこともございますので、今回あわせてこういう

形で整備をしていきたいというように考えておるところでございます。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 説明自体はようわかるんですけど、そうすると、やっぱり休んでおったんを使ってこう

やってやろうとするわけでさ、これ、休んでおったやろ、この井戸は。だから、休んでお

ったところというのは休んでおった理由があって、それを動かすのに伴ってこれが要ると

いうことなんやろうけど、そこらが余り、だから、そうしたら例えば責任水量の木曽川の

水系を少しふやして、自己水を使っても余っておるわけやでさ。そやで、そこらの局の考

え方やわな。 

 だから、言うておる言葉はわかるんやに。自己水をふやしたらって。そやけど、責任水

量である程度水道代って影響されておる中で、木曽川の水とこの朝明川の休んでおった井

戸を掘ってまでやっていくというところやと、そこは誰が判断してこういうこと、それと、

私らに説明したのはこの見える表面のところだけやけど、私がもし社長をしておったら、
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そんなふうにするんやとハードル高いで、もっと違う方向を出すなと思うもんで、だから、

休んでおってこの投資をして、長良川水系の木曽川のあの水系の水を活用してやったほう

のがどっちなんやということは考えやんと、一般論でいう今言われたような自己水の獲得

というのはようわかるんやけど、ここを獲得する必要があるのかなと思って、そこは私ら

にもっと、極端なことを言えば、これ要らんと俺は思っておるぐらいやで、木曽川水系の

水と――あれ、勘定した、俺もおぼろげながらやけど頭に入っておるでさ――受水費用の

金とあれとで。無駄な投資に、高どまりする投資にならへんかなと思うんやけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、休止した理由とそれを再開する将来的な局の考え方。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 経営企画課企画計画係長の松久です。 

 朝明は木曽川水系からもらっています。木曽川は責任水量がない水系でして、自己水が

ふえれば、その分だけ木曽川からの水――県水ですね――を減らすことができます。マン

ガン装置を入れたとしても、自己水をふやしたほうが有利という判断のもと、こういった

施設を設けるということにしております。 

 

○ 川村幸康委員 

 ごめんね。木曽川水系というけど、長良川水系のやつを木曽川水系で巻きかえてもろう

ておると前聞いておったもんで、今言うのは、それはそれでわかるんやけど、実際に水に

名前が書いてない中で、長良川水系というてもろうておる水は木曽川の水をもらっておる

わけやろう、今は。違うの。そうすると、長良川水系は責任水量制と違うの。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 先ほどおっしゃったとおり、長良川と木曽川は、長良川は実際通っていませんので、同

じ水を木曽川からもらっています。ただ、長良川は北谷配水池、それから、楠のほう、こ

ちらのほうに配水することになっておりまして、朝明のほうには名目上、契約上、入って

いません。ですので、ここでは責任水量という、朝明に関しては受水ポイント、そこでは

木曽川からしかもらっていないということになっています。 
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○ 川村幸康委員 

 いやいや、それは契約上だけで、ここで山村に送っておるのか、木曽川の水。どこへ送

っておるのや。木曽川はさっきどこやった。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 山村も入っていますし、朝明のほうも入っていますね。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうすると、楠に送るという名目はわかるんやけど、実際に長良川水系と言いながら木

曽川からとっておって、そこに何も水に色違いはなくて契約と言うんやけど、わかってお

るのやに、俺、理屈とそれとは。そうすると、それは別に俺が言うておることをやろうと

局が判断して思うたらやれるんと違うの。理屈は責任水量じゃない、木曽川のほうからと

らなあかんでという話やけど、責任水量の長良川も余っておるわけや。そうやろう。何度

かの見直しのときに見直せというて、買い過ぎておったやつ、少なくしたけどさ、それで

もまだ買い過ぎておるわけや。そうやろう。 

 そうすると、自己水をふやしても、木曽川も長良川も理屈上言うけど、上下水道局で事

務手続上はそないなっておるけど、現実の水は違うわけやで、そこは逆に言うと企業会計

としたら、そっちのほうはきちっとメスを入れて――メスというと何か悪いことしている

みたいやけど――そこらを工夫すべきと違うのかなと思うんやけど、俺の言うておること

おかしい。その道は全くないんかな。 

 だから、自己水、自己水というと、おお、そうやとみんな思うてまうけど、責任水量の

中で高くつく朝明川の自己水というのは負担が大きいし、これからもそうするとこういう

装置は何年間かずっと投資していかないかんことになるんかなと思うと、恐らくいろいろ

問題はあるけど、木曽川水系の水はもらってやる、長良川水系はもうもらわんと思うんや

けど、だけど、一応長良川水系の責任水量制は企業庁から買わされる、今後人口も減って

いくという流れの中で、そうすると生きる投資と、これから負担が大きくなる投資がある

のと違うかなと思うだけで、そこらが見えやんなと思って。 

 

○ 川島上下水道局政策推進監 
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 政策推進監川島でございます。 

 川村委員が言われるような実際の面ではどうかということだと思うんですけれども、確

かにそのとおりだと思います、実情は。ただし、国県の利水権の問題であったりとか、取

水の現在の法的なところがあって、我々も企業庁にいろんな話もさせてもらったり、北勢

の受水団体で交渉もいろいろさせてもらっておりますけれども、現段階ではそのような運

用につなげることが現実的に困難でございますもんで、当面の間は今の朝明水系の取水井

を生かしていくということがどうしても必要になりますので、今回の除マンガン設備の導

入に至ったというところでございます。 

 川村委員が言われたところは、我々経営部門としても十分理解しておるところでござい

ますので、昨年の受水費の件もそうでございますけれども、含めて県、それから、国土交

通省に向けていろんな取水権の関係をお願いしておるところでございますので、今後また

動向が変われば、そのようなところをできるだけ有利に働くように調整はさせていただき

たいと思います。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうすると、県や国に頼まなあかんでどうしようもない、上下水道局側だけではコント

ロールきかんというのは、納得せんけどしゃあないなというところやな。それから、局側

がそういう気持ちをもっと強く持って交渉をしてほしいなという思いと、そのために国や

県にも言いたくないことの一言、二言を口の悪い人が行って一遍言うてこなあかんのと違

うか。 

 例えば長良川水系って、市民にも県民にもうそついておるわけやでさ。あんたら長良川

水系、水系と言いながら木曽川の水を飲ませているわけやろう。違う。そうやろう。この

水、何と言ったら、長良川の水と言うておるけど、うちの小川議員やないけど、うそをつ

いておるわけやで、実際には木曽川の水なんやさ。俺、何年か前、うそついておるやない

かと言ったら、休憩になってから、いや、議員、長良川より木曽川の水のほうがうまいで

ええんやと言うておったでさ。 

 そうやで、やっぱり国と県との中で市も苦しい部分はわかるけど、それは一遍長良川水

系の水じゃなくて、木曽川からもらっておっても長良川水系で四日市も柔軟に対応してお

るわけやで、その分、県にはちょっとは感謝したらなあかんのかなとは思うておるよ、俺



 - 44 - 

も。まけてもらったでな、ちょっとは。そやけど、やっぱりもう少し今後のことを見据え

ていくと、今からでもええで、きちっとそれ、長良川と木曽川のことは県や国にも言うて、

なおかつ四日市やと投資コストが高くなるほうの朝明川水系、要は飲み水に適さんわけや

ろう、朝明川水系のほうのが、三滝川よりは。その分だけコストかけてあれするけど、完

璧じゃないんやろう、違うの。俺、何かで聞いたときにこのマンガンの除去装置をとって

もやっぱり完璧じゃないから、そりゃ三滝川水系のほうのが飲み水としてはええんですよ

という話も聞いたことあるとな、やっぱりそこらやな。よっぽどそれをきちっと上下水道

局が強く思ってもろうてやっていかんと、今後の経営がえらくなるんと違うかなと思って、

そういう言いにくいことも言うていかんと。そんだけです。 

 

○ 村山繁生委員 

 ちょっと関連でいいですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 関連で。 

 

○ 村山繁生委員 

 ちょっと川村委員の関連で聞くんですけど、施設を導入して朝明４号井をしなきゃ水が

足らないということと、県水をもっと買わなきゃならないということ自体になるからこう

いうふうに施設を導入するわけですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 その関係について。だから、朝明４号井を休止していたのを稼働させないと県水を買う

量がふえるからかどうかというお尋ねだったかと思いますが。 

 

○ 矢田技術部長 

 先ほどのご質問、要は朝明４号井をどうしても使わんならんのかということでございま

すが、朝明４号井のみではございません。先ほどもちょっとご説明をさせていただきまし

たけれども、朝明４号井については、平成19年ぐらいから急に悪くなったというようなこ

とがございます。朝明１号井から３号井についても、資料のほうでも見ていただいており
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ますが、規格値は超えてはないものの、そのような形で出てきておるということは、そう

いうとこら辺で将来的に急激に上がってくるという可能性もございます。ですので、そう

いうとこら辺についてリスクを避けるということで、今回こういうふうな形で計画をさせ

ていただいたということでございます。 

 なおかつ、今回それを位置づけることによって、朝明４号井分の水というのは自己水で

賄う量がふえるということになりますので、それが木曽川用水系の量が減るということに

もなりますので、要は費用的にも安くつくというような考え方で進めさせていただいてお

るということでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 朝明４号井のみならず、１号井から３号井までのリスクも鑑みてやるということではそ

れはわかりまして、そうすると、その分、今県の責任水量が減るという可能性もあるとい

うことは、それはそれでいいんですか。可能性があるわけですね、県の責任水量が減る。 

 

○ 矢田技術部長 

 木曽川用水については、先ほど川村委員さんのほうからいろんなご議論いただいており

ますが、現状、木曽川に関しましては、責任水量というのはございません。ですので、三

重用水とかですと、65％分は使っても使わなくてもお金がかかりますよというような考え

方でございますが、木曽川に関しましては、使わなければ使わないだけ費用が少なくなる

ということでございますので、その点については今回このような形の整備をしていくとい

うことについてはメリットがあるのかなというように考えております。 

 

○ 村山繁生委員 

 そうすると、責任水量は変わらないけど、自己水の安全な確保という観点ということで

すね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 関連で、今、委員会資料の５ページに給水計画、配水量と水源内訳というのがあって、

今、議論になっている自己水と県水、木曽川水系、長良川水系の構成比率が出ていて、平

成27年度の構成比と28年度の構成比を見ると、自己水が27年度の構成比62.2から61％に構
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成割合が減ると。増減率でいくと3.8％の減なんやけど、これはさっきのマンガンの施設

整備事業は平成30年度施設稼働やから、これがとまったわけではなくて、もう平成28年度

比で自己水は減るというのはどうやって見たらええんかなと思うんやけど。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 具体的に平成26年度の実績でいいますと、長良川水系も木曽川からとっておるんですけ

ど、木曽川の水は１日平均して大体１万2800ｔぐらいとっています。これ、責任水量はあ

りません。長良川水系はわずか1100ｔが責任水量です。当然責任水量上、今、県から受け

ていますので、自己水がそれだけとれるようになれば、この木曽川の水が減るということ

で、その分安くなるということでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この朝明４号井が平成30年に施設稼働すると、自己水比率がふえるの。そうでもないの。 

 

○ 矢田技術部長 

 まず、木曽川水系のところをご覧いただきますと――資料５ページでございます――平

成27年度が4597㎥に対しまして、木曽川水系4897㎥という数字が上がっております。これ

は何でふえるかといいますと、全般的に取水井の井戸に関しましては、大体ですけれども、

おおむね毎年１％くらい取水量がちょっと下がってきております。これはやっぱり施設の

老朽化によって減ってくるというのがございます。ただし、ここのこの木曽川用水系に関

しましては、来年度から予算で上げさせていただいております除マンガン施設の工事の関

係で、要は自己水をちょっと止めやんならん時期が出てまいります。そういうことがござ

いまして、木曽川水系が若干ふえておるということでございます。ですので、その辺で、

ちょっとふえ方が大きいということでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 引き続き質疑を。 

 今ので。 

 

○ 豊田政典委員 
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 お二人と委員長の議論を聞いていて、木曽川から買うよりも、マンガンをやっても、今

回の工事で建設工事をやっても、経済的に安くなるんだという話だったので、シミュレー

ションした金額をやっぱり示してもらわないといけないなというのが一つ、後でいいので。 

 それと、休憩中に詳しい議員に言われて、話戻すんですけど、方式、今回の提案のやつ

と比べてもっと新しい方式があるけど、イニシャルコストもランニングコストもこのやり

方、提案のやり方のほうが安いという話だったんですけど、幾ら安いんや、聞いてこいと

言われたので、それを簡単に答えてください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 今答えられますか。休憩して、それからしてもらってもいいと思う。どうしますか。二

つ請求があって、一つは経済的な効果ですよね。自己水の朝明４号井を再稼働、お金をか

けてしたほうが自己水じゃないほうからとるよりも経済効率がええというシミュレーショ

ンをされたのかということで、そのシミュレーションの試算資料があれば出してほしいと

いう請求ですけど、まず、この１点目のシミュレーション、経済効果の試算のものは出る

でしょうか。出るわね、経済効果、試算していたと言ったんやで。どうですか。 

 名前を名乗って所属名を答えてください。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 施設課課長補佐の中野です。 

 自己水と木曽川用水の差ではないんですが、先ほど豊田委員のほうから言われ……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 だから、シミュレーションが資料として出るかどうかということ。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 はい、出ます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 出るそうですので、休憩後でいいですか。 
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○ 豊田政典委員 

 それで、そうしたら二つ目の質問に関係するんですけど、今回の整備を行って、建設費

が６億4400万円ですけど、ランニングコストの議論もしているので、そこに一つ目の質問

のところに維持経費、ランニングコストの金額もわかるようにつくってください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 という請求で、お昼休憩後に出ますか。 

 

○ 堀木施設課長 

 はい、提出いたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 二つ目も出るんですか。新方式と旧方式と。 

 

○ 堀木施設課長 

 比較検討、除マンガン施設の導入に対しまして、いろんな三つのタイプで比較検討いた

しております。そこで、先ほど言われましたランニングコストであったりとかイニシャル

コストであったりとかというのもかけてございますので、その表をご提出させていただく

という形で。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、その資料をご準備いただくとして、これって財源は全体事業費６億4400万円なん

やけど、全部企業債と自己財源なんやけど、こういうのは国庫補助とかの対象にならんの、

地方創生の時代に。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 自己水とるで対象にならんの。 
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（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうやろうか。見解があれば。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 補助の話ですけれども、残念ながらこれはございませんでした。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうなん。まあ、いいですわ。 

 じゃ、資料をご準備いただくので、お昼休み、済みませんが、再開午後１時とさせてい

ただきます。 

 

                                １２：０６休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：００再開  

 

○ 加藤清助委員長 

 では、おそろいですので再開をさせていただきます。 

 本日、冒頭に申し上げました本委員会中の所管事務調査について、ご希望、提案があり

ましたらお諮りしたいと思いますけど、ございませんでしょうか。 

 

○ 川村幸康委員 

その他事項ということですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 いや、その他は休会中ですので、本議会期間中にという。 

 

○ 川村幸康委員 

何か議案以外にということ。 
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○ 加藤清助委員長 

 そうですね。 

 

○ 川村幸康委員 

上下水道局のことじゃなくていいんでしょう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 全般やわね。 

 

○ 川村幸康委員 

全般でいいですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 委員会の所管で。 

 

○ 川村幸康委員 

 一つ会派の中であったのが、電力自由化になったで、電気をどこで買うかとか、何かや

っておることあるやろう。どうなっておるのかな。一遍所管するところで、上下水道局な

ら上下水道局の電気の自由化、研究しておると思うけど、失敗したところもあるみたいな、

買って、自治体で。そこの会社がやめて。 

 

○ 加藤清助委員長 

 会社がパンクしたということ。 

 

○ 川村幸康委員 

 例えば当初予算が100としてとっておったら、もうやめてあれしたでまた買わないかん

というのが200になったとかというところもあるみたいで、その辺どうなっておるのかな。

この審査でも聞けばええのかなとは思っておったけど、どこで聞くんかなと思っておった

で、電力の自由化に対するあれと、どうするのかなというのが会派で聞いてほしいと。 
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○ 加藤清助委員長 

 全庁的にいくと管財課か……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうやね。上下水道局のほうで電力の自由化に伴う何か対応を考えておるとか、そうい

うのはあるの。 

 

○ 堀木施設課長 

 主に下水施設になっておるんですが、32施設につきまして、中部電力以外の電力会社と

契約をして、電気代の削減に取り組んでおります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それは今回予算には関連している。しておるやろうな。 

 

○ 堀木施設課長 

 もちろん今回の予算にも、はい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ほんなら、そこで聞いてもらいましょうか。 

 じゃ、その他、本委員会中に所管事務調査で取り上げたいということはございませんか。 

 

○ 川村幸康委員 

 あともう一つ、市長がこの間のあれで中核市移行はある程度述べましたやんか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 秋ごろに。 
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○ 川村幸康委員 

秋ごろにという。そうすると、産廃、特に一つの課題になっておったのは産廃のことと、

それから、県が認識していない産廃のこと、そこらをどうやって処理するのかなというの

が委員会としては課題があるのかなと思っておったけど、環境行政やね、特に。 

 

○ 加藤清助委員長 

 環境ですね。 

 今、川村委員のほうから、前段の部分はこの委員会で予算審査でやればいいと思います

が、後段の部分は中核市移行にかかわる、市長が表明されている、この秋ごろに――一定

の条件がクリアかなるんやったか――めどをつけて表明したいというふうに言われている

ことに関連して、産廃問題について、環境部所管になると思いますが、そこで所管事務調

査事項とするという提案がありましたが。 

 

○ 山口智也副委員長 

 川村委員がおっしゃったそれ以外の事案というのは、一応協議会で２事案については協

議会でありますけどね、そこ以外でということ。 

 

○ 川村幸康委員 

 そう、それプラスアルファね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ２事案以外。 

 

○ 川村幸康委員 

 そう、２事案以外でも県は認めていないんやでさ。そうすると、それは四日市市が移る

に対しては、他の産廃処理事案って、今現実にあるところも四日市が自前でやるという覚

悟を決めてやっていくのとどっちなのかなと思ってさ。だけど、今もおきておるんやで、

県の責任やろうねと思うておるけど、私は。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 確認書からいけばね。 

 今、提案がありましたけど、今委員会中の所管事務調査の提起ということで、他の委員

の皆さん、いかがでしょう。項目とすることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 それでは、今委員会中の所管事務調査として環境部所管になりますが、産廃問題で、今

までの４事案以外の産廃問題がどうなっておるのかということと、あわせて中核市移行へ

の問題絡みで所管事務調査とさせていただくことに決定いたします。 

 それでは、上下水道局の審査を再開させていただきます。 

 お手元に――これ、豊田委員からやったかな――請求の資料が配られていると思います

ので、簡単に説明を受けた後、質疑を続行したいと思います。 

 説明はどなたから。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 施設課課長補佐の中野です。 

 では、説明させていただきます。 

 Ａ３の表を１枚とＡ４のペーパー１枚を配付させていただきました。Ａ３のほうが表、

除マンガン処理施設比較と書いてある表がありまして、その裏に除マンガン処理施設年間

費用内訳となっております。 

 まず、こちらの表からなんですけれども、これにつきましては先ほどご質問いただきま

したマンガン除去の方式について比較した表になっております。マンガン砂除去という方

式と、あともう一つ、高性能マンガン砂除去、あと、最後に繊維ろ過除去法、この三つに

ついてそれぞれ維持管理費と建設コスト等につきまして比較して検討させていただきまし

た。 

 結論から申しますと、マンガン砂除去の方式が一番実績も多くて、今回の場合の処理規

模で建設しますと、建設コストについても、維持管理費についても、これを足したものが

経済性なんですけど、これを年間費用と括弧して書いてあるんですが、年間3659万5000円、

それに対して高性能マンガン砂除去4626万1000円、繊維ろ過除去法につきましては5478万
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6000円、こういう結果になりまして、マンガン砂除去という方式を今回採用させていただ

きました。 

 経済性のこの内訳は裏を見ていただきますと、それぞれマンガン砂除去、高性能マンガ

ン砂除去、繊維ろ材除去というふうに三つで比べてあります。上の１、２、３、４につき

まして、これが建設コストになります。 

 もう一度説明させていただきますと、マンガン砂除去につきましては、済みません、こ

れは工事費が５億9610万円に対して、これを想定耐用年数で割って年間にした金額が3075

万円となっております。以下、高性能マンガン砂除去、繊維ろ材除去も同様な構成になっ

ております。 

 下段の維持管理費につきまして、電力費等を想定した金額を足したものが、マンガン砂

除去につきましては年間584万5000円になっております。上の3075万円と584万5000円を足

したものが3659万5000円となっておりまして、これが表の経済性の数値となっております。

こういうふうに三つの方式を比べまして検討した結果、マンガン砂除去というふうに至り

ました。 

 先ほど最新のというお話があったんですけど、これは繊維ろ材除去方式といいまして、

今までは砂を使っていたんですけれども、あと、高性能マンガン砂というのは普通の砂に

マンガンをもう少し吸着しやすい材料をコーティングさせたものが高性能マンガン砂とな

ります。 

 先ほど最新の方式と言われていたのはこの繊維ろ材除去方式になりまして、これについ

ては基本的には繊維でろ過する方式になります。これにつきましては土木構造物が小さく

なるというのが売りなんですけれども、今回のボリュームからいくと、ほかのマンガン砂

除去に対してそこまでメリットは出ていないのかなと思われます。 

 Ａ３の表については以上の説明になります。 

 もう一枚のＡ４のペーパーをご覧ください。 

 これにつきましては朝明水源地除マンガン施設導入費用比較検討をしたものでございま

す。朝明の水源地１から４の水源を全て県水を受水にした場合で考えますと、朝明水源地

の１日の配水量は１万2400ｔとなりますので、これは認可の数値になります。あと、企業

庁の水の単価が39円で受水した場合の年間必要費用がこれを掛け算したもので１億7651万

4000円となります。マンガン設備を整備した場合、除マンガン施設の年当たりコスト、こ

れが先ほどＡ３の表で示させていただきました3659万5000円となっておりまして、これ以
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外にほかの朝明水源地の維持管理費、保守点検費用とか電力費、薬品費、あと修繕費の年

額が8212万3000円、この二つを足したもので１億1871万8000円となります。この二つを比

較すると、除マンガン施設整備をした場合のほうがコスト的には安くなるということで、

本計画の導入に至っております。 

 済みません、説明としては以上となります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 このＡ３のデータ資料だとか、これ、上下水道局の作成のものでいいですね。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 済みません、それは今コンサルタントさんの設計業務をしておりまして、そのコンサル

タントさんのはうちのものとなります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 説明はお聞き及びのとおりであります。 

 ご質疑どうぞ。 

 資料請求の豊田委員、了解、オーケー、いいんですね。 

 じゃ、他の委員の皆さん、この件に関してあればですし、なければ別事項、予算事業に

ついて質疑を再開させていただきます。 

 

○ 川村幸康委員 

さっきの売電のことを少し、どういうふうにしておるのか教えていただければ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、上下水道局、予算絡みの関係も含めて、売電じゃなくて、電力の自由化。 

 

○ 堀木施設課長 

 済みません、電力の自由化に関しまして、今現在上下水道局が行っております部分につ

きましては、高圧受電50kw以上で6600ｖの受電をする設備について、なおかつ、その年間

の使用量、受給率を申しますけれども、その受給率が30％以下のものに関しまして、中部
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電力とは違う電力会社と契約をいたしております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 契約をいたしております。 

 

○ 堀木施設課長 

 はい、受電契約をして受電をしているという形になります。 

 

○ 川村幸康委員 

 載っておるの。どこでわかるの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 その予算は、あるいは事業はどこかに資料に出ていますでしょうか。企業会計予算かな。 

 

○ 矢田技術部長 

 平成28年度予算書及び予算説明書の98ページのほうをご覧いただきたいと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 お持ちでしょうか。98ページ。 

 

○ 矢田技術部長 

 よろしいでしょうか。 

 一番左のほうに２のポンプ場費というのがございます。それの16番目、動力費のところ

のポンプ場電力量というのがございます。それから、99ページの処理場費のところの15動

力費のところに処理場電力料というのがございます。この二つが先ほど課長がご説明申し

上げましたように新電力会社と中部電力の競争入札をかけまして、新電力会社のほうが落

札をしたということで、今現在といいますか、来年度もそういうような形の方向で予算要

求をさせていただいておるという状況でございます。 

 

○ 川村幸康委員 
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 どれぐらいの差額やった。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 済みません、実際には今ちょっとすぐには出ないんですけれども、中部電力さんと比べ

まして、ことしの入札結果から見ますと約7000万円――実際には電力の使用量によって厳

密には変わってくるんですけれども、入札でうちが提示した量に対して、中部電力さんと

商社名がちょっと若干うろ覚えで申しわけないんですけど――の差があったという結果に

なっております。約ですけれども。 

 

○ 川村幸康委員 

 そういうところへ私も目が向いていなかったので、電力の自由化でどうなったかという

のは、やってもらっておるのやったらそれに越したことないのと、リスク分散とあれをど

う考えるかやろうし、民間の企業でもそれに手を出したところと出していないところとあ

るのやわな、両方と。役所の上下水道局の見解としては、これは出して7000万円あったで

正解と見ておってそんでええんやけど、どうなるんかというのは見えておるの。やってみ

ながら勉強していくという感じなの、これ。どうなるんか。あかんだところもあるやんか、

結果的にいって。 

 

○ 加藤清助委員長 

 電力供給の安定性の担保はされているのかということで。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 済みません、川村委員のおっしゃるとおり、ああいうふうに突然やめられるということ

は正直想定はしてはないんですけれども、うちの今の考え方としましては、先ほど電気の

受給率が30％以下というところで、中部電力さんは契約が継続していますと、年２％の割

引をしてもらえます。その辺を勘案しまして、確実に中部電力さんと比べて、電気の必ず

うちが今メリットは出る施設を今やって、全て今やっているわけではないんですけれども、

そういうふうな施設を探ってやっているんですけど。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 リスクについて。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 はい。ただ、ちょっと先ほど言った途中でやめられるというのは、正直今のところ想定

は……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 想定外。 

 

○ 中野施設課課長補佐 

 はい。 

 

○ 川村幸康委員 

 そこの保険みたいなもんやろうけど、そうするとまた高くつくのかもわからんのやけど、

リスク分散はどういうふうなことがあるのかな。例えば想像でいくと、契約のときにそう

いうものを少しうたっておくとか、何かあればええんやろうけど、どういうやり方をして

おるのやろうと思って。 

 

○ 加藤清助委員長 

 契約上のリスク分散は。 

 

○ 堀木施設課長 

 済みません、リスク分散、もし新電力会社のほうが潰れましたとしても、電力供給に関

しましては、中部電力がバックアップをするという、法律上もそうなんですが、そういう

体制がつくられてございますので、電力の供給が止められるということはまずございませ

んので、電力は送られてまいります。 

 ただ、先ほど言わせてもらいましたように、新電力会社さんのような金額では中部電力

さんは売ってはいただけませんもんですから、その分は高くなってまいります。 

 

○ 川村幸康委員 
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 だから、その予算、現場には影響ないと思うんやけど、予算上の措置やわな。そこをど

うやって見立てるかやろう。だから、当初予算をこういうふうにあれするけど、どの分の

リスクで別のところに持っておくんか、何かしておいたほうがええのかなと思うけど、い

やいや、それはなったときにまた急遽組み立てるというのか、どういうやり方があるんや

ろうねと思って。それは全庁的にも言えることやもんで、上下水道局は局としてのやり方

やろうけど、後のところの局もどういうやり方をするのが一番いいのかなと思って。 

 

○ 加藤清助委員長 

 予算上の対応の仕方ですね。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 現実的には他の入札差金を流用して、もしこけたときに対応するか、あるいはどうして

も足らなければ補正をお願いするというような形になると思います。 

 

○ 川村幸康委員 

 想定できるとかそれぐらいやろうけど、やっぱりもうちょっと向こうが見えるようにし

たほうがいいんかなと思って。電力自由化に行くんもええんやけど、よし悪しで何か高つ

かへんかなという気もしておるのやわ、俺は。中部電力さんに借りやなあかんわけやろう。

現実に今7000万円よかったというんやけど、その分、中部電力が売るときになったら7000

万円足してもうけさせてもらおうかという話の世界やろうと思うておるのや、俺は。そん

な甘い話、おいしい話はそうはないと思うておるで、それは、笑うけど考えておかんと、

そんなもんなんやで。二、三年の勝負で見ておらへんで、10年、20年やろう。市役所がな

くなるのやったらいいけど、一生の客として見たときに、四日市だけは裏切らんと俺んと

ころで買うてくれておったという話の世界か、それはそれで電力の自由化になったときの

変化に応じてやるだけか。 

 そこらをどうやって見るかなというのは、俺さっきもいろんなことを言ったけど、今お

る人で聞いてもろうておる人で真剣に考えて一遍ちゃんとせなあかんに。次の下の人に先

送りすると、そうなっておったでそうやっているんです、先輩が電力自由化になったでそ

うやってしたんですわの話で、結構現状維持の法則が働いてくるで。今になったときに、

これ、動き出したら動き出したというところの考え方やろうけど、もうちょっと長い目で
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見たときに、それ、本当にええのかなというのは、俺は一消費者としたら怖いところがあ

るなと思って。俺のところの店にでも売りに来るわ、月30万円ぐらい、冷蔵庫代40万円ぐ

らい俺のところは要るでな。四、五十万というと大きいでさと思うんやけど、今まで流し

てもらっておったところより、新しいところのは得になりますというけれども、絶対得に

なりますよというやつは、絶対後で損するなという俺の考え、ちょっとあれかわからんけ

どな。 

 そうすると、電力自由化といえども、今7000万円と聞いて余計に大きいやろうでなと思

うておったで、電力代って。それを自由化になったでといって7000万円とりにいって、後

で７億円ぐらいとられる話になれへんのかなと思って。 

 だから、わからん話やで、ただ、私の考え方を皆さんに言う中で、今動き出した人らの

責任において、５年から10年間ぐらいはある程度どっちで行くかとか、割合とか、固定す

る必要はないけど、ちょっと考えてやったほうがええんかなという気が。 

 すごい電話やもんな、今、郵送物だけでもさ。このコストはどこかで出るんやろうなと

俺は思いながら見ておるけどさ。物すごいで、一般家庭にでも売り込みが、自由化になっ

ておる。皆さんのところも行っておるやろう。何かあると思わへん。当面は例えば３万円

かかっておったやつが２万円になるとか、４万円のやつが２万円ぐらいになりますよとい

う話は来るんやけど、俺はどうしてもそういうのは余り信用せんタイプやで。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 済みません、前、財政経営部におって管財課のときもこれをやったもんで、これ、電力

入札は実際一つは法的に今言われたように、あと、サービスに影響は出ないと。電気って

おかしなもんで、中部電力さんが整備した電線なり全部使っておるんですよね。ですから、

例えば地震が来て一旦停電しますけれども、そのときでも基本的に中部電力はこういう行

政を最優先にということで、法的なそういう根拠があって、まず最優先にしますし、当然

電力については、今回のケースで例えば倒産とかになっても、それも中部電力さんは当然

供給義務があるということで、法的には守られています。 

 ただ、もしそうなったときに、長期の契約をしておったときは中部電力さんも若干の値

引きといいますか、減率はたしかかかりましたので、そこら辺での若干の誤差が出てくる

というところは、それはあります。 

 それと、これは一応１年契約です。１年ずつ更新しておるという状況もございますので、
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そういう意味では、確かに今回新聞にも載っておりましたので、民間さんが決して倒産し

ないということはございませんけれども、そういうところがないということはないですけ

れども、現状ではまずこれだけの経費の削減につながるというところでは、まずこれをう

ちとしては実施させていただきたいと思っています。 

 それと、予算的にはそれを差し引いた形で今現状上げてございますので、もし仮にそう

いうことはないと思いますけれども、起こった場合については、その折の処理によって、

例えば補正なりというふうなことも必要になってくるということは考えてございますけれ

ども、現状では今そこの部分を削減した形での予算の計上というところでご理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 川村幸康委員 

 目先やと多分7000万円に魅力を感じていくんやろうけど、その後の、俺はもうちょっと

研究してほしいなと思って。何か上げられるような気がして、そこの買うておるところか

どこかわからんよ。１年契約と言っておるけど、ことし商社で買うて、商社からまた中部

電力に１年交代でどうこうとか、いろんなやり方も考えられるんやろうけど、何かどうも

ここへ来て、末端の消費者やら、市役所でも私らでも、気づくのが遅いで、情報も入って

くるのは、後でそういうことやったんかというのは絶対あるで、こういうのは得に。だか

ら、よっぽど用心してかからんと、だから、末端なのかもわからんけどな。 

 あんたらでいうと指定管理者でもそうやったやん。出したほうがええ、安上がりやった

けど、市の職員さんの今度年金出るまでの天下り先がなくなってしもうたり、それから、

気づくとそういうもんというのはようけあるやん。後で国の制度やあんなんの流れによっ

て。だから、特に自由化になったんやけど、よっぽどそれは考えてやらんと後で高くつく

という気がするので、一遍予算常任委員会でも、全庁的にやっておると思うで、どれぐら

いになったのかなと思って、局だけかな、全庁的にやっているやろう、これ。本庁もやっ

ているやろう。一遍また聞くけど、とりあえず。 
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○ 三平一良委員 

資料を。 

 

○ 加藤清助委員長 

 資料というのは。 

 

○ 三平一良委員 

どれだけ安くなったという比較費。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それは上下水道局。 

 

○ 三平一良委員 

庁内の。 

 

○ 加藤清助委員長 

 全庁的にね。それはどこに請求しやええんやろう。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 管財課やけど。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 予算常任委員会全体会で請求するか、ここの分科会から管財課に請求というわけにもい

かへんな。 

 

（発言する者あり） 
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○ 加藤清助委員長 

 今は電力自由化に伴う契約にかかわって上下水道局で7000万円ぐらいの年間経費削減に

はなるけれども、今後の想定され得る対応なんかも提案のご質疑がありましたし、また、

片方で公共関係の中部電力のバックアップが担保されているというようなお話もありまし

たけれども、そこら辺、全庁にかかわる問題ですので、改めて全庁的なところは委員の皆

さんからも予算常任委員会全体会とかそういうところで問題提起なりご発言をされたらよ

いのではないかというふうに思います。 

 続けて質疑再開いたします。 

 

○ 村山繁生委員 

 当初予算資料の193ページの災害時用飲料水備蓄推進事業ですけど、ことしというか平

成28年度新たにアルミ缶を７万2000本製造するということで540万円、それと、もう一つ

の業務委託の122万4000円というのは、このペットボトル１万7000本という考えでいいん

ですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 質疑に対する答弁はどなたが。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 アルミ缶につきましては７万2000本作成で、予算額につきましては、アルミ缶について

は540万円という金額でございます。ペットボトルにつきましては約１万7000本というこ

とで、金額的には……。 

 

○ 村山繁生委員 

122万4000円が出ておるんですけど、これじゃないですか。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 そうですね、122万4000円の金額です。 
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○ 村山繁生委員 

 これ、製造単価が75円で、これ、販売単価も75円になっている。これは市民サービスの

一環として、そういう根拠で同じ75円でええということですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 価格設定についての根拠、考え方。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 私どもとしても水道事業会計ですので、水道料金で賄っているという現状もございます。

そういった中で、現状としましては製造費を販売単価という考え方で現状いきたいという

ふうに考えています。今までもそういう形でやってきたところでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 細かいことなんやけど、そうすると122万4000円を１万7000本で割ると72円になるんや

けど、これも一緒、75円になっておるんやけど、その辺はどうなの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 その差は何だ。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 アルミ缶につきましては540万円の予算の中で検査費用等も含めての金額になっており

ますけど、ペットボトルにつきましては別途業者のほうに委託しまして水質検査、中の水

の検査という費用がございまして、そういった検査も含めるとほぼ75円になるというもの

でございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 はい、わかりました。 

 そうすると、平成27年度もペットボトルをつくっているわけですよね。何本ぐらい売れ

ておるんですか、これ。 
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○ 加藤清助委員長 

 販売状況。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 今年度につきましては、見込みとしては約１万8000本という状況でございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 売れたんが。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 １万8711本です。 

 

○ 村山繁生委員 

 それは販売した本数ですか。製造した本数ですか。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 今年度につきましては、実を言いますとペットボトルで自宅配送という取り組みも行い

ました。ですので、製造本数につきましては通常の年より多くつくっておりまして、２万

8992本製造しております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ２万8000本つくって１万8000本。 

 

○ 村山繁生委員 

 これ、ペットボトルのほうは賞味期限が２年となっていますけれども、余らかしてもこ

れはあれですけど、この辺はどういうふうになっているんですか、在庫。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 ペットボトルにつきましては、毎年製造した本数をほぼ１年間で売り切るという形で製

造のほうをしておりまして、今年度製造したものにつきましても１年以内に間違いなく売
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り切れるという形のもので見込んでおります。 

 

○ 村山繁生委員 

 これ、市民の飲料備蓄が進んでいない状況にあって、こうやって進めようとしてやると

思うんですけれども、これ、そもそもどこでこのアルミ缶をこれから売るんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 販路について。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 販路につきましては、私ども、特に今年度、ペットボトルについては自宅配送という取

り組みを行いました。そういったアルミ缶につきましても周知をして自宅まで届けるとい

う形で搬送するという取り組みを考えておるところでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 配送費込みで75円でいいということですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 配送費込みかどうか。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 配送料も含みまして75円で設定したいというふうに考えております。 

 

○ 村山繁生委員 

 それで、その辺の周知とかは十分されているんですか。販売に対する周知というのは。 

 

○ 加藤清助委員長 

 販促はどうされていますかということですが。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 
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 今年度のペットボトルの自宅への配送につきましては、資料提供、それからホームペー

ジ、それから広報よっかいち、地区市民センター等々で周知をいたしたところでございま

す。新年度のアルミ缶につきましてもそういった周知方法をとるとともに、特にアルミ缶

につきましては一般市民向けという形に加えまして、特に企業におきましても備蓄という

ことをしていただきたいというふうに考えておりまして、企業への周知のほうも十分に考

えてまいりたいというふうに考えております。 

 

○ 村山繁生委員 

 水道アンケートで備蓄率が54.4％というふうに書いてもらってありますけれども、備蓄

率というのは１世帯というか、１人当たり何本をもって備蓄率というんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 １人何本が備蓄。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 危機管理室のほうの備蓄の目安としましては、１人１日３ｌで７日分を備蓄してくださ

いという呼びかけをしておる状況にございます。ただ、なかなかアンケートの状況を見て

も、そもそもの３ｌの７日分という状況にも備蓄もしていただいておりませんし、世帯の

割合を見てもなかなか備蓄のほう進んでいないという状況もございますので、そのあたり

も踏まえまして、私どもとしては上下水道局として水道水の備蓄の一助となるような形で

この事業のほうを考えたということでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 だから、この54.4％はどういう根拠で54.4％出てきたんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この備蓄率はどうやって計算して出た数字だろうかということですが、水道アンケート

やで水道がやったんやろうね。後ろのほうで答えられますか。どちら。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 
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 水道アンケートの中で、この水道アンケート、1200名の方に送っているんですけれども、

ご自宅で飲料水を確保していますかという問いかけがございます。その中で確保している

という割合が54.4％というものでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 だから、３ｌは関係ない。 

 

○ 村山繁生委員 

 量的なことは全然項目にないわけですね、アンケートの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 備蓄の量については、アンケートでは集計されない問いでいいかどうかということです

が。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 備蓄の量につきましては、水道アンケートの中では項目は設定しておりませんが、昨年

度、私どもペットボトルの自宅への配送という取り組みをいたしました。その中でアンケ

ートも同封をいたしまして、そのアンケートの中で備蓄量のお聞きをしたということはご

ざいます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 備蓄量は集計されていないんやろう。 

 

○ 村山繁生委員 

 お聞きしたことはございますというだけのことであって、備蓄の量は集計はできていな

いということですね。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 水道アンケートの中では備蓄の量は問いの中に入っておりませんので、水道アンケート

では備蓄量の統計というのはとっておりません。 
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○ 村山繁生委員 

 ですから、今後、だから、せっかくこれからやっていただくんですから、特に周知の面

において、１人当たり１日何本でこういうふうに備蓄してくださいよということをもっと

やっぱり市民の皆さんにも、危機管理室がいくら言っておっても市民の皆さんに余り周知

されていなかったらならんので、もっとその辺の周知のほうをしていただきたいなという

ことでございますので、終わりです。  

 あと、もう１件……。 

 

○ 川村幸康委員 

今のちょっとええ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 関連で、備蓄事業について。 

 

○ 川村幸康委員 

 この泗水の里で会派で意見が出たので、ちょっと尋ねてくれと。 

 会派の中で、これ、幾つかあったんやけど、委託しておるやろう、泗水の里。東海地方

でここしかないということで、こういう委託先で、このコスト分ぐらいはペイするぐらい

のやり方ってできやんのかという考え方を言うておったんやけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 販売価格を上げてということ。 

 

○ 川村幸康委員 

 うん。だから、要はこれ、原価がこれを見ると……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ほぼ原価どおりなんやろ。 
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○ 川村幸康委員 

 アルミ缶の製造委託業務で泗水の里委託業務、これが安くならへんのやろうで、委託し

てここしかないんやろうで。これがまるっきり原価やったら、売ったら売っただけという

んではないやろうけれども、少しは手数料や何か取れて、やれる分ぐらいの考え方はない

のかと言っておったもんで、そうすると協力する人もあるかもわからんでな。数がふえれ

ばその分だけ、原価でこれ上がっていくけど、ちょぼっとでもやれば、だから、これやっ

たらインセンティブも何もないんやわな。そうやろう。考え方が違うという物の見方なの

か、物を販売するときの、そういう意見が出ておったもんで、備蓄とかあんなんと言うけ

ど、ここで見てくれ、お茶やこれ、みんな飲んでるやん。これ、泗水の里になるかわから

んで、５円ぐらいプラスになるのやったらって。これみんな150円か180円ぐらいやろう、

そのコーヒーやと、違う。そうやろう。今75円と言っておったで、ワンコインぐらいだっ

たら買うぜということを言う人が、考え方もあるんと違うんかと言われておったもんで。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 この泗水の里の防災用の飲料水の備蓄支援ですけれども、ある意味去年から力を入れさ

せていただいています。全国的にもこの取り組みは多いんですけれども、そういった中で、

今販売価格の関係ですけれども、現状として局といたしましては、現状の備蓄の状況も見

ると、できるだけ原価と同等で安く販売をさせていただいて、少しでも備蓄を進めさせて

いただきたいというところで、まずは原価というふうなところで考えさせていただいてご

ざいます。特に今年度はプル式のアルミ缶ということで、これですと７年間もつというと

ころで、全国的にもこういうところの取り組みも徐々に始まってきておるという状況もご

ざいます。 

 昨年、泗水の里、ペットボトルのほうを備蓄というふうなところで市内のほうに販売を

させていただきましたけれども、そのときもアンケート調査をする中では、やはり賞味期

限というところも言われておりましたもんで、新たにこういう形での取り組みというとこ

ろなんですけれども、いずれにいたしましても、少しでも各家庭への備蓄が進むというと

ころは、今のところは少しでも安く市民の方に販売をさせていただきたいというところで

価格設定をさせていただいてございますので、何とぞご理解のほうをいただきたいという

ふうに思ってございます。 

 以上です。 



 - 71 - 

 

○ 村山繁生委員 

 原価ということであれですけど、配送費は持ち出しということなんですか。これ、幾ら

ぐらいになっておるんですか、その配送は。 

 

○ 加藤清助委員長 

 委託費じゃなくて配送。 

 

○ 村山繁生委員 

 配送込みで75円ということで。 

 

○ 加藤清助委員長 

 配送部分の経費はわかりますか。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 配送につきましては、今年度ペットボトルを自宅まで配送するという取り組みにつきま

しては、職員で手分けをして自宅まで配送したと、そういう取り組みもさせていただいた

という状況もございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 だから、それはカウントできへんわな。 

 

○ 川村幸康委員 

 倭さんが言われたんで、別にそういう考え方もあるなと思うけど、職員さんに配っても

らっておるということも聞くと、動いたり、経済活動したり、備蓄、一方では私らも水道

代を上げるなよという話をすることと、それからもう一方、この水道代、ペイせんやない

かということは矛盾するように聞こえておるかわからんけど、全然矛盾せんのやわ。考え

方的にいうと、極力空気のようになりゃ水道代、ただになるんやわな。空気、金取ってへ

んで。それに近いように水道水をしてくれりゃええというありがたい話で、来るところま

で来たけど、今度減っていくで高くなっていくでどうしようという話の、これ、委員会や
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ろう。 

 もう一個は、それとは違うところで今、みんなが水というのに価値がだんだんと出てき

たわけや。お～いお茶で、これ30周年だったかな。違った、そうやろう、三平委員、書い

てあれへん、お～いお茶、30周年やろう。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 川村幸康委員 

 30年やろう、それ。そう違う。去年30周年ぐらいやったと思う、張ってあったで。 

 だから、そういう意味からいくと、あんなもんが売れると思わんだんが、30年たってお

茶が売れてきたわけやろう。だから、水をそういうところでペットボトルや缶にすると、

ある程度水道水とは違った価値や楽しさやよさを見詰めて飲むわけやで、ちょっとそれは

民間に任すという部分の領域のところと……。 

 

○ 三平一良委員 

去年で30年でしたね。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうやろう。30年周年って書いてあったもん。 

 だから、やっぱり泗水の里、どういうやり方があるのかわからんけど、四日市の水、俺

はおいしいと思っておるで、市長の言う誇りを持って売れるように、少しは。莫大な利益

を求めよとは思わへんけど、せめてちょっと原価だけ、動いた分も労働賃金も含めて少し

はやっぱりそれは、それこそかかっておる実費という言い方がええんかな。泗水の里も原

価に対して原価で売っておるというんやけど、プラス実費はかかっておるはずやで、何か

しらの、その実費代ぐらいは出る程度で売ったほうのが俺は、この事業を本当に続けてい

こうと思うのなら、そっちのことのがいいような気がするで、だから、もしよけりゃ一遍

今回80円にしたら。議案修正出そうか。 

 かかった実費はやっぱり取るべきやと思う、俺。ただほど高いとか安いとかあるけど、

そこはきちっと考えてやらんと、皆さんにも給料を払うて仕事してもろうておるわけやで、

かかった実費は取るという、最低限でも、プラス・マイナス・ゼロにはしておくべきや。
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これ、プラス・マイナスじゃないわ、マイナスやで、かかる実費ぐらいは入れていったほ

うがいいと思うわ。それのが泗水の里は生き残る道多いよ。 

 変な話、私らに説明するのに、備蓄とか何とかで率がどうというのもそりゃ一つの説明

する理由づけになっておるし、それはそれで、うん、そうやねという話やけど、やっぱり

それ以上にきちっと高めようと思ったら、泗水の里、ペットボトルで10本や20本買うて飲

むというぐらいの習慣をつけてもらうほうのが狙い目的には要るのかなと思うと、そんな

賞味期限を気にして家に残してもらうというのは、逆に言うといざというときに飲めへん

でな。 

 だから、もうちょっと理屈で私らも攻められると、あかんとは言いにくいところがある

けど、もうちょっと、非常用やでといってどこかにしまい込んで置いておくというわけに

いかへんわけやで、それやったら家に市販より安い水がいつも泗水の里が５本ぐらい入っ

ておるわとか、10本ぐらい入っておるわというような風土にしたほうのがええと思うんで、

学校に上下水道局の水を飲んだらあかんと言われて、いまだに、子供に、水筒を持ってい

っておるよ、今でも子供。それから見たら、せめて子供、泗水の里を持っていくようにし

たら、だから、やっぱりそれはちょっと考え方を変えやなあかんのかなと思うで、ちょっ

と一遍、来年は変えやなあかんでこれ。ことしこれにしても。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 まずはことし75円ということで設定をさせていただいています。今のところ考え方はそ

うなんですけれども、改めて当然水というのはこのごろ民間もいろいろ売ってございます

し、一回そこら辺も状況確認をさせていただきたいと思います。 

 こちらとしては一番大事なのは、今の状況で、当然一つ泗水の里のＰＲということでこ

れまでのペットボトルは継続させていただくと。同時に、備蓄が少ないというのもこちら

としても危惧しております。そういったところもあって、新たに７年賞味期限のある缶を

導入したというところもございますので、今のご指摘もいただく中で、今年度はまず75円

ということで設定をお願いする中で、そういう状況も一回確認をさせていただいて、価格

については研究をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 川村幸康委員 
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 備蓄米とかアルファ米とか、それから、何とかの箱とかいろんなのが出てきておるやん。

要は、あれ、おもりがえらいんやろう。例えば災害救助袋とか災害何とかというやつ、よ

う売るやん、そのときそのときの民間の人らが。あれ、俺のところにもあるけれども、も

うあかんやろうなと思うておるけど置いてあるわ。 

 そうやけど、管理が大事で、いざ実際になかなか役に立たんとなると、私らでもあかん

のは、災害と言われると何となく否定できやんし、備蓄というと蓄えで何とか否定できや

んのやけど、実際現実に役に立つようなことにまでしていかんと本当はあかんのかなと考

えやんと、下手して７年たった缶やと飲む、倭さん。過ぎておったら、その水。８年たっ

たらもう捨てやなしゃあないという形のもんやろう、今の人は。多分昭和一桁ぐらいの世

代の人だともったないと飲むわ、こんなん大丈夫やって言うて。けど、今やとそれ飲んだ

ら問題になるわけやで、そうすると、そこまで見越して事業を考えたほうのがええなと思

うで。会派で出たんやわ、こういう意見が。泗水の里というのをちゃんと備蓄用やいろん

な四日市市民に寄与してやっていこうとすると、プラス・マイナス、マイナスはあかんけ

ど、プラスというよりも実費分だけは取りながら、量がふえたって何がふえたってプラ

ス・マイナス・ゼロになるような実費分は取っていくという考え方をやらんとあかんとい

うのはいろんな議論をしておってそう思うたでさ、私も。そこらはちょっと考えてよ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 災害時の飲料水の備蓄推進事業について、特に意見が出ているのは、価格が原価でええ

のか、職員が配達しておるのに原価でええのかとか、製造委託の関係のあれもペイできな

いけど、災害ということでの考え方でそうしているということですが、今後に向けて検討

もしてほしいという問題提起かなと思いますので、今後そういう価格設定の考え方をまた

検討していただくことかなと思いますが。 

 

○ 川村幸康委員 

 もう最後にします。さっき村山委員に対しては、これぐらいの備蓄本数が欲しいとなっ

たら、その備蓄本数、市民分つくろうと思ったら多分量を倍にせなあかんわけやろう、多

分。倭さんが言われただけの災害時に備えた水道のアンケートから１人何本でこんだけと

言うたら、その分だけの人数を計算すると、今委託しておる本数の倍以上にしていかなあ

かんわけやろう。その分だけ量をふやすと委託料が上がるのか、量をふやすと規模のメリ
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ットで下げてくれるのかどうかわからんけど、１本の本数割合は。一遍きちっと考えて、

それやとプラスアルファ実費を取りながら、この事業を伸ばしていくという考え方をせん

と、どこかの時点でプラス・マイナス、マイナスやないか、止めよよといったら止めてい

くで、もう一個は、東海地区で唯一ここしかないんやったら、ここを育てたるという意味

でいくと、もうちょっと使うたりゃええんやし、数をふやしてやりゃ、その分だけ企業も

もうかるやろうし、一遍そこらをいろんなところで考えて、この泗水の里事業を私は否定

するつもりはないでさ。よう市長が言う持続可能な泗水の里にしていくべきかなと思うと、

民間ではこんなこと考えられへんわけやで、ちょっと考えてほしいな、真剣にそれも。来

年度には80円ぐらいになるように、独り言やけど。そやけど、ようけ頼んだら下がるんと

違う、製造原価70円とかに。上がるのか。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 済みません、今回この資料にも書いてございますけれども、確かにアルミ缶は非常に経

費がかかるんです。今回７万2000本つくりますが、４万3800本は危機管理室のほうでこと

しアルファ米を備蓄とさせていただいているというところで、そこにこの４万3800本を使

って、残りを市民の方にというところなんです。この７万2000本というのが、これ最低の

ロットですもので、これがないと、この75円なりというふうな１本当たりの価格にならな

いという実態があります。ですから、一旦これ、ことし売らせていただいて、状況がどう

かというふうなところでちょっと見させていただきたいと思います。 

 水って案外７年の賞味期限のものというのはほとんど売っていないと思うんです。ペッ

トボトルは２年ですし、それから、スクリュー缶のやつは若干出ていますが、あれが５年

なんです。これ、７年というところで。 

 今回、泗水の里を販売するときにアンケート調査したんですが、やっぱり一々賞味期限

を見ておらんもんで、賞味期限は少しでも長くしてほしいという、そういうご希望もあり

ますし、実際販売についても、ことし職員が配ったんですけれども、一つ本当に数がふえ

れば、それこそ人も要るかというところがあるんですけれども、ことしのアンケートの中

でも特にお年寄りとかに結構買っていただいたんですが、その折にも水というのは案外重

たいもので、備蓄はすべきなんやけれども、なかなか運ぶのがえらいとか、そういうご意

見もいただきましたもんで、まずはことしはこういう形でさせていただいたというところ

があります。 
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 ですから、そこら辺でことし頑張らせていただいて、販売で事業所関係にも声をかけさ

せていただく中で、こちらとしては少しでも備蓄をして、もしものときに備えていただき

たいと思いますので、そこら辺の状況を踏まえて、また単価なりの設定も変わってくるか

と思いますが、一つロット的にはそんだけが最低のラインというところだけはちょっとご

理解をいただきたいなと思っています。 

 そういう中で、ことしは特にアルファ米とのセットで何とかこの価格でというふうなこ

とでさせていただいたところもありますので、まずはこれでさせていただきますが、先ほ

どいただいた意見を参考にさせていただいて、今後については一回どういう形がいいかと

いうふうなところは検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 価格については意見に沿って検討いただければと思いますが、今までの泗水の里ペット

ボトルは、ここにも書いてあるように、四日市の水道の安全性やおいしさをＰＲするため

に売っておったわけです。ところが、今回アルミ缶も入れて新規事業として備蓄推進事業

にしたというところが、そこが本気ならば、また本数は全然違うと思うんですよ。さっき

の村山委員の答え、聞き間違えかわからんですけど、１人３ｌ、７日間と言われた。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 豊田政典委員 

 21ｌやろ。こんなん全然足りませんやんか。この備蓄を推進したいと本気で考えている

のであれば、村山委員が言われたように水道アンケートの54.4％がどれだけの量を備蓄し

ているのかも調べなあかんし、限りなく100％を目指すのであれば、あとどんだけ備蓄し

てもらわなあかんかということじゃないですか。余りにも中途半端だと思うんですよ、こ

の数字を、本数を見るだけでも。本気度は全く感じられないのに備蓄推進事業とうたって

いるところが、言葉とやっていることが全然違うなと思うんですけど。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 今、泗水の里で今回こういう形で準備して、ＰＲなりしてこちらとしては推進をさせて



 - 77 - 

いただきます。ただ、水については、別に泗水の里でなかってもいいわけですよね。１日

３ｌ、３日間、飲料水を確保してくださいというところがありますので、ですから、市販

のものでしていただいてもいいんですけれども、実際市販のものを売っておっても、今現

状として２世帯に１世帯しか備蓄していないという実態がありますもので、こちらとして

まずこの形をとらせていただきました。 

 それを全部うちで準備して、ただ、買っていただけなければ、それとしては全部無駄に

なるというところがありますので、ですから、まずこれ、きっかけ、足がかりとしてこう

いう形で活動させていただく中でＰＲもさせていただいて、備蓄の必要性を市民一人一人

が理解していただいて備えていただくという、そこにこちらは求めておるというところで、

泗水の里で31万市民の１人１日３ｌ、３日間の水を全部というふうなことでは今考えてい

ないです。それをしていただけるのが一番いいんですけれども、ただ、それでそれこそ何

千万円かかるかわかりませんけれども、そんだけの水を準備させていただいても、それが

もし買っていただけなければ、それは当然無駄になって損失になってきますので、まずは

足がかり、きっかけとしてこういう活動をさせていただきたいという思いで事業を組ませ

ていただいたというところでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 答弁を否定するわけじゃないですけど、まずは54.4％の中身を調べなきゃいけない。そ

れは水道だけの話じゃないんですけど、もちろん、危機管理室と連携しながらの話ですけ

れども、今実態はどうなっているのか。それから、泗水の里でも何でもいいけれども、飲

料水を備蓄してほしいというために何をどこが何をすべきかというようなところもよく見

えない。 

 今、31万人掛ける21ｌを全部つくれとはもちろん言いませんけれども、これだけ見ると、

余りにも目的のタイトルが大き過ぎて、やっていることがごくちっぽけで、何をやりたい

のかよくわからないというのが僕の感想で、もっと全体的に見て目的をはっきりさせて、

役割分担をして、その前に実態を把握して事業を進めなきゃ。やり方によっては、やり方

はいろいろあると思うので、31万人掛ける21ｌを無料で配るという方法もあるかもしれな

い、備蓄というやつを最優先するならば。そういったところも含めて、新規事業とうたう

には余りにも未成熟かなという思いがしました。 
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 それは検討していただくとして、ついでに、すごく今さら何じゃという質問、あほみた

いな質問かわからんですけど、わからんで聞くんですけど、泗水の里を備蓄しておくのと、

蛇口をひねって１ｌ、７日分備蓄しておくのと何が違うんですか。料金は蛇口のほうが安

いですよね。そんな保存できるような密封ができないという差なんですか。何なんですか、

これ。備蓄飲料水という意味で言えば。 

 

○ 加藤清助委員長 

 備蓄と水道水の違い。 

 

○ 豊田政典委員 

 泗水の里と水道水を保存しておく、備蓄しておくのと。買うのと、蛇口ひねった水です

よ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 保存はきかんよ。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 そういう意味。ちょっと質問の趣旨、わかりました。 

 じゃ、名乗って答弁。 

 

○ 向原水質管理室長 

 水質管理室の向原といいます。 

 水道水から直接備蓄していただくのは結構なんですけれども、水道水の中に消毒効果が

きいておりまして、保存法によって３日から４日という形で私らはお話しさせていただい

ておるんですけれども、冷蔵庫に入れても１週間ぐらいで消毒効果が消えてしまいますの

で、その消毒効果がなくなってしまうと衛生管理上よくないもので、飲み水では使えませ

ん。その観点からいきまして、泗水の里がそういった密閉された容器のものを使用してい

ただければ長期保存がきくという形でさせていただいています。 
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 ただ、私らもいろいろな経験の中でお客様からいろいろなお話をさせていただく中で、

危機管理を考えていただいて、毎日その水を変えていただく、飲み水以外に使って、１日

たった水は洗濯機とかそういったものに使っていただいて、そういった意識を持ってして

いただけると心の準備ができていいのではないかなというお話はさせていただいたところ

ですけれども、なかなか毎日変えるというのは面倒で忘れることがありますので。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 あほみたいな質問だったかわからんですけど、もうちょっと聞くんですけど、泗水の里

って水道で流れてくる、蛇口ひねって出てくる水とは違うんですよね、同じなんですか。

違うんですよね。今の答えは保存期間が全然違うという話だったんですけど、源水でもな

いんですか、そうすると。何らかの加工、売るための何かをして売っているんですか。泗

水の里とは何じゃ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 泗水の里の水と水道水の水とは何が違うのか。泗水の里は原水なのかどうかということ

で、名乗って答えてください、後ろの方。 

 

○ 阿部総務課総務係長 

 総務課総務係長の阿部です。 

 泗水の里のほうは原水のほうを熱処理しまして殺菌しておりますもので、水道の蛇口か

ら出てくる水とは消毒法として違うということになります。 

 

○ 豊田政典委員 

 そうすると、今までは備蓄用じゃなかったので味がよかったとか、そういうこと。 

 

○ 加藤清助委員長 

 泗水の里も備蓄用のアルミ缶も一緒。 

 

○ 阿部総務課総務係長 
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 中身は同じになります。 

 

○ 豊田政典委員 

 それで、保存期間が２年とかアルミは７年というのは、容器が密封しているんで違うと

いうことですか。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 現在ペットボトルについては２年、それから、アルミ缶については７年ということです

けれども、そもそも賞味期限というのは食品衛生法、それからＪＡＳ法でそのもとの規定

があるんですけれども、製造業者が定める期間という期間になっています。私ども上下水

道局が定めればいい期間なんですけれども、ペットボトルに比べてアルミ缶というのは光

を通さない、遮光性にすぐれている、酸素透過性、気密性でも優位だということで、材質

の違いによって賞味期限を７年にしたいというふうに考えています。 

 

○ 豊田政典委員 

 わかった。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他に。ずっと水道の質疑が続いておりまして、下水道のほうは一言も質疑が入っていま

せんが。 

 

○ 川村幸康委員 

 二つあって、一つは下水道の耐震化のところの施設整備をしていってもろうておるんや

けど、順次していってもろうておると思うんやけど、水道管の鉛と一緒で、耐震化に。ど

ういう設定の基準でどんなふうにやっておるのか、下からやっていっていますというのか、

大きなものからやっていっていますとか、その辺簡単でいい、長くなくていいので、その

辺の説明と、もう一つ、２年前でしたか、インセンティブ制を導入して自己水からもう一

遍水道水に切り替えてもらえるような仕組みを入れましたやろう。倭さんと違った、誰の

ときや。 
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○ 加藤清助委員長 

 大口需要のやつやった。 

 

○ 川村幸康委員 

 大口需要を戻そうとして自己水からもう一遍切り替えてみた、５年間ぐらいで。例えば

市立病院が何しておったんや、井戸掘ってというて、あれで税金の控除か何かでこれをす

ると。あれ、私ら発案と違うで。上下水道局発案で自信持って説明してきたやつや。結果

が出ておるやろうで、もう、３年か４年たったで、本当にあの政策でふえたかどうかをち

ょっと聞いてくれと言われたもんで、それによってはまた質疑すると小川議員が言うてお

ったで。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、今、川村委員のほうから、前段は下水の施設関係の耐震化の取り組みがどういう

ふうに進められているか、あと、来年度予算案への事業的なことで主なもので結構です。

紹介いただき、後段は水道の大口需要のインセンティブを図るというので２年ぐらい前に

示されたのがあるけれども、それはどういう進捗になっておるんやという２点でございま

すが、それぞれご答弁願います。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 まず、下水道の地震についてお答えします。どのように進めているかということですの

で、それについて。 

 まず、下水道の管路については、第１次緊急輸送路下、ここの下の耐震性がないとされ

ている管路に対して、まず、優先的に進めております。この現状がまだ大分ありますので、

これをしばらく続けていくと。 

 ポンプ場等、これは沿岸部で物すごく重要施設として面積をたくさん抱えているだとか、

そこが処理場に送っている量が多いとか、そういった施設から順次やっていっております。

処理場のほうは、供用開始しながらやっていますので、まだ余り着手できていないところ

もありますが、東日本大震災のときに被災した経験から緊急提言というのを受けておりま

す。そこでは、まず流れてきた水をためること、それから消毒をする、最低限それをした

後に放流する、この機能を確保するようにということを念頭に置いて耐震化を進めている
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という状況です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 今のは資料であった四日市市下水道総合地震対策事業計画の一端を言うておるんやね。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 はい、追加資料の５ページのことを言っております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 続けてください。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

お尋ねをいただきました二つ目の大口利用者の減額制度の現状について簡単にご報告さ

せていただきます。 

 制度が始まりまして、平成27年度３年目ということで、大体この減額制度の対象になり

そうな大きな口径を持った水栓というのが市内に大体100水栓ぐらいございますが、27年

度でそのうちの約半数、45水栓ほどがこの制度の適用申請をいただいている状況になりま

した。実際その使用水量が、じゃあどうなのかというお尋ねがあったかと思います。 

 ここら辺でなんですが、全ての45水栓がみんな使用水量がふえたかというと、実は現状

そういうところではございません。やはり企業活動の伸長とか縮減、いろんな要因がある

んですが、そういうふうなことによって個々の水栓を見ていくとふえたり減ったりという

のは当然ございます。 

 ただ、その中で減額制度を実際に受けれるようになった水栓というのが平成25年度、26

年度と順調にふえておりまして、それに伴う増収効果も減額制度の適用のところではあっ

たと。例えば平成26年度の申請分を見ますと、１年たったところでは５水栓。26年度は11

栓、登録をいただいているのですが、そのうちの半分が水量がふえて、減額も受けていた

だいていたんですが、差し引きの料金額としても増収効果が出ているというようなところ

もございます。 

 この企業の水使用につきましては、毎年の統計を見ておりますと、年々全体では大体

３％から４％ぐらいずつ減っている傾向はございますので、この制度によって特に水道を
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よく使っていただいてるところが専用水道化に行くのに歯止めがかかるという効果は出て

いるのかなというふうに認識しておりますが、盛り返すというところまでは現状正直読み

取れないのが率直なところでございます。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 結局効果があったかなかったかというのはなかなか一つの物差しだけではかれるもんじ

ゃないから、100水栓あるうちの49水栓来たというのも成果やろうし、細かく見れば、お

金の面で減額した部分のところと水道代を売ったというところの部分がさほど劇的に変わ

ったということでもないやろうと思うんやわな。 

 今言われた最後の歯止めやわな、見えやんけど。その歯止めがどれぐらいかということ

やで、結局導入当初、塚田さんのときに、塚田さんが言ったのは、個人の消費が伸びへん

で、自己水に行かれやんようにすることと、インセンティブを与えて戻ってきてもらうこ

との二つ狙ってやったわけやで、だから、それが局として何年かの中で検証したら、これ、

３年ぐらいには一遍私らに聞かんでも報告はして、あれは局みずからの発案で考えたんや

で、悪いことではないわけで、何かせなあかんと思ってやり出したわけやで、それに対す

る報告はきちっと一遍やらないと。もう一度予算常任委員会で多分小川委員が尋ねると思

う。それまでには、この分科会ではええで、もうちょっとみずから出してきた案に対して、

ある程度責任持って、うまくいったこともいかんだことも、何が課題なのかもちょっと一

遍説明できるような報告をきちっとしてほしいなと思って。 

 今の言うた資料を、この分科会はええで、予算常任委員会までにどれぐらいの件数があ

って、自己水がこれぐらいでこうなったり、それから、本来やともうちょっと自己水へ行

ってもええのがこっちへ来てくれたと。精密なやつは要らへんで、そういうのを一遍ちょ

っと出すこともしてほしいなと思って。 

 

○ 加藤清助委員長 

 要望ということで。あれ、正式事業名は何ていうんでした。大口需要……。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 制度としましては大口利用者減額制度という言い方をしておりますけれども。 
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○ 加藤清助委員長 

 じゃ、それ始まって丸３年。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 今３年目の結果が出つつある状況でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、先ほど川村委員が言われましたように、その事業に取りかかって、今さっき百何

社中四十何社が登録申請か何かということがありましたが、その利用実態の中身だとか、

そもそも当初目標としていたことからどういう進捗になっているかというようなことを、

また当委員会に資料も含めて報告を準備いただきますようにお願いします。今定例月議会

じゃなくてもいいんですね。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 それって準備ってどれぐらい要りますか。川村委員にお尋ねしますけど、議案審査の採

決には別として。 

 

○ 川村幸康委員 

別として。 

 

○ 加藤清助委員長 

 できるだけ早く資料提供してください。お願いできますか。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 ご用意させていただきます。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 さっき川村委員の上下水道、二つあったけど、いいんやね。 

 

○ 川村幸康委員 

 はい、大丈夫です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 続けて。 

 時間どうしよう、１時間15分たったな。すぐ終わる。 

 

○ 豊田政典委員 

 川村委員の地震対策のほうですけど、資料をいただいたんですけど、下水道総合地震対

策事業計画、これを読んでいたら、防災上、特に重要とされる管路や云々と書いてあって、

５年間で20億円余りという計画です。聞こうと思っていたんですけど、計画的に平成29年

度を５年目として、これでほぼというか一旦完了して、あとは細かいやつなのかと思って

いたんですけど、ここに書いてある――ここにというのは６ページですけど――６ページ

の年次計画及び年割額というやつにしても平成29年度では終わらない。まだ続いていくみ

たいな話だったんですけど、そのあたりをもう一度補足いただきたいのと、その後はどう

なっているのか、きちんと計画があるのかないのか、それを確認させていただけますか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、平成29年度までの下水道地震総合事業計画の補足と、その29年度以降はどうなる

んやということでお尋ねですが、どなたが。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 平成29年度以降の話になりますけれども、一応第１次緊急輸送路は29年度までを目標に

はしておりますけれども、現在進んでいないような状況ですので、29年度以降も引き続き

第１次緊急輸送路の耐震化を進めていくことになると思います。 

 ほかのポンプ場施設に対しては、今のところ計画どおり進んでおります。ただ、平成29

年度以降もポンプ施設が31施設ぐらいありますので、29年度以降もポンプ場の耐震化とい

うのは続いていきます。 
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 処理場ですけれども、これもまだ処理施設、第１系、第２系、第３系の耐震化が必要な

箇所がかなりありますので、平成29年度以降も続けていきます。ただ、いつ終わるかとい

うところですけれども、管路に対しては今後５年でどれだけできるかというのをまた経営

計画と合わせて、投資と合わせてまた検討し直しますので、いつまでというのはちょっと

わかりませんけれども、ポンプ場に関しては平成33年度やったかな、年一、二カ所ずつや

って終わらせて……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 何かはっきり答えてよな。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 ちょっと待ってください。ポンプのほうはちょっと。 

 

○ 加藤清助委員長 

 最後ふにゃふにゃふなと言って、わかりませんというとまたあれやし、計画はどうなっ

ていますというところまでは言えると思うけど。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 計画は、この地震計画が平成29年度までですので、それ以降の明確な計画が決まってお

りませんので、ここで正確なお答えはできないということで、ただ、残ってまだしばらく

は続いてやっていくということで。 

 

○ 加藤清助委員長 

 平成29年度以降はまだ決まっていないというのが正確な答弁ということになるのかなと

思いますが、29年度って来年度やな。ええのけ。 

 

○ 豊田政典委員 

 今の答えでは交付金も平成29年度までしか出ないということだし、それから、まだ随分

ポンプ場も残っている、管路もこれで29年度計画どおりいっていないという話なので、や

っぱり計画的にやらないと、耐震化ですから、重要なところであるし、また、企業経営上
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もそれだけの負担がかかっている話なので、きちんと計画的に進めるべきだと思いますが、

いつ作るんですか、その計画。 

 

○ 加藤清助委員長 

 平成29年度以降の耐震化の計画についての検討はどうされるのか。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 今の計画が平成29年度までございますので、29年度中に30年度からのまた５カ年計画を

立てましてやっていくことにしております。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、最後、そうすると、全体全ての施設を100として、平成29年度で交付金で終わる

のは何％ぐらい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 概算で平成29年度までの計画で終了するのは、全体100とするとどれぐらいの水準まで

いけるのかというもくろみ。 

 

○ 川村幸康委員 

そんな計画ないんと違うの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 でも、交付金が今までどおり来ると想定してでしょう。平成29年度までですよ、29年度。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 全体に対する平成29年度までの進捗というのは把握しておりません。 

 

○ 加藤清助委員長 

 これ、上に年度別に数字も入れてあるもんな。工事別には進捗わかるわけでしょう、こ

れ、工事別にはね。全体をするとちょっと言いにくいけど。 
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○ 川島上下水道局政策推進監 

 補足をさせていただきます。 

 下水道の耐震化計画というのは、新しい耐震診断をかけて、新しく施設ごとに５カ年の

耐震計画というのを組み、申請をかけて進めていきますので、一度に全計画を立てるとい

うものではございませんもんで、徐々に新しいものがふえていくようなイメージをとって

いただきたいと思います。 

 前、所管事務調査でも若干説明させていただいたところですけれども、今で全数どんだ

けで、どんだけの進捗という形をこの計画は持っておりませんので、各施設ごとに５カ年

計画を立てていくというイメージのものでございます。そのうちの今現在５カ年の交付金

計画の切り出しを手元資料に示させていただいたところでございますので、全数の何％と

いうのはちょっと現在のところ持ち合わせていないという意味でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 おわかりいただけたでしょうか。 

 

○ 豊田政典委員 

 大分わかってきましたが、平成28年度、６ページにも今から診断するやつもありますか

ら、まだ見えていないところもあるというのはよくわかった。けれど、そうしたら、もう

ちょっとだけ、耐震診断が終わるのは――今ある施設でいいです――いつ終わるとかとい

う質問なら答えられるの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 現有施設の耐震診断は診断の終了めどはあるのかという。まだ残っているのがあるんで

すね。あるんでしょうね。 

 どうですか、豊田委員の質疑に対して、耐震診断をまだやっていない部分があるとして、

それが終わるめどはいつなのかというお尋ねですが。もう終わっているなら終わっている。 

 

（発言する者あり） 
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○ 加藤清助委員長 

 じゃ、整理していただいて、10分ほど休憩して、35分再開として、先ほどの質疑の答弁

から再開いたします。 

 

                                １４：２５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：３５再開  

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、再開させていただきます。 

 冒頭に発言の訂正を求める要請がありましたので、先ほどの災害のペットボトル関連の

ところで。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 申しわけございません、発言の訂正をお願いしたいと思います。 

 先ほど村山委員からのご質問の中で、水道アンケートについて、設問の中で家庭での備

蓄状況を把握しているかというような質問がございました。私は水道アンケートのほうで

設問を設定しないとお答えさせていただきましたけど、間違いがございました。水道アン

ケートの中では家族１人当たり6.19ｌ確保しているという結果が出ております。申しわけ

ございませんでした。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、アンケート結果では１人当たり6.19ｌ備蓄しているというのが集計されていると。 

 

○ 村山繁生委員 

それが54.4％ということ。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 まず、問い８の中で、自宅で飲料水を確保していますかという問いで、確保していると

いう人が54.4％、その次の問いで、確保しているというお答えの方に家族１人当たり何ｌ
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確保していますかという問いで、平均すると6.19ｌという状況です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 求めている水準は１日３ｌで７日間で１人、21ｌ。21ｌに対して6.19ｌということか。 

 訂正発言は今お聞き及びのとおりであります。別に制約するつもりはないんですけれど

も、きょう初日ということで、終了は大体午後４時をめどに、どこまで行くかわかりませ

んけど、１日目の終了時刻目標にしたいと思います。 

 続けます。さっき答弁の準備をしていただいたと思いますので、そこからになります。 

 

○ 堀木施設課長 

 済みません。先ほどのご質問の関係でポンプ場につきましてご説明をさせていただきま

すと、平成27年度までに耐震診断を実施した施設が19施設ございます。平成28年度は５施

設を予定いたしまして、29年度５施設というような形で全て、ポンプ場につきましては耐

震診断を終了するというような運びでございます。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、耐震診断は全施設、平成29年度で終了と思っていいんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 確認です。 

 

○ 堀木施設課長 

 平成29年度で終了いたします。予定でやっています。 

 

○ 豊田政典委員 

 もう一回、さっきの休憩前のやつを簡単に言い直すと、耐震診断できたら終わりも設定

できるかもしれないです、どんだけの業務量が要るか。毎年毎年ふえてくるわけじゃなく

て、一定の基準に従った耐震補強をするわけでしょう。そうすると、終わりもわかるし、

業務量もわかって計画できるというわけですよね。それはいつつくるんですか。 
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○ 加藤清助委員長 

 予算がつくかどうかによる。その点はどうですか。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 平成29年度中に残事業がわかりますので、そのときに30年度以降の計画書に盛り込むよ

うに29年度に作成します。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、この件はわかりました。 

 

○ 加藤清助委員長 

 続けて。 

 

○ 豊田政典委員 

 続けて、あと四つぐらいあるんですけど、簡単に聞きますので、そんな重い話じゃない

んで。 

 耐震が終わりまして、生活排水処理施設のアクションプログラムも改めていただいた。

これを見ながらちょっと聞いていくんですが、今年度の決算の審査の中でこんなふうに答

えをいただいた。平成27年度末で日永浄化センター第４系統が供用開始となるので、28年

度から下水、面整備に力を入れて進めていきたいとの答弁だったので、アクションプログ

ラムはこうだけれども、新年度予算に――漠然とした聞き方ですけど――力を入れていく

というところがどんなふうにあらわれているのかを紹介いただきたいです。面整備、急い

でほしいという思いから聞いています。 

 

○ 加藤清助委員長 

 新年度予算でアクションプログラム関係があらわれているとこら辺についてお尋ねです。 

 

○ 中村下水建設課長 

 下水建設課中村でございます。 
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 予算常任委員会の当初予算の資料でございます。こちらでございますけれども、資料の

21ページをご覧いただきますと、下水についての重点事項を載せてございます。その中で

汚水対策事業というのを出させていただいているんですけれども、こちらのほう、まず、

上のほうといたしまして管渠の整備というのがございます。この管渠整備の中で事業の概

要でございますけれども、流域関連の北部の処理区については、こちらに載せてございま

す羽津、下野、大矢知、八郷、三重、神前地区で整備をさせていただきます。こちらにつ

いては委員会資料の中の参考資料といいまして、このようなＡ４の横になっているものが

ございます。この中には整備をさせていただく位置図も載せてございます。こういった中

で、図面番号も書いてございますけど、こういった中で事業を展開していくということで、

その下にも南部の処理区もございます。そして、日永処理区でございまして、この中で19

億4000万円ほどでございますけれども、事業を展開していきたいと。 

 今年度、平成27年度の予算につきましては14億8600万円余でございますけれども、それ

で施工延長9.9kmを予定しております。平成28年度につきましては19億4000万円余、約４

億5000万円ほど増額いたしまして、施工延長が整備延長21kmをやっていきたいという形で、

現在整備延長としてはほぼ倍以上、そして、事業費につきましてもかなりの増という形で

本腰を入れて整備をしていくという形で考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 わかりました。面整備に力を入れて進めていくということで、アクションプログラムは

あるんですけれども、可能であれば、それを前倒しすることについては市民の皆さんも喜

ぶことですから、力を入れて、その力を入れるのを継続していただきたいなと思いました。 

 それと、関係あるようで関係ないんですけど、今さら感もあるんですが、予算常任委員

会資料のほうの18ページを見ながら、原価回収率の話なんですけど、18ページの真ん中の

表、原価回収率が64.05％の計画の予算をつくったということで、これは改めて見てみる

と、余りにもこれが低過ぎるんじゃないかという気がするわけです。下水道事業会計の経

営が大変厳しい一つの原因でもあるし、そうすると下水道使用料を上げなきゃいけないん

ですけれども、ほかの他市と比べて、レベル的にはどうなのかなというところとか、水道

は全然、100％超えているんですけれども、経営の抜本的なところなので、そう軽々には

いじれないところではありますけれども、原価回収率についての四日市の数字の位置づけ
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と今後の考え方について少し聞いておきたいなと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 原価回収率についての見解、今後の考え方について問われています。 

 

○ 内田経営企画課長 

 経営企画課内田でございます。 

 まず、原価回収率、確かに平成27年度よりも減少傾向になってきておると。この一つの

要因につきましては、日永浄化センター第４系統関係、こちらのほうを供用開始したこと

に伴いまして、いわゆる減価償却費、それに伴う薬品等、電力等の維持管理費、これが増

加してきておるというところが一つの大きな要因になってございます。 

 この原価回収率の64.05％が今の基準としてどうであるかというところの判断になりま

すけど、これ、高ければ高いほうが当然よりよいという状況にはございます。確かにおっ

しゃいましたように下水道使用料、こちらのほう、今現状の使用量の単価でこれだけの維

持管理のほうを回収しようとすると、経費の削減等を図った中でも今64.05％が今の形状

の中での努力としての目いっぱいの状況であるかなというふうな状況で判断してございま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 余り問うたことには答えてもらっていないんですけど、経営努力が限界だというのは、

最後言われたのはわかるけど、水準が全国的にどうなのかというようなことを聞いたのと、

経営というか、費用を抑えるのが限界なら収入を上げるしかないと思うんですけれども、

そこの考え方というのを示してほしかったんです。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ほかの自治体や下水道事業をやっている原価回収率の水準と比べてどうなのかという点

と、最後もう一点あったかと思いますが。 

 

○ 内田経営企画課長 
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 申しわけございません。 

 全国レベルとの比較というのはしてございません。と言いますのは、いわゆる人口的な

規模とかその辺の状況もございまして、同格都市という形の中で全額等の比較はしてござ

いません。 

 繰り返しにはなりますけれども、先ほど言いましたように、使用料のほうが今現状の中

で、維持管理をどういうふうにいかに削減していくかという状況の中で、今現状が目いっ

ぱいであるということをお答えさせていただきましたけれども、当然この分については今

後もさらなる経費の努力、これはしていかなければならないという判断はしてございます。

全国との比較につきましては、申しわけございませんけれども、してございません。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そういうのって見てもないということなん。比較はしていないというのは、そういうデ

ータもないということなの。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 総務省が出しています原価回収率、それに近い指標がありますので、委員会とは別で後

でお出しするということでよろしいでしょうか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 違う違う、それあるんやったらそれと比較したり、そのデータに基づくうちの水準はど

うなのかということを問われたかと思いますが。 

 

○ 松久経営企画課企画計画係長 

 見ておるんですけれども、私ども、現在手元に資料がなくて正確な数字、コメントがで

きないので。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 していないということや。 

 

○ 豊田政典委員 

 してください。経営何とか課でしたっけ、という名前に値するような答えじゃないので、

それ以上、聞きようがない。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補足ありますか。補足があるんですか。 

 

○ 中尾上下水道局管理部長 

 決算常任委員会等の折にもご説明申し上げましたですけど、下水道の会計、非常に厳し

い状況でございまして、いわゆる投資、整備等の投資が多くて、手持ち資金といいますか、

留保資金がかなり低くなっております。前からご説明申し上げておりますが、平成30年ご

ろには下水道使用料の見直しを――値上げということでございますが――していかなけれ

ばならないというふうな状況でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 いやいや、それは別に聞いていないやろう。 

 

○ 豊田政典委員 

 だから、経費削減の努力というのが限界だという言葉を信用するならば――聞いたんで

すよ――使用料を上げるしかないのかなという考えに至る、一つの単純な考え方で、それ

を完全否定するもんじゃなくて、平成28年度予算については少なくともそういった考え方

が全く度外視されているし、ますます原価回収率も下がっているので、決算のときにも議

論はしたけれども、改めて将来見通しというやつを聞きたかったんです。 

 決算のときの結論をきちんと覚えていないですけれども、今言われたような値上げも含

めて改めて経営計画みたいなやつを見直しつつ、また示されるということですよね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 平成30年度以降、値上げも含めた経営見直しを予定しているということですか。 
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○ 中尾上下水道局管理部長 

 平成30年度の見直しに向けまして、28年度、本格的に議論をさせてもらいまして、都

市・環境常任委員会のほうにおかれましても、いわゆる協議会等でまたご議論をいただき

たいというふうに思っております。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、今のはそれでええです。 

 あと、次、また話は全然変わりますが、資料をいただいたので、特殊勤務手当の資料を

二つ目の資料の20ページかな。 

 

○ 加藤清助委員長 

 20ページです。 

 

○ 豊田政典委員 

 二つ目だけど、ページ番号で言えば20ページ、これ、一覧をもらいました。何年か前に

企業手当みたいな名前のやつはなくされたりして見直しが行われたんですけど、とりわけ

精神的、肉体的に困難な作業であるとかというやつですよね、特殊勤務手当ね。苦痛を伴

うとかというところなんですが、改めて聞いておきますけど、汚水処理とかそういうのは

わかりますが、滞納整理であるとか用地交渉、難しい業務であるのはわかりますけれども、

特殊勤務手当という名に値する、あえて手当をつけるだけの業務なのかどうかということ

を納得できるように改めて説明してもらえませんか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 特殊勤務手当の根拠づけについて問われています。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 ご質問いただきました特殊勤務手当でございますけれども、先ほど委員のほうから話が

ありましたように、こちらのほう、特殊勤務手当については危険、不快または不健康な勤

務等特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要として、かつ、その特殊性を給料で考慮する
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ことが適当でないものに従事した職員に対して支給するという規定でございます。 

 先ほど委員さんのほうから話がございましたように、この特殊勤務手当、今まで見直し

を行ってまいりました。平成16年に特別勤務手当の廃止、それから、平成18年に水道業務

手当の廃止と、そういった見直しをしてきたところでございます。 

 そういった見直しを経る中で、現在お手元の資料のほうに記載をさせていただいており

ますように、外勤作業手当、汚水処理手当、滞納処理手当、用地交渉、災害危険作業出勤

手当という規定がございます。 

 こういった中で、滞納整理業務手当と用地交渉手当等でございますけれども、こちらに

つきましては市のほうの規定も滞納整理業務手当、それから用地交渉手当、規定がござい

まして、上下水道局においても規定はされていると。滞納整理業務手当につきましては、

水道料金等の滞納整理業務の困難性を伴う業務というふうにも認識をしておりますし、用

地交渉手当につきましても事業の執行に必要な手当ということで困難性を伴う業務という

ふうに認識をしておりまして、現状、私どものほうとしましては、こちらのほう、規定の

ほうをさせていただいておるところでございますが、ただ、実情といたしまして、こうい

った規定はあるわけでございますが、実際の支給実績となりますと、ここ５年間見ていま

すと、滞納整理業務とか用地交渉手当、支給した実績というのはございません。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 今答えてもらった中で、市長部局と同じ規定で文書で滞納整理業務、用地交渉業務手当

は全く同じ規定をしているんだ、一つ目、そういう答えですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 確認です。 

 

○ 芝田上下水道局総務課長 

 滞納整理業務手当と用地交渉手当、それぞれ市のほうでも規定はございます。例えば市

のほうですと、滞納整理業務というのは、まず収納推進課で市税等の滞納整理業務という

形で市のほうでも規定がございますし、用地交渉手当につきましても、市のほうでも市の

土地の取得に必要な業務という形で市のほうでも規定もございますが、局も独自に規定を
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設けて定めておると、それぞれで定めておるという状況でございます。内容的には同じよ

うな内容で規定をされておるというものでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 今回実績がないというので、内容についてはそれ以上聞きませんが、実績がないという

ところですけど、そうすると、業務に従事した実績がここ何年間かはゼロだと、そんな理

解でいいですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 滞納整理業務はあるんでしょう、用地交渉もあるんでしょう。 

 

○ 飯田お客様センター所長 

 補足説明をさせていただきます。 

 滞納整理業務手当につきましては、こちら勤務内容としましては、庁外でという部分と、

それから、滞納処分に関する直接業務というところが記載がございますが、この表の欄の

下のほうに４時間未満である場合は支給しないという時間的な制限もございます。実際、

上下水道使用料、下水道使用料の未収金があるような方について、例えばというような場

合ですと、預貯金等の差し押さえといったことも滞納処分もやっておりますが、ただ、そ

れに係る時間が４時間を超えるかというと、局から出て金融機関に行って手続をやって帰

着するまでの時間がおおむね市内がほとんどでございますので、４時間を超えないと、４

時間未満であるという部分で、この手当の支給対象には結果的にならないということで支

給の実績がないという総務課長のお答えになります。 

 

○ 豊田政典委員 

 滞納整理はわかりました。用地交渉は。 

 

○ 川島上下水道局政策推進監 

 用地交渉手当につきましても同様でございまして、交渉業務というのは幾つかあるわけ

でございますが、飯田所長の申し上げたものと同じように４時間以内で帰着することがほ

とんどでございますので、特殊勤務手当を支給される実績がなかったというところでござ
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います。 

 

○ 豊田政典委員 

 よくわかりました。 

 最後、続けていいですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 続けてください。 

 

○ 豊田政典委員 

 次、また細かい話なんですけど、補助金・負担金の一覧表をずっと見ていまして、補助

金のほうの72ページ、上下水道局のやつで、よくわからないので聞くレベルなんですが、

いいですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 いいですよ。 

 

○ 豊田政典委員 

 ナンバー231から233のところ、231は水洗便所改造資金融資あっせん資金利子助成です

けど、平成27年度が非常に細かい数字で22万2000円、平成28年度当初予算はぐっと減って

３万2000円になっている。これはその助成対象者が決まっていてこういう細かい数字にな

っているのかなと思うんですけど、その辺の数字の変化というか置き方を教えてほしいの

と、それから、232と233はそれぞれ水洗便所の設置費と公共下水道のやつが232で、233は

農業集落排水ですが、生活保護受給者が対象で、上限50万円の100％補助、これも対象者

の人数を想定されているんでしょうけど、どういう50万円、50万という数字の置き方の根

拠とか、実績も合わせてそのあたりを教えていただきたいなと思いました。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補助金の設定と実績根拠について、予算の。 
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○ 稲垣生活排水課長 

 生活排水課の稲垣でございます。 

 まず１点目、231番の水洗便所改造資金融資あっせん資金利子助成ですが、こちらに掲

載の金額については既に融資あっせんが確定した個人さん、そちらの利子補給を行ってお

ります。確定した部分で合わせて金額が決まっていますので、その融資あっせんをかけた

時点で、じゃあ年々幾らになるかという数字で、その対象の方が多いときは数字が多くな

りますし、利子助成が終わりますと金額が下がりますので、そういう形で変動するという

ものでございます。 

 それから、232と233につきましては、それぞれ改造資金の補助ですけれども、こちらは

補助金の算出根拠にありますように、対象が自己資金のない生活保護世帯の救済というこ

とで、こちらについては近年そういう実例がないということで、金額は予算上は上げさせ

ていただいておりますけれども、実績がないということで、支給は最近はございません。

こちらについては１件当たり上限額50万円ということで置かせておりますので、その年に

もしそういう対象がありますと、予算措置していないと執行ができませんので、最低限の

件数を予算計上させていただいたというような状況でございます。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 ありがとうございます。231はわかりました。232と233は、そうすると近年はないとい

うことなんですけど、公共下水道でいくと、自己資金のない生活保護世帯のところに管路

が引かれて、自分のところ、対応しない方も見えるけれども、それは制度が知られていな

いからそのままにしているということはないんですねということを聞いておきましょう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 実態はどうなんだと。補助金実績はないけれども、実態としては把握はされているのか

と。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 失礼しました。 

 こちらあくまでも補助金ですので、申請に基づいて支給させていただいておると、申請



 - 101 - 

をいただいた方に対して確認をさせていただいて、補助金を出していただいておりますの

で、最近ではそういう申請がないということで実績がないということになります。 

 

○ 豊田政典委員 

 そうすると、幹線が通って、そうするとみんなに引いてくださいねと言いますやんか。

その際にこういう制度もありますよというような紹介はしているんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 周知のほうはいかがでしょうか。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 工事の説明会の際にはこちらパンフレットを各工事の説明会で配布させていただいてお

ります。この中にそういう制度も掲載させていただいて、紹介させていただいております。 

 

○ 豊田政典委員 

 よくわかりました。 

 

○ 加藤清助委員長 

 以上ですか。 

 

○ 村山繁生委員 

 済みません、ちょっと朝に戻ってもうしわけないですけど、どうしてもいまいち納得い

かないので、企業債のことでちょっともう一回、もう一点だけ確認させてください。 

 固定金利ということはわかりました。それで、古いやつですとどうしも金利が５％近い

ですよね。今で借りると１％もちょっと超えたくらいの金利だと思うんですが、普通の住

宅ローンでも借り換えというのはできるんですね。だから、新しく借りて一括にして返す

ということはできないものなの、決まりがあるんですか。 

 

○ 内田経営企画課長 

 まず、国のほうから借りております分につきまして、まとめて一括償還をしようといた
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しますと、それで利息相当の保証金が必要になります。その保証金を払って一括なりで返

済するというような状況になりますので、保証金の分を払ってまでそこで一括償還するか

と。 

 一つの例といたしまして、平成19年のときに３カ年かけまして5.0％以上の金利につき

まして国のほうから保証金を免除ということで、３カ年の分につきまして、その分につき

ましては保証金免除になりましたので、金利のほう借り換えいたしております。ただ、今

現状それ以外のものにつきましては保証金が必要となることから、借り換え等のほう、こ

ちらのほうはしてございません。 

 以上でございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 それは全てのものにきちっとそういうふうにうたってあるわけですか、保証金を払えと

いうことは。一括返済する場合は。 

 

○ 内田経営企画課長 

 うたわれてございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 それ、また一遍見せてほしいんですけど、それで、保証金というのはどのぐらいのもの

なんですか、それは。どういう割合で保証金というのは出てくるんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どの程度の保証金がうたわれているのかということですが。 

 

○ 内田経営企画課長 

 正確な数字的には申しわけございませんけれども、利息相当額になるかと思います。一

括して残りの部分の利息相当額、後で計算式がございますけれども、その計算でいきます

と、残り一括をするための利息相当額の保証金として国のほうへ支払うというような形に

なります。 

 以上でございます。 
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○ 村山繁生委員 

 それは全く意味がないということなんですね。 

 

○ 内田経営企画課長 

 一括の分をその保証金、利息、それを払って借り換えしても、その保証金の分だけ余分

になりますので、そういう形の中で借り換えを行っていないということでございます。 

 以上です。 

 

○ 村山繁生委員 

 その保証金で縛られているということはわかりました。また、その点だけちょっと見せ

ていただけませんかね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それは村山委員、採決には間に合いませんが、後刻、保証金について記載されている分

を提供してほしいということですね。 

 

○ 村山繁生委員 

 はい。後刻で結構です。 

 

○ 内田経営企画課長 

 わかりました。提出をさせていただきます。 

 

○ 三平一良委員 

 下水道事業で毎年のように国庫補助金の鑑定によって要求どおり来なくて計画が遅れる

というのがあるんですが、先日、新聞で桑名がどこかの事業団と協定を結んで計画の進捗

が随分早くなるというようなことが載っていたんですけど、その仕組みはどういうふうに

なっておるのやろう。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 おわかりになる方。 

 

○ 矢田技術部長 

 新聞報道では桑名市と合意書というものが結ばれたということでございます。相手先と

いいますのは下水道事業団と申しまして、今現在、第４系統のほう、建築は四日市市のほ

うでは工事委託をしておるというようなことでございます。 

 日本下水道事業団法というのが改正されまして、これまでは第４系統のような大規模構

造物、もしくは下水管においても大きなシールドとか、そういうものについてはこれまで

もあったけれども、これからはいわゆる面整備的なものについてもＪＳ、下水道事業団の

ほうに委託するということが可能になったということで、今回桑名市さんが駅周辺であり

ますとか、それから市の西部のほうになりますか、そういうとこら辺というのがまだ整備

がなされておらない、まとまった区域があるということで、それに対しまして下水道事業

団のほうに今回工事委託をしていくということで、それで人口普及率を上げていくんだと

いうような形で報道をされておったところでございます。 

 対しまして、四日市のほうは、じゃ、どうなのかということになります。 

 まず１点め、地理的な条件からまいりますと、まず、桑名市の場合は先ほど申し上げま

したように駅周辺とか、それから市西部ということでございます。もともと桑名市さんの

ほうは下水の普及率向上を図るということで、西部のほうとか大規模な団地がございます。

そういうとこら辺を優先的に接続していくということで普及率を上げられておったという

ことだそうですけれども、駅周辺、いわば中心市街地のほうがその分あと残りになって、

まとまったところがあったということでございます。 

 翻って四日市を考えますと、四日市については沿岸部のほうからほとんど整備を進めて

おりまして、今ちょっとまとまったところといいますのが垂坂のほうでありますとか小古

曽のほう、それ以外のところについては、これから今認可区域で事業を進めていこうとい

うとこら辺というのは、先ほども予算の分科会資料にもございましたが、各地区で何カ所

かにばらばらと分かれて出しておるというような状況でございます。 

 今回、下水道事業団委託というものの効率性といいますのは、まとまった部分を大規模

な発注をしていくというような形、その中で経費を削減していこうというような形でござ

いますので、今回私どものほうの四日市は、これから事業費は上がっていくわけなんです

けれども、基本的にはいろんな箇所をやっていくということでございますので、今回の下
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水道事業団との合意書というような内容とはちょっと合わないのかなというふうに認識を

しておるところでございます。 

 

○ 三平一良委員 

 計画の進捗を早めるには、早めるということは、結局金が要るということやないですか、

お金が。財源内訳としては国庫補助金も入ってくるわけですよね。そうすると、その下水

道事業団と協定を結ぶと要求額どおり来るということかな。 

 

○ 矢田技術部長 

 要求どおり来るかというのは、私どものほうではちょっと申しわけないですが、お答え

ができません。ただ、来た範囲の中で大規模な一括発注で――ただ、言われておりますの

は、３年、４年ぐらいの債務負担をとって事業を進めていくというような形でございます

ので――相当な大きな規模で発注をされていくのではないかなというふうに認識をしてお

るところでございます。 

 

○ 三平一良委員 

 この四日市も予算を組むときに要求額で載せるわけですわね。いつも減額修正するわけ

や。その減額された分は来年度に上乗せするというけれども、その上乗せ分がきっちり満

額要求どおりになったということは少ないわけやわね。それで計画が遅れるわけですよ。

だから、桑名市はどうしてそんな計画が短縮されるのかなという、ちょっと不思議やった

もんで。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 新聞記事によりますと３倍ぐらいのスピードということなんです。どういう考え方かと

申しますと、先ほどご紹介、うちもつくらせていただきましたアクションプログラム、ご

ざいますね。平成37年度の目標値があるわけです。それを単純に割り込むと、毎年1.何％、

今1.5％程度、それで、今0.5％の進捗ですので、それを何とかアクションプログラムを達

成するためにということでこの手法を入れ込むと、毎年約３倍近いペースでやるという形

での考え方ということで新聞記事に載ったというところですので、果たしてそんだけの事

業費を確保できるかとか、そこまで結局まだ裏づけというか、担保はないわけです。ただ、
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そういう理念のもとにという形で下水道事業団と合意書を交わしたというところですので、

これについて具体的なところについては、どれだけメリットがあるかというところはこち

らも検証というか、状況は確認もしていきたいと思いますけれども、余りにも状況が違い

ますので、なかなかスケールメリット的にも本市は出ませんし、当然下水道事業団に委託

すれば、その分委託事務費もかかってきますので、そこら辺も現実どういう形のメリット

が出るかというところも検証はする必要があろうということは認識しています。 

 

○ 三平一良委員 

 下水道事業団というのは天下り先やわな、国土交通省の。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 これは特別地方公共団体というあれで、法律でしたんですが……。 

 

○ 三平一良委員 

 ごめん、ちょっと変な言葉を使いまして。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 そういう各市町から出向者とかそういうので構成されているのが基本だと聞いています。 

 

○ 三平一良委員 

 だから、国土交通省とつながっておるわけやわな。ということで、ひも付きになるわけ

やな。 

 

○ 加藤清助委員長 

 答えにくいと。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 そこまで認識してございません。そこまではちょっと確認とってございません。 

 

○ 三平一良委員 
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 わかりました。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他にご質疑のある方ございませんか。 

 

○ 川村幸康委員 

 資料の請求をしたので、楠地区の、もうこれ以上にお金をつぎ込むことのないように。 

 

○ 加藤清助委員長 

 新市建設計画に基づく。 

 

○ 川村幸康委員 

 楠地区の工事の場所がいろいろあって、相当な額やで、もうこれ以上また何か要るとい

うことのないように万全を期して準備をしてやってほしいなということしか言いようがな

いのと、あと、きょう、これで終わるんやろう。まだあるの、きょう、上下水道局で終わ

る予定なんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうです。 

 

○ 川村幸康委員 

 計画、何ページやったかな、円錐形のあれがあったやつ。10ページですか。雨水の最初

の優先度の考え方はわかったけど、水道広域化のイメージで、図の書いてあるのはよう理

解できるんやけど、これが四日市の上下水道局やったらどうなっていくのというのが余り

見えやんで、もう少し四日市の上下水道局やとこうしていくというやつをちょっとつくっ

てほしいな。国が示す広域化による類型別の効果は次のとおりとなるとなっておるけど、

四日市は四日市のやり方があって、例えばどことどことを経由して統合していくとどうな

るのか、北勢５市５町なのか、桑名とまずやるのか、三泗地区とこれからどうするのか、

いろんなことを考えられるやろうで、一遍それをもう少し、引き続き研究を重ねるとなっ

ておるけど、私が期待したもう少し突っ込んだ具体的な具やで、それは私も見たことがあ
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るで、もうちょっと具体的な具も入れて、広域化の考え方の準備をちょっと進めてほしい

なと思って。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 川村委員からは広域化に関して、ここには北勢広域水道事業促進協議会の関係で述べら

れていますが、今後のところ広域化をにらんだ着手だとかというのは想定されているんで

しょうか。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 済みません、この資料でございますが、今、川村委員さんもおっしゃいましたが、国の

基本的な考え方というところでまとめさせていただいたところがございます。 

 一番最後、委員長も触れていただきましたけれども、こういう話をする場としては北勢

広域水道事業促進協議会というところで、各市町の問題等をここでするというところがご

ざいます。実際県水の関係ですと、特にこの協議会でいろいろ議論する中で県のほうに統

一して陳情するなりというふうなことをしてございますけれども、現実こういう形での広

域化というところは提唱されましたけれども、ほかの市町とも具体的にこの問題について

議論したことというのは現実的にございません。そういうところでこの表というところな

んですけれども。 

 ただ、どこまでできるかわかりませんけれども、例えば一番下の施設の共同化にしまし

ても、隣の市と、例えば町と共同で井戸を持つとか、そんなこともできることもございま

すし、各段階ごとにどんなことができるというところは、この周辺の市町とも一回そうい

う場を持って、最後に書いてございますように、まず、情報交換から始めたいと思います

もので、そういうところを含めて今後進めさせていただこうと考えておりますので、今現

状ではこれでご理解をいただきたいなとは思ってございます。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 特に市長はこの秋口に中核市も目指してこうやってやっていくという中にいくと、幾つ

かの隣の市町とどうやるのかということも広域化を目指してやる準備やろうと思うで、そ
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うすると特に、一番上下水道局がやりやすいのかなと私は思うておるんやわ、広域行政を、

広域化を、ほかの観点よりも。ほかのやとちょっとどろどろした部分もあるやろうけど、

上下水道はないやろう、さらっとしておって。 

 やりよいやろうなと思って、切り口には。だから、それこそ合併なり何なりというので

難しいけれども、幾つかの切り口でいくと、上下水道が一番大変やろうけれども、合理性

やら効果的にはあるんかなと思って、効率性は一番。これ、ちょっと本当に来年ぐらいに

は、上下水道局の中に課をつくりなよ、広域化の研究の。片手間に倭さんが考えやんと、

この辺の情報交換だけではなくて、ちょっと本当にやったほうのが、今からやったって、

やれるのは本当に何年かかかるで、これ。ちょっとやったほうがええと俺は思うな。議会

で何か議決せなあかんのやったらするけど、やってほしいって。けど、それぐらいに大き

なことやろうけど、もう今からやっても全然遅くないよ。 

 一つは、５市５町では、最初に大きく掲げるけど、まず三泗地区と違う。１市３町でど

うしよう。あと、水源もある隣の東員町を含めてか、そこらと一遍手始めにきちっと、あ

んたらというよりも議会からも要請があるといって動いて考えたほうがええかなと思うん

で、もう少し抽象的なことじゃなくて、具体的に数字を放り込んで、これぐらいするとこ

んなんよというのは、よそへ出してもええような数字で、そんなんで理解を求めていくと

いうやり方が要ると思うで、できればそういう準備をしてください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 広域化に向けての隣接市町との方向性について意見交換や協議をしていったらどうかと

いう提起でございますので、受けとめていただいて、今後の事業活動でしかるべきときに

あれば報告もいただけるようにお願いいたします。ということでよろしいでしょうか。 

 あと、ございませんか。 

 なかったら、僕、一つだけ聞いておくけど、言葉の意味がようわからんもんで、公共施

設等総合管理計画で上水道の基本方針が示されていまして、水需要が減っていって、経営

が厳しいということは予算のところでも言われていて、こっちの総合管理計画のところに、

多分これは平成31年度からの水道事業基本計画の策定と合わせてという意味かと思います

が、水需要予測や事業性を考慮し、段階的に管路のダウンサイジングを図りますと書いて

あるんやけど、ダウンサイジングやで縮小するんかなと思うんやけど、これはどういうふ

うに読み取ったらええのかだけ簡潔に教えてください。 
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○ 出口水道建設課長 

 水道建設課出口と申します。 

 ダウンサイジングの件でございますけれども、過去は同径の管径で整備をしておりまし

た。ただ、近年になって水の停滞するところとか、そういうところもいろいろなソフトを

駆使しましてわかってまいりまして、そういったところについては水道管の口径を落とし

て経済性というものも追求していくというところへ現在は進めております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それは平成31年度からの水道事業基本計画のところからスタートしていくんじゃなくて、

今もそう進めているということですか。 

 

○ 出口水道建設課長 

 将来の計画も踏まえまして、どのように持っていけばいいかというところで前倒しして

進めておるというところでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ありがとうございます。 

 他にご質疑ございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 なしという声がかかりましたので、以上で質疑を終結いたします。 

 討論はございますか。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 討論なしと認めます。 
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 それでは、簡易採決でいきたいと思いますが、議案第58号平成28年度四日市市一般会計

予算、第１条歳入歳出予算、第４款衛生費、第１項保健衛生費関係部分、第６款農林水産

業費、第３項農地費関係部分、議案第64号平成28年度四日市市農業集落排水事業特別会計

予算、議案第67号平成28年度四日市市水道事業会計予算、議案第69号平成28年度四日市市

下水道事業会計予算につきまして、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 異議なしと認め、本件を可決することと決定いたしました。 

 

 〔以上の経過により、議案第58号 平成28年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出

予算、第４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）、第６款農林水産業費、第３

項農地費（関係部分）、議案第64号 平成28年度四日市市農業集落排水事業特別会

計予算、議案第67号 平成28年度四日市市水道事業会計予算、議案第69号 平成28

年度四日市市下水道事業会計予算について、採決の結果、別段異議なく可決すべき

ものと決する。〕 

 

○ 加藤清助委員長 

 次、審査順序に基づきまして、議案第107号平成27度年四日市市一般会計補正予算（第

８号）、第１条歳入歳出予算の補正、第４款衛生費、第１項保健衛生費関係部分を議題と

いたします。 

 

    議案第107号 平成27年度四日市市一般会計補正予算（第８号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

        第４款 衛生費 

         第１項 保健衛生費（関係部分） 

 

○ 加藤清助委員長 

 議案の説明をお願いいたします。 
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○ 内田経営企画課長 

 経営企画課長内田でございます。 

 お手元に配付の予算常任委員会資料、平成27年度一般会計補正予算第８号、ホチキスど

めになっておりますが、こちらのほうのご用意をよろしくお願いいたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 浄化槽の設置の関係の部分です。 

 じゃ、説明をお願いします。 

 

○ 内田経営企画課長 

 鏡をめくっていただきまして、一般会計補正予算第８号の上下水道局所管分でございま

す。合併浄化槽設置費補助金につきまして、住宅の新築、改築やリフォームに伴う浄化槽

の設置件数が伸びず、設置費補助申請件数が当初予算見込みを下回りましたため、減額補

正をお願いするものでございます。 

 表の真ん中にあります歳出の款衛生費、項保健衛生費、目環境保全費、節負担金補助及

び交付金において、合併浄化槽の補助申請件数が当初の見込みを下回ったため、補正額と

いたしまして1473万円を減額するもので、補正後は6780万円でございます。これを受けま

して、一番上の表の歳入、こちらのほうの款国庫支出金、項国庫補助金、目衛生費補助金、

節保健衛生費補助金、こちらのほう566万5000円減額するもので、補正後は2032万円とな

ります。 

 また、歳入の款県支出金、項県補助金、目衛生費補助金、節保健衛生費補助金を243万

5000円減額するもので、補正後は762万円になります。 

 一番下の表に記載のとおり、平成28年１月末の補助基数は、新築が180基、転換が40基

で合計220基でございます。１月末の補助基数と２月、３月の見込み基数の合計は、新築
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195基、転換40基で合計235基。新築は当初235基より40基の減、転換は当初予算50基より

10基減になりまして、1473万円の減額補正をお願いするものです。 

 補正予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補正予算の説明についてはお聞き及びのとおりでございます。 

 これよりご質疑を受けたいと思います。 

 ご質疑のある委員の皆さん、挙手にてお願いいたします。 

 

○ 川村幸康委員 

 これは多過ぎたのか、見込みと違うておったというのは仕方ないけど、どういうのが理

由やと思うておるの。ただ単なる、それだけ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この差異で減額になる、その理由について。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 当初285基と上げさせていただいておったのが平成27年度ですが、25年度実績、26年度

の上半期実績から想定してこれだけの基数が出るだろうという想定をしておったのですが、

残念ながら今年度につきましては、それをこちら先ほど説明させていただいた内容でもっ

てなかなか申請が上がってきていなかったというところで減額ということになります。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうすると、平成28年度はどうした、最終的に。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 平成28年度につきましてもなかなか厳しいところはあろうかと思いますが、平成29年４

月からの消費税の増税が見込まれますので、若干ふえていくのかなというような思いはあ

ります。それでもって平成28年度予算は計上させていただいております。 



 - 114 - 

 

○ 川村幸康委員 

 もう一つは、ある程度行き渡ったと見ておるのかどうなのか。どう見ておる、見方を。 

 

○ 加藤清助委員長 

 普及率について。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 普及率といいますか、今年度の実績でもう一つ、今補足するわけですけれども、要は公

共下水道が未整備のエリアで、いわゆる住宅団地の造成が今年度はほとんどなかったと。

昨年度は、例えば三重富士の跡地でありますとか、それから、内部地区のほうで、小古曽

のほうで公共下水の未整備のところで大きな団地が出ました。そういうところについては

実際の平成26年度実績等で上がってきておったわけですけれども、今のところそういうと

こら辺の新設のところが今は想定されておりません。というとこら辺が実際落ち込んでい

るところかなと思います。 

 

○ 川村幸康委員 

 あの三重富士の跡地は公共下水道と違うの。あれ、合併浄化槽なん。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 あちらは市街化調整区域になっておりますので、公共下水道未整備区域でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 都市計画か何かでやったやつじゃない。 

 

○ 川村幸康委員 

 この間もあの辺で一つ案件があったけど、基準を一遍見直して、未整備で市街化調整区

域で下水は近くに来ておるけど、全然拾うていけやんところあるやん。今のあの辺、三重

富士のあの辺の市街化調整区域、家はたくさん建ってきておって、既存の集落で。公共の

あれ、太い管は入っておるのやわな、国道365号線に、違うの。県の。あれから市の管を
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どこか伸ばせやんのか、枝を１本。 

 

○ 加藤清助委員長 

 面整備のあり方について見直せやんのかという。 

 

○ 川村幸康委員 

 それが無理なんやったら、合併浄化槽の要件をもう少し工夫できるようなことで、そう

いうところを救っていけるような、今やとあの辺で現物というと悪いけど、浄化槽が悪く

て、それこそなかなか機能を果たさんようなやつをつくって出ておるところがあって、変

えようとしても、今の助成制度にはなかなか乗らんというのがようけあるやん。ああいう

ところの部分を何とか救えやんのかなと思って。きれいな水を流してもらったほうがええ

に決まっておるで。 

 

○ 加藤清助委員長 

 生活排水処理施設整備計画図という図面がありますよね。 

 

○ 川村幸康委員 

 見ておる。 

 

○ 加藤清助委員長 

 だから、これでやっておるということなんでしょうね。川村委員のご指摘の件で関連し

てあれば。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 今の川村委員のほうからはちょうど三重富士のお話がありましたけれども、あちらのほ

うは市街化調整区域ということで合併浄化槽の補助金の対象にはなっております。ですの

で、実際に平成26年度でそこで補助金、かなり伸びていますし、27年度も幾つか補助をさ

せていただいております。 

 いわゆる市街化調整区域の中でそういう団地でありますとか既存住宅のところで家を建

て替え等された場合に、新たに合併浄化槽を設置することについては基本的に補助金の対
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象になっておりますので、今委員さんがおっしゃっていただくようなところについては、

基本的には対象になるというところがございます。 

 それと、私がご回答していいのかあれですけれども、アクションプログラムでご説明さ

せていただいておるとおり、一応市街化区域をまずは優先的に整備をしていくということ

で、平成37年度を目途として市街化区域を整備しておって、その後に市街化調整区域に入

るというふうに考えておりますので、市街化調整区域につきましては、それ以降で整備を

していくというところで考えております。 

 以上です。 

 

○ 川村幸康委員 

 補正でこうやってやって見込み違いで伸びやんとあれになるのやったら、これを使って

生かせるようなところの部分、なんかできやんのかなと思って。俺、あの三重富士なんか

のところは、あれ都市計画審議会で家を建てるように認めたのも、向こうの市街化区域か

ら川を挟んで、川を公園と見立てて、そして、三重富士も市街化区域やというふうな感じ

であそこの開発を都市計画審議会では認めていったんやわな。都市整備部として、あそこ

に家を建てれるというのを。東坂部のほうの市街化区域と一体と見て、あの川で途切れて

おるけれども、あれは緑地と見るというか、公園と見るというか、そういう考え方で、あ

そこの三重富士のところの跡地も家を建てるような形の都市計画にしていったわけやで、

だから、そこが下水道に来るとそういうふうになっておらんということが逆に俺は問題や

で、そうやで合併浄化槽ということではなくて、あれやったら、あのときの都市計画審議

会の議論はそうやったんやわ。稲垣さん、あのとき都市整備部におらへんだか。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 まだ私はおりませんでした。 

 

○ 川村幸康委員 

 そう。そうすると、多分中村さんはおったと思うわ。おらへんだ。あんたらがどっちか

がこっちかあっちかにおって、そやで、やっぱり考え方で動いて、あそこに家を建てられ

るようにしたんやで、あんだけ多くの。それと、あそこは緑地を多くしたんやわな、普通

のより、許可するために。普通が６か７％やったのをあそこ17とか16％に緑地を多くせい
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というて認めたところやし、だから、そういう意味では宅地並みの負荷はかけたんやで、

そこに対して合併浄化槽ということでは少し今聞いてびっくりしたで、やっぱりそういう

考え方も出してこんと、そりゃあかんのと違うんかな。 

 だから、合併浄化槽で不要やって、使うためにとは思わんけれども、もう少しどうした

ら有効活用できるかとか、もう伸びやんところは伸びやんで、これ、合併浄化槽の基準が

従来どおりやで。決めたで基準やでというんやけど、基準のほうを少し使ってもらえるよ

うな、のべつ幕無くルールはなくせとは思わへんけど、ある程度合併浄化槽であと５年、

10年難しいんやったら、もうちょっと一遍、今のやつで大体平成３年ごろの補助金で最初

やってへん。30万円ぐらいの上限の補助金で、合併浄化槽。平成３年か４年やと思うんや

わ。そうやろう。大体30年たっておるわけや、もうじき。大体壊れてくるのや。それ、直

さんわ、恐らく、検査すると。 

 だから、この間から県のあれもやっておるけど、なかなか管理も難しいんやで、もう一

遍合併浄化槽、きちっとしていかんと、合併浄化槽をやってあんでって色を塗っておるけ

ど、もう30年もたってきたら極端に機能が落ちるで、今のものとも日進月歩の違いやで、

合併浄化槽の性能も。だから、もう一遍新たに丁寧に合併浄化槽に補助金を出しておった

けど、これをどう見るかというのをちょっと考えて、アクションプログラムはアクション

プログラムとして認めるけど、既存でアクションプログラムにもう乗らんやろう。これ、

合併浄化槽の地域、別の色に塗っているということはないわけやろう。ただ、管理は今県

任せやろう、あれ。県かどこかに任しておるわけやろう。三重県水質保全協会か、検査、

法定検査のやつ。少し厳しくはしておるけど、だから、もう一遍それ新たにそこらをちょ

っと、英語で何か言うやな、もう一遍かけること。ブラッシュアップ。そういうものをし

ていく必要があるのと違う。中村さん、ブラッシュアップ、どうや。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 川村幸康委員 

 これは意見やけど、ただ、不用額が出たで使えという考え方ではないんやけど、もうこ

の制度が始まって30年ぐらいたっておるのやで、一遍きちっと管理も含めてやらんと、俺

の知っているところで生が出ておるところがあるでな、臭い、合併浄化槽で。あれ、本人、

悪気ないんや。わかっておらんのや、もう壊れておるのを。だから、そういうところを聞
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いておるやろう、ようけ、中尾さん、首ひねるけど。多少あるやろう。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 １回補助を受けて、10年とか15年で変えると、２回目また補助を受けれるわけ。 

 

○ 川村幸康委員 

 いや、ないよな。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ないよね。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 今、川村委員からのご意見の中で一つありました、既に合併浄化槽が設置されておって、

20年、30年たったと。それをまた更新できるかということなんですが、市のほうでは一応

７年を超えてもし修繕が不可能な浄化槽という形になれば、それが確認できれば、一応再

度補助対象とさせていただいております。ぜひそちらのほうはご活用いただきたいと思い

ます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ２回目の補助はありで。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 あります。 

 

○ 川村幸康委員 

 額が少ないんと違う、多分、使わんの。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 補助要件は変わるのか、変わらないのか。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 更新につきましては、いわゆる新たに設置をするということで判断させておりますので、

新築のところに新たに浄化槽を入れるのと、既に家が建っておって浄化槽を入れかえるの

とは全く同額で補助させていただいております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 だそうです。 

 

○ 川村幸康委員 

 価格はどうなったの、コストは。１基当たり、30年前のときの値段と合併浄化槽、今の

合併浄化槽の価格。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 その30年前の浄化槽の価格が幾らだったかというのは私も存じ上げていないのですが、

ただ、浄化槽のほうの性能はかなりよくなってきておるという中で、単価的にそう大きく

変わっておるところはないのかなと。ただ、新たに新築をして浄化槽を入れるのと比べて、

今ある浄化槽をもう一度入れ直すとなると、今ある浄化槽を撤去する必要がありますので、

その分は当然費用的には割高になると、補助金は同額ですので、その分、入れ直す分につ

いては撤去費用がプラスアルファという形になるということになります。 

 

○ 川村幸康委員 

 補助金額って幾らなの。それと、今１基幾らしておるの。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 まず、補助金につきましては、５人槽、７人槽、10人槽で３段階に分けられておりまし

て、５人槽で21万円、７人槽で24万円、10人槽で27万円になります。補助金の基本的な考

え方は設置費の３分の１を補助しましょうという考え方でありますので、それのおおむね

３倍が基本的な標準工事費というふうに理解させていただいております。 
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○ 川村幸康委員 

 10人槽で100万円で30万円か、見込みは。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そういうことでしょうね。 

 

○ 川村幸康委員 

 もうちょっと今、浄化槽、高くない。 

 

○ 加藤清助委員長 

 浄化槽の価格、下がっていますか。 

 

○ 川村幸康委員 

 30年前より変わっていないの。これ、補助金の見直しってしてきた。平成３年か４年に

俺、申請した覚えがあるのやわ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補助金額の見直しというのは今まであったんですか、経過で。金額なり補助金額の見直

しというのは、経緯の中で。 

 

○ 稲垣生活排水課長 

 即答はしづらいところ、今手持ちに資料がございませんけれども、今お話しさせていた

だいた基本的に費用の３分の１というところを考えていますので、補助制度の見直しの際、

いわゆる更新の際にはそのあたりは検討はさせていただいた結果として今の金額はでき上

がっているということで、同額だったかというところは、同額ではないということは確か

なんですが、今幾らでしたというご回答はいたしかねます。申しわけございません。 

 

○ 川村幸康委員 

 できれば、価格の動きと合わせて補助金３分の１という考え方もようわかってわからん
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でさ、何で３分の１かて。２分の１でもよさそうやし、というのは、公共下水が迎えにい

ったときとどうなんやということやろうと思うんやわ、考え方は。公共下水が迎えにいっ

たときに負担金と、それから、施設整備のあれをやったのと、例えば10年間とか20年間ぐ

らいのランニングコスト、それを払うとどっちが負担が大きいのか少ないのかということ

はあるんやろうなと思うておるもんで、インセンティブ的に。目先の出費ということもあ

るんやろうけど、合併浄化槽、スピードもあるし、いかんという地域でたまたまついてお

らんだけやろうけど、ただ、永久的に公共下水道につなぎ込むと税金の補助金をもろうて

おるわけやろう。そうやろう。公共下水道使用料って税金で補助しておるわけやで、そう

すると、そこのところでいくと、合併浄化槽というのは全部自己負担というか、自分で最

初の設置費に24万円出るだけやで、極端なことを言ったら、20年間ぐらいでペイするけど、

それ以外は負担なわけやん。その負担金との差というのはどんなものなのかなと、ちょっ

と一遍精査をしてほしいなと思うておるところがあったもんで。 

 税の公平感というと、今、稲垣さん、もっともらしく３分の１と言ったんやけど、その

コストが本当に公共下水道でつなぎ込んでおる人と、合併浄化槽を使うてやっておる人と

のところで――そうすると、あんたら多分都市計画税やらどうやらこうやらという違うと

ころの部分を出してきて言うんやけど――実際どうなのかなと思って。都市計画税より高

く取っておるのと違うかと思って。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ３分の１補助の考え方ということですか。 

 

○ 川村幸康委員 

 だから、問題提起にして、３分の１というものの妥当性が余りようわかっておらんとこ

ろも俺あるもんで、何で決まったかて、あのときの当時やでさ、30年前。補助金やでどん

だけにしようといういろんなことはあったやろうけど、何やかやかで３分の１になったん

やろうけど、ただ、それにおいてはアクションプログラムや何かいろんな下水道の整備に

伴って、特に四日市の場合やと下水施策が遅れたというか、河川のほうに、逆に言うと治

水にお金をつぎ込んできた部分があったやろうで、今回でもそうやしさ、治水にお金をつ

ぎ込むもんで、その分下水道の施設は遅れるで、そうしたら、その分をちょっと影響を受

けて辛抱しようというておるのが多分合併浄化槽やろうと思うで、そこの浄化槽のところ
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ができたときの30年前と額も変わっておらんやろうし。 

 多分私、平成３年のときも、補助金額30万円ぐらいやったと思うで、30年前と変わって

ないんやもんな。そんな中での下水道使用料の負担金とのあれが、ちょっと考えてよ。来

期は一遍きちっとした３分の１の説明材料か、無理して説明する必要ないで、３分の１が

正しいと。やっぱりこれ、２分の１が要るのかなとか、５分の３ぐらいしたらなあかんの

かなとか、そこら一遍きちっと考えて。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、今、川村委員のご意見としては、来年度に向けて今のずっと３分の１補助の考え

方について、今後も妥当性があるのかどうかというようなことを検討してみてくださいよ

というご意見だったかなと思いますので、今後に向けて検討課題としていただけたらとい

うふうに思います。 

 ほかに補正予算議案についてご質疑ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 質疑なしと認めます。 

 特に異議もなかったように思いますので、これより簡易採決で採決を行いたいと思いま

す。 

 議案第107号平成27年度四日市市一般会計補正予算（第８号）、第１条歳入歳出予算の

補正、第４款衛生費、第１項保健衛生費関係部分につきましては、原案のとおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決することにいたしました。 

 

 〔以上の経過により、議案第107号 平成27年度四日市市一般会計補正予算（第８号）、
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第１条歳入歳出予算の補正、第４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）につい

て、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 加藤清助委員長 

 さっきもあったけど、全体会送りはございませんね、当然。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、審査を進めます。 

 お手元に配付しました審査順序６番ですが、これは報告ということでタブレットのほう

に配信されているかと思いますが、配水本管布設替え工事事故に伴う賠償問題についての

報告を求めます。 

 

○ 出口水道建設課長 

 水道建設課出口でございます。 

 お手元の都市・環境常任委員会関係資料のインデックスの２、それと、お手元のタブレ

ットでは上下水道局の②を開いていただいて、ずっと下のほうへおりていっていただきま

すと、都市・環境常任委員会報告資料というのがアップされておると思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、資料は表紙、裏面に目次、次に続きまして１ページから２ページには賠償問題の

内容を記載しており、３ページには事故発生箇所及び濁水発生範囲を、また、４ページに

は凍結工法の実施例の写真をつけたもので順に説明をさせていただきます。 

 まず、１ページをご覧ください。 

 １、事故の原因でございます。これは平成26年６月12日午前11時ごろ、下さざらい町ほ

か300mm配水本管布設替え工事において水道管の破損事故が発生し、下さざらい町地内の

約90世帯で約２時間ほど断水をしました。これによりまして、大矢知地区、富州原地区及

び富田地区の広範囲にわたって水道水の濁りが発生しました。この濁りは職員の徹夜作業

によって大半は翌日には解消しましたんですが、東富田町の一部では15日の午前９時ごろ

まで続いたというものでございます。 
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 ３ページには事故の発生箇所及び濁水の発生範囲を示した図をご覧ください。 

 事故発生箇所は主要地方道の四日市朝日線と四日市多度線が交わる交差点付近で起きま

した。赤く囲んだ範囲が濁水の範囲をあらわしたものでございます。 

 １ページにお戻りください。 

 ２は工事の内容を記しております。記載のとおりでございます。 

 次に３、事故の状況でございますが、今回の破損事故は配水本管布設替え工事に伴い廃

止する水道管の作業を凍結工法にて施工していたところ、一旦凍結した部分が溶け出して、

水道水が噴出したため、水道管内を流れる水の急激な流速変化が生じ、濁水が発生する事

故となったものでございます。 

 ４ページには、現場ではございませんけれども、凍結工法の類似した実施例の写真をつ

けておりますのでご覧ください。複写して見づらくなっておりますが、ご了承ください。 

 その中で、白い箱のようなものがあると思うんですが、これが凍結箱といいまして、こ

の容器の中へ凍結液を注入して、水道管の凍結を確認した後に廃止する水道管の撤去作業

を行うというものでございました。 

 １ページにお戻りください。 

 事故の原因と請負人への賠償請求での市の見解ではありますが、事故の原因については、

作業員が凍結箇所に設置した凍結箱の凍結液の確認を怠り、注入し続けなかったことが過

失で事故の原因であるとしました。 

 次に、平成27年２月23日に補償金額1708万円余でございますが、この内訳としましては、

濁水によって生じた被害者へ、23軒でございますが、補償をしました。また、それと、濁

水による水をきれいにする作業等で職員の対応した経費等がそれだけかかっております。

この額が確定したことに伴いまして、全額を損害賠償額としたものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 建設工事紛争審査会手続及びその経過について、請負人であるＭＨＲ株式会社とは平成

26年８月25日を初回に損害賠償に関する協議を複数回行いましたけれども、請負人は過失

を認めないことから、請負契約書の仲裁合意に基づきまして、三重県建設工事紛争審査会

へ調停の申し立てを行いました。 

 調停手続の経過でございますが、平成27年５月12日に三重県建設工事紛争審査会に調停

の申し立て手続を行いました。８月26日には第１回の審理が開催され、平成28年１月15日

の第４回審理の場で調停不成立となりまして、その場で仲裁合意の解除となったわけでご
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ざいます。 

 この調停における市及び請負人の主張についてでありますが、市は、凍結工法の施工は

請負人の選択、自主施工の原則に委ねられており、これに反して市監督職員が指示するこ

とは許されないものであると思っております。この工事中に凍結状況を保持することは請

負人の債務であって、これに失敗した以上は請負人に債務不履行があるとして、請負人に

損害額の全額の支払いを求めています。 

 一方の請負人でございますが、凍結作業に市の監督職員が立ち会っており、市側に監督

責任があるとしておりまして、双方の不適切な行為により、第三者に損害が発生した共同

不法行為であり、請負人の寄与度を４割として、全体損害額を1200万円と考えて、そのう

ちの４割、480万円を解決金として支払うというものでございます。 

 少し戻っていただいて、本市の主張の末尾のところでございます。ここで、市は、市監

督職員に有する権限は工事の完成品が仕様に適合しているかを施工段階で監督するもので、

工事の施工方法について具体的かつ詳細な指示監督を負うものでないと主張しております。 

 最後に、今後の対応についてでありますが、当配水本管布設替え工事事故に伴う賠償問

題の円滑な解決を図るには、原告を四日市市上下水道事業管理者として３月上旬をめどに

地裁に提訴し、完全解決を目指していきたいと思っております。 

 なお、今回の提訴に際しましては、損害賠償請求額も見直しをしまして、当初除外して

おりました附帯費用、これは放水に使用しました水量等も含めて損害賠償額として支払い

を求めていきます。 

 以上、都市・環境常任委員会にご報告申し上げるものでございます。終わります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 報告に関しての説明は、経緯、原因及び今後の対応ということで詳しく説明をいただき

ました。ですので、相手方と和解にならなかったので、３月上旬に地裁に提訴して解決を

目指すということであります。 

 補償金額はそうすると再計算するから、最初言っておった1700万円よりも上回る額を求

めるということになるんですかね。 

 

○ 出口水道建設課長 

 今、算出しました中では1784万5000円余の金額になって、若干76万5000円ほど増額とい
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うところになります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補足の説明をいただきましたが、皆さん方からこの報告案件についてご質疑があれば受

けます。 

 ございませんか。 

 

○ 川村幸康委員 

 事業者からは何もなかった、濁水の発生したところに。 

 

○ 加藤清助委員長 

 何もなかったというのは。 

 

○ 川村幸康委員 

 被害が。 

 

○ 加藤清助委員長 

 事業者側に。 

 

○ 川村幸康委員 

 イオンとか、ここは自己水とかそういう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そういう範囲の中で。 

 

○ 出口水道建設課長 

 この濁水によりまして、先ほど23軒ほどというところで、個人並びに事業者等からその

濁水によって損害が生じたことによります賠償というものは私のほうへは届いております。 

 それと、これについては私ども水道管の所有者でございますので、きれいな水でないも

のを、濁水を流したというところで、この23軒の方に対しては市が補償しております。 
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○ 加藤清助委員長 

 補償済み。 

 

○ 出口水道建設課長 

 はい、全て済んでおります。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうすると、それ幾らやった。 

 

○ 出口水道建設課長 

 事業者の分でございますか。 

 

○ 川村幸康委員 

 それ、載っておる。 

 

○ 加藤清助委員長 

 被害者分と市の職員経費が合算で1700万円ということやで。 

 

○ 川村幸康委員 

 それがそう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 内訳は。 

 

○ 出口水道建設課長 

 事業者と一般家庭に対する賠償の額でございますが、これについては899万9468円でご

ざいます。 

 それと、濁水に要しまして水道管をきれいにする作業をしました市職員の時間外勤務手

当とか、応急給水のために給水袋も今回は多量に使用しております。そういったものとか、
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個人の方が濁水で困られたというところで、その濁水、きれいにするために個人さんの水

道の蛇口から水を放っていただいてきれいにしたために、その辺の使用量とかもかかって

まいりまして、そういった費用が884万5917円でございます。これらを両方足し込みます

と1784万5000円余という金額になってまいります。 

 以上でございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 それはもう支払ったんでしょう、２月23日に。 

 

○ 出口水道建設課長 

 23名の方に対しては、最終２月23日で全員の方にお支払いしました。 

 

○ 川村幸康委員 

 これをきょうの朝の冒頭、市立病院のときもあったけど、どのタイミングで言うかとい

うことと同時に、企業会計のそういう法にのっとっておるというところの部分なんやろう、

これが。違うの。どういうふうに今後は思うておるの、それ。説明する時期とそれを。 

 

○ 加藤清助委員長 

 公表という意味で。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうそう、公表なり、ここで払いましたよというのは。 

 例えば声に上げていない人もおったやろうし、それから、困ったよというておった人も

おったけど、そういう情報から漏れていった人もおるやろうし、だから、全軒の濁水発生

の範囲内で、ある程度市は区切ったんやけど、濁水以外のところも少しはあったやろうで、

影響は。だから、そこらを周知するという部分のところでいくと、ちょっと私は丁寧さが

なかったのかなと思うておるおやわ。声は聞いておるで、ここでもう上下水道局側が仕切

っておるもんでな。そやで、そこらを、私、後で聞いたもんで、これ、声は。だから言う

んやけど、もうちょっと届いておったら、その人の声も聞いて、どうなん、こういう声も

届いておるぞと思ったけど、その人も大分たってから、この人ら、補償してもろうたとこ



 - 129 - 

ろと補償してもろうてないところの人の差が出ておるで、だから、それはもうちょっと私

らにも含めてあったらあったときに報告をきちっとして、損害賠償の金額もこうやって確

定して行く前にあれすると、もっときちっと丁寧な対応ができたんかなと思うておるもん

で。 

 

○ 加藤清助委員長 

 23軒の被害者の確定はどうやってしたんやということですかね。 

 

○ 川村幸康委員 

 そうそうそう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どういうふうに、これ、２月23日に補償確定したと書いてあるけど、どういう確定方法

をとったのか。 

 

○ 出口水道建設課長 

 水道の事故によりまして発生しました濁水につきましては、お客様から直接市のほうへ

どうしてくれるんだという電話等をいただいた中で、それらを集計したものが最終的に23

軒というところでございまして、先ほど川村委員さんが言われましたように、ほかにもみ

えるやないかというところもございますんですが、やはり私どもとしましては、申請して

いただいた方に対してということで今回も対応させていただいたところでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 申請だそうです。 

 

○ 川村幸康委員 

 だから、自己責任でないわけや。そうすると、申請してきた場合というのは、それは少

しお客様センターではないやろう、そんな対応やったらな。そこがあかんだということを

言うておるんや。ただ、感覚が少しちょっと今の出口さんの言い方やと上から目線でおか

しいよというの。 
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 利用者のほうが何らかの瑕疵かなんかでやったり、当然局側としてはサービスを提供し

ておるのやけど、請負人のほうが原因者なんやで、市も被害者やと思うて対応したきらい

があるであかんよというだけで、市も被害者やけれども、市のサービスを受けている被害

者もおるということでいくと、申請の23軒だけではあかんよということなんや。 

 そうすると、もう一遍これきちっとし直すということも大事やで。訴訟が起きたらどう

する、ほかのところにしておって。また、水害補償と一緒のようなことになるで。だから、

自分らで自分らの立場とポジションを決めるもんで、小川議員の水害のときの話でも一緒

なんやさ。不可抗力やったとかあれって決めるけど、善管注意義務違反と言われて、あれ、

開けておれば漏れやんだとかそういうこともわかり切っておることや、ずっと、完全にそ

っちのミスというのも。 

 それでいくと、一番局側というか、公務員のあかんところは、そこで自分らも被害者や

で、あとは申請して言うてきたやつだけ助けてやっただけで、あとは知らんというのはあ

かんよと言うておるのや。だから、俺はきょうも倭さんに冒頭に聞いたのが、報告だけで

ええという話じゃないぞと俺は思うておるわけや。この対応の仕方は全然あかんだぞと思

うておるの。 

 この間も私のところの近所で火事があった、濁水があったやん。そうすると、局の人が

そりゃもう不眠不休でやっておるわ、ご苦労さんやなと思うわ。みんなが出て、濁水の説

明回ったり、家一軒一軒回って説明しておるわ。それはそういうことのよしみで、みんな

もちょっと出したけど、濁ったけど黙っておこうかという話やん。店で水つくる給水器が

濁ったけど、一遍ほってこうしようかとか、掃除一遍しないかんけど、そんなん自分のと

ころでも起こしたらお互いさまやと思うて黙っておるやん。 

 だけど、今回の場合でも、家事ではないけど、工事のそういうミスなんやけれども、そ

れもあるわなと思って黙っておる人もおるし、おまえ、濁ったでどうしてくれるんやと言

うていく人もおると、そこでの仕切りが、やっぱりそれはちょっと、こんだけの額を払っ

たと聞いてから、みんな後で、もらえるって、そりゃなるやろう。 

 そうすると、お客様センターという言葉だけではなくて、本当にお客様と思うておるん

なら、そこらの対応の仕方はちゃんとあったのと違うかと思うと、もう一度これ、きちっ

とやり直せさ。対応の仕方とあれを、これではあかんわ。そうしたら、局が負担してやる

か、その分。そうやろう。隣でもらうところともらわんところがあるのやで、一緒の管路

で。それはまずいというのに。だから、そこが全然対応なっておらんで言うんや。もらえ
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るところともらえんところが出たもんでな。 

 だから、俺、押しなべて悪いふうに動いたと思うておるのや、今回の場合は。火事、あ

んなんあって濁水があったときでも、ある程度よしみで勘弁してもろうておるやん、市民

の人には。今回は原因者がこうやっておって、もめてこうなったもんでこうやってなって

きたけど、取ろうかという話に。その前に、そうしたら局側の対応としても、お客さんが

どれだけおって、どれだけのエリアって、これ、訴訟になるでエリアを区切ったと思うん

やけど、負けるで、余りやっておると。この中にもおるのやで、言うておる人と言わん人

と。属地属人でエリアを切らな訴訟のあれにならんでやるけど、エリア切って。だけれど

も、実際には中にはこれ、局側が言うて言わんだってか、声が上がってきたこの金額だけ

に、これをもう一遍相手方に俺ならするぜ、覆すぜ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 これ報告案件なんですけれども、先ほど川村委員がおっしゃった公表はどういう形でい

つされるおつもりなんですか。まだ議会への報告段階ですよね。今後は３月上旬をめどに

さっき言った金額について提訴するわけですよね。というのは、公表というのはいつどう

いう段階でされるんですか。議会へこうやって報告するだけなのか、公表という形は特に

考えていないのか。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 今回これ、議決案件ではないんですけれども、説明ということでさせていただいて、こ

の後もご理解いただいた上で、裁判のほうには当然提訴させていただきますけれども、今

のところ改めてその裁判については公表というところまで今考えてはいないんですけれど

も。 

 

○ 加藤清助委員長 

 裁判じゃなくて、こういうことがあって、こういうふうに対応するという上下水道局の

公表の仕方という意味で。議会以外に報告なり公表する予定は。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 ただ、この被害の内容でありますとかそういうところでございますか。そこについての
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公表というのは今特段は考えてございません。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ここの濁水の発生範囲は何をもってこれが発生範囲というふうに確定して資料をつけら

れたん。 

 

○ 出口水道建設課長 

 事故当日、数日間ですけれども、いろんな方から濁水の関係で上下水道局のほうへご連

絡いただきました。その中から報告を受けた皆さんの位置とかその辺を勘案しながら区切

られてもらったのがこの赤い線であらわしてあるところというところでございます。 

 

○ 川村幸康委員 

 一つは、私が指摘したところを理解するなら理解せいさ、謙虚に。まずいやろう、この

対応は。これ、落としてみ、23軒、何の裁判資料の根拠にもなってこやへんで言うんやで。

言うたところだけやもん。何でここ言うてきてないのとか、ここ何でなんという話やん。

たまたまここだけにそんなの行ったんかという話にならんやろう、水道水なんやもん。だ

から、やっぱりきちっとそこは考えて、物事を見やんとあかんということや。 

 だから、このときの局の対応の悪さは、原因は自分やないでといってやって、今度はお

客様のためにと言いながら、自分らが施工業者が言うことを聞かんしあれやでやったれと

いうようなもんでいくもんで、なったんやさ。わかるよ、この状況は、上下水道局が起こ

した事故でもないし、ミスでもないんやでな。だけど、その逆で、こうやってなってもめ

かけたもんで、この問題があったり、何か言うたというところの23軒に対して補償を出し

ていく、そうしたら今度からでも濁水なんていっぱい出てきて、それこそそういうことに

なり出したときに、局の責任のときでも負うのかという話をもう少ししておかんと、濁水

できたときに。今度は施工者じゃなくて不可抗力で水道管が破裂したり何かでぼんと老朽

化でなって濁水が出た、一緒やわな。そのときにでもそんな補償をするのかということを

きちっと見越していかんと、だから、局としての受けた損害なり、直してくれるというな

らあれだけど、申請があったというのでやると、これから全部に申請が来た場合に、どう

やって対応するのかなということを思うたけど、これ、公表もせんし、何にもせんで、だ

から、ついこの間の藤田議員のあの一般質問やないが、示談に終わっておっても、ああい
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う問題視して質問すると――ええ悪い別で言うたな、俺も――示談しておったんやけどど

うするという話やし、これでも23軒以外は示談というか、今さら言わへんやろうし、言え

やんやろうし、ほんで、そのかわりこんなんでこれからやっていくわけやろう、訴訟を。

そりゃ局としてこれはちょっと単純というか、浅いというか、考え方が。議会に報告をし

ておったら、俺は議会で怒っておるで、こんなもん、あほかというて。 

 

○ 加藤清助委員長 

 報告案件ですけれども、局側の対応としては３月上旬をめどに提訴という対応の報告が

されましたけれども、そういう被害の確定や被害に基づく申請がどうやって行われたのだ

とか、今までもこういう請負工事での損害賠償問題があったのかどうかは僕は承知しませ

んけれども、そういうときの対応も含めて、このあり方について、今後も発生し得る問題

ですので、公表を含めてどういう考え方をとるのかということを整理いただいて、当委員

会に改めて報告してもらえませんか。そうしないと、ちょっと疑義も発言の中にはありま

すので、いかがでしょう。 

 

○ 倭上下水道事業管理者 

 今、委員長のほうからございましたような点、整理かけさせていただいて、改めてさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 再報告していただくということで。 

 

○ 川村幸康委員 

 過去にもあったんやけど、申請してきたでといって切った、それで切ると、事後でもい

いのか、どんだけの申請なのか、知らんだもんで申請せんだというたら、どうするのか。

過去にぽんと穴をあけたり、あいてこうなったときでも、大きなところへ補償して、あと、

個人のところなんかよしみで許してもろうておるところが多いやん。お金も支払ってない

やん。思うておるけれども言わへんし、申請してきたら、この時点においてから文化が変

わったのは、申請したらくれるとなると、いや、これから火事やあんなんやからでも濁水

って絶対出るで、それから、浄化槽の点検や何かしても濁水が出たり、そのときにこの工
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事の事故やったで、訴訟になりそうやったでこうなって申請して受け付けて、満額金払う

んやさ、これ。言うてきた部分は、23軒はな。それ以外のところ、23軒どころじゃないで、

このエリアにおる人たちって。そこをきちっと考えて進めていかないと、全体の表面上だ

け見ておると、そうやな、そうやったな、訴訟するのやなという話やけど、別の目で見る

と、かなりの人が言うてきたけど、上下水道局に俺ら説明を受けておらんでわからんと言

うておったで、説明する必要がなかったんやでしゃあないけどな。 

 

○ 三平一良委員 

 これ、900万円ばかり23軒で払ったということは40万円ぐらいになるのやけど、１軒、

どういう被害があったんですか。 

 

○ 出口水道建設課長 

 被害に遭われた方の内容ということでございますけれども、一般的な家庭のところでは、

タオルが洗濯しておって汚れてしまったとか、今ですと、エコキュートという給湯機器が

多く出回っておるんですが、そういったところの家庭へ濁水が入って、お風呂とかそうい

ったところに支障が出たとか、あと、食品の製造会社ですと、濁水が出ておるのがわから

ずに商品をつくってしまったというところでそういう被害が出た。それとか、あと、営業

されておるところなんかは、濁水が出たことによってお店の営業ができなかったというと

ころで、そういったところへいろんなケースでその辺の補償のお金を支払わせていただい

たというものでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 私も川村委員がおっしゃったように、対応がまずかったなと思って、俺のところどうし

てくれるのやと言われたところだけそんな補償するのは、言ったもん勝ちとか言わん損に

なってしまうもんで、これは本当にちょっとまずかったなと思いますけれども、確認した

いんですけれども、ほとんどが翌日に解消したんですね。東富田町の一部が15日まで続い

たということは、この補償は東富田町に集中しておるということではないわけですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 23軒の被害の集中度は。 
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○ 出口水道建設課長 

 東富田町の一部ではなしに、先ほど言いました大矢知、富州原、富田の広い範囲の方々

に対して起こったというところでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 村山繁生委員 

 翌日解消するのと15時まで続くのと、大分被害も違うてくると思うんやけど、その補償

は均一ではなくて、それぞれ違うわけですね、補償額というのは。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補償の査定はどこがしたんですか。 

 

○ 出口水道建設課長 

 いろんな被害額の大小はございます。その中で上下水道局の職員でそういったところの

方に対して対応しまして、出されました金額に対して精査をしまして、最終的に局として

お支払いしたものでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 先ほども申し上げましたけど、委員の方からもご指摘が多数出ておりますので、案件と

しては議決案件ではありませんが、報告案件ですけど、改めて報告を求めるという対応に

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、この報告案件については再報告を求めるという取り扱いで、委員会としては上下

水道局のほうに申し上げます。 
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 以上で本日の上下水道局所管部分の審査は終了いたします。 

 本日の審査はここまでといたしまして、あす10時からは環境部所管の部分について審査

に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 きょうは以上をもって散会いたします。 

 

                                １６：２３閉議  

 

 


